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は じ め に 
 
 危険物、液状化物質等の船舶運送中に人命、船体、財貨等に有害な影響を及ぼすおそれのある

貨物については、その取り扱いを適切、かつ、国際的に統一した基準で行うことが要請されてい

る。このため、国際海事機関（IMO）は SOLAS条約第 VI章・第 VII章をはじめ各種の規則・基
準を整備し、その多くは日本国内法にも取り入れられている。これら規則・基準の IMO におけ
る審議の詳細は、危険物、固体貨物及びコンテナ小委員会（DSC 小委員会）に委ねられている。
DSC 小委員会は、危険物、固体ばら積み貨物、コンテナ等貨物の海上運送に係る IMDG コード
（国際海上危険物規程）、BC コード（固体ばら積み貨物の安全実施規則）、CSS コード（貨物の
積付け及び固定に関する安全実施規則）等について審議を行なっている。また、海洋汚染防止条

約附属書Ⅲ（MARPOL 条約）に基づく個品運送の海洋汚染物質の特定及びその運送要件は
IMDG コードにより規定されており、同小委員会への付託事項の一つである。また、ばら積み液
体及び気体物質小委員会（BLG 小委員会）にて検討が行われているばら積み液体危険物の海洋
に対する危険性評価法は、基本的に個品危険物（海洋汚染物質）のそれと同じであり、その運送

に係る国際規則は共にわが国危険物運送規則である「危険物船舶運送及び貯蔵規則（危規則）」

に採り入れられている等、危険物の個品運送及びばら積み運送は相互に密接な関係がある。 
 一方、国連危険物輸送・分類調和専門家委員会（UN 委員会）は、危険物の国際的な安全輸送
要件（危険物の定義、分類、容器及び包装、表示及び標札、危険性評価試験方法及び判定規準

等）及び製造、輸送、貯蔵等の全ての分野における化学物質の分類及び表示の世界的調和

（GHS）についての検討を行っている。UN 委員会で決定された輸送要件や有害化学物質の分類
及び表示の要件は、危険物輸送や GHS に関する国連勧告としてまとめられ、危険物の海上運送
規則である IMDGコードをはじめとする各輸送モードの国際運送基準や各国危険物輸送規則のモ
デル規則及び有害物質の分類表示に関する規則に取り入れられている。 
 DSC小委員会及び UN委員会で検討される内容は広範かつ詳細に及んでいるが、国内関連規則
に直接係わりがあることから同小委員会及び委員会への提案については、日本の実状を踏まえた

正確な対応が要請される。 
 こうした背景から、危険物及び特殊貨物の海上運送に関する専門家により構成される本委員会

は、DSC小委員会及び UN委員会における各種検討事項について日本の意見を集約し、同小委員
会及び委員会への日本意見をより確実に表明するとともに、関連情報を収集するために同小委員

会等へ専門家を派遣している。また BLG 小委員会及びその作業部会にも専門家を派遣し、最新
の情報を入手し本調査研究に反映させると共に、ばら積み危険物の海上運送に係る国際基準の策

定に参画している。 
 本報告書は、本委員会の活動の成果をまとめたものである。 
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第 1章 調査研究の目的及び概要 
 
1.1 調査研究の目的 
 国際海事機関（IMO）の「危険物・固体貨物及びコンテナ小委員会（DSC 小委員会）」及び
「ばら積み液体及び気体物質小委員会（BLG 小委員会）」並びに国連（UN）の「危険物輸送及
び分類調和専門家委員会（UN 委員会）」への対応を検討するために、危険物及び特殊貨物の海
上運送に関する専門家から成る委員会を設置し、我が国関係業界等の意見を包括的に集約すると

共に、専門家を両国際機関委員会に派遣し各国専門家と直接意見や情報を交換することにより我

が国の意見を反映し、危険物及び特殊貨物の安全でスムーズな海上運送に寄与することを目的と

する。 
 
1.2 調査研究の概要 
1.2.1 DSC小委員会及び BLG小委員会への対応 
 IMO 第 12 回 DSC 小委員会及び同小委員会編集・技術作業部会（E&T グループ）での審議に
対応するため「危険物等海上運送国際基準検討委員会」並びに同委員会の下に「危険物運送要件

部会」、「特殊貨物運送部会」及び「危険性評価試験部会」を設置し各国提案文書等の詳細な検討

を行い、DSC 小委員会への我が国の対応案を作成した。更に、危険物及び特殊貨物の海上運送
に係る専門家を DSC 小委員会及び同作業部会に派遣し、危険物等海上運送に係る国際基準に我
が国意見の反映をはかると共に、最新の情報を入手し我が国の海事関係者に周知した。 
また、IMO 第 11 回及び第 12 回 BLG 小委員会並びに同小委員会第 13 回汚染危険評価

（ESPH）作業部会に専門家を派遣し、ばら積み危険物の海上運送に係る国際基準の策定に参画
すると共に、「危険物等海上運送国際基準検討委員会」の下部組織として設置した「ばら積み液

体危険物部会」を通じて最新の情報を我が国の海事関係者に周知した。 
1.2.2 UN委員会への対応 
 第 31 回及び 32 回国連危険物輸送専門家小委員会（UNSCETDG 並びに第 13 回及び 14 回国連
分類調和専門家小委員会（UNSCEGHS）での審議に対応するため「危険物等海上運送国際基準
検討委員会」の下に「危険物輸送 UN 対応部会」を設置し各国提案文書等の詳細な検討を行った。
更に、これら検討結果を踏まえ、同 UN 小委員会に日本代表委員を派遣し、危険物等海上運送に
係る国際基準に我が国意見及び提案文書の反映をはかると共に、国連勧告に関する最新の情報を

入手し我が国の関係者に周知した。 
1.2.3 委員会の開催 

(1) 危険物等海上運送国際基準検討委員会 
第 1回会合：平成 19年 5月 14日 
第 2回会合：平成 20年 3月 3日 

(2) 危険物運送要件部会 
第 1回会合：平成 19年 8月 31日 
第 2回会合：平成 19年 11月 9日 

(3) 特殊貨物運送部会 
第 1回会合：平成 19年 6月 26日 
第 2回会合：平成 19年 9月 3日 
第 3回会合：平成 19年 11月 9日 
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(4) ばら積み液体危険物部会 
第 1回会合：平成 19年 6月 12日 
第 2回会合：平成 19年 10月 16日 
第 3回会合：平成 20年 2月 29日 

(5) 危険物輸送 UN対応部会 
第 1回会合：平成 19年 6月 19日 
第 2回会合：平成 19年 8月 10日 
第 3回会合：平成 19年 11月 20日 
第 4回会合：平成 20年 1月 15日 

1.2.4 海外委員会等への派遣 
(1) IMO第 11回 BLG小委員会：平成 19年 4月 16日～20日 

派遣者： 濵田高志 
(2) IMO･DSC小委員会 E&Tグループ：平成 19年 5月 28日～6月 1日 

派遣者： 濵田高志 
(3) 第 31回 UNSCETDG及び第 13回 UNSCEGHS：平成 19年 7月 2日～10日 

派遣者： 三宅庸雅 
   濵田高志 

(4) IMO第 12回 DSC小委員会及び同小委員会 E&Tグループ：平成 19年 9月 17日～28日 
派遣者： 濵田高志 
   山崎 晃 

(5) IMO･BLG小委員会第 13回 ESPH作業部会：平成 19年 10月 22日～26日 
派遣者： 岡村 敏 
   濵田高志 他 

(6) 第 32回 UNSCETDG及び第 14回 UNSCEGHS：平成 19年 12月 3日～14日 
派遣者： 三宅庸雅 
   濵田高志 

(7) IMO第 12回 BLG小委員会：平成 20年 2月 4日～8日 
派遣者： 濵田高志 

 
 

* * * 
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第 2章 国際海事機関 危険物、固体貨物及びコンテナ小委員会 
 

2.1 第 12回 DSC小委員会への対応 

 危険物等海上運送国際基準検討委員会及び関連部会において第 12回 DSC小委員会提案文書概

要（付録 1.2）を作成し、これに基づき審議検討を行った。その検討結果を同付録 1.2 に示す。

また、委員会及び関連部会が準備し、DSC小委員会に提出された日本提案を付録 3に示す。 
 
2.2 DSC小委員会等審議概要 
2.2.1 DSC小委員会編集・技術作業部会（E&Tグループ）報告 
(1) 会合の概要 

① 平成19年5月28日～6月1日 サンクトペテルブルグ：Russian Maritime Register of 
Shipping本部 

② 参加国又は機関 
ベルギー、デンマーク、フィンランド、仏、独、ガーナ、イラン、日本、蘭、ノル

ウェー、スウェーデン、韓国、英国、米国、UNECE、DGAC及びWNTI 
③ 議長等 
議 長：Ms. Olga P. Lefevre（仏） 
事務局：Mrs. C. Linley 

Mr. I. Rahim 
④ 日本からの出席者） 
濵田 高志 社団法人日本海事検定協会 

(2) 議 題 
① IMDGコード第33回改正の訂正 
② IMDGコード第34回改正案の作成 

 (3) 審議の概要 
 審議の概要を付録 1.1に示す。 
 
2.2.2 第 12回 DSC小委員会報告 
(1) 会合の概要 

① 平成19年9月17日～21日 ロンドン：Central Hall Westminster 
② 参加国又は機関 
アルジェリア、アンゴラ、アルゼンチン、豪、バハマ、ベルギー、ブラジル、カナダ、

チリ、中国、コロンビア、キューバ、キプロス、北朝鮮、コンゴ、デンマーク、ドミニ

カ、エクアドル、エジプト、エストニア、フィンランド、仏、独、ギリシャ、インドネ

シア、イラン、イスラエル、イタリア、日本、ラトビア、リベリア、リトアニア、マ

レーシア、マルタ、マーシャル諸島、メキシコ、モロッコ、蘭、ニュージーランド、ナ

イジェリア、ノルウェー、パナマ、ペルー、ポーランド、韓国、ロシア、サウジアラビ

ア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、タイ、トルコ、ツ

バル、英、米、ウルグアイ、ベネズエラ、香港、クック諸島、IAEA、EC、MOWCA、
ICS、ISO、IUMI、ICFTU、BIMCO、IACS、ICHCA、CEFIC、OCIMF、IICL、IFSMA、
IRU、DGAC、INTERCARGO、IMarEST、WNTI、IBTA及びVOHMA 
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③ 議長等 
議 長：Mrs. Olga Pestel Lefèvre (仏) 
副議長：Capt. J. Pablo Heusser （チリ） 
事務局：Mr. I. Rahim 

④ 日本からの出席者（敬称略、順不同） 
小磯 康  在連合王国大使館一等書記官 
野中 秀紀 国土交通省海事局 
太田 進  独立行政法人海上技術安全研究所 
菅  勇人 財団法人日本海事協会 
八住 俊秀 日本鉱業協会 
黒越 仁  社団法人日本船主協会 
保坂 均  社団法人日本船主協会（ロンドン） 
若林 邦芳 社団法人日本海難防止協会（ロンドン） 
濵田 高志 社団法人日本海事検定協会 
山崎 晃  社団法人日本海事検定協会 

(2) 議 題 
① 議題の採択 

② 他のIMO機関の決定 
③ 国連勧告との調和を含むIMDGコード及び追補の改正 
④ 固体ばら積み貨物の性状評価を含むBCコードの見直し 
⑤ BCコードの強制化 
⑥ 海難・事故報告及びその分析 
⑦ SPSコードの見直し 
⑧ CSSコードの改正 
⑨ BLUコードの穀類への適用拡大 
⑩ コンテナ固縛時の安全作業環境整備に関するガイダンス 
⑪ 船内における殺虫殺菌剤の使用に関する勧告の見直し 
⑫ SOLAS及び2000HSC Codeにおける個品危険物に関する要件の適用 
⑬ 保護衣のガイドライン 
⑭ 甲板積み木材運搬船に関する安全実施規則の見直し 

⑮ 貨物固定マニュアルの様式及び承認手続き 
⑯ 作業計画及びDSC 13の議題 
⑰ 2008年議長及び副議長の選出 
⑱ その他の議題 

⑲ 海上安全委員会への報告 
(3) 審議結果一覧 
 表 2.2.1に提案文書及び審議結果の概要を示す。また各提案文書の詳細を付録 1.2に示す。 
(4) 審議の概要 
 審議の概要を付録 1.3に示す。 
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表 2.2.1 DSC 12 審議結果一覧表（1/4） 
（平成19年9月17日～21日、ロンドン） 

議 
題 

文 書 
番 号 提案国等 文 書 標 題 対 応 審議結果 

1 12/1/Rev.
1 

事務局 暫定議題 － － 

 12/1/1 及
びAdd.1 

事務局 暫定議題の注釈 － － 

2 12/2 事務局 MEPC 55、MSC 82、 FP 51、 DE 50、 FAL 34及
びBLG 11の審議結果 

適 宜 ノートされた。

 12/2/1 事務局 SLF 50、MEPC 56及びNAV 53の審議結果 適 宜 ノートされた。

3 12/3 E ＆ T グ
ループ 

IMDGコードの改正（34-08）：ETグループの報
告 

適 宜 原則合意（E&T
グループ） 

 12/3/1 事務局 IMDGコードの改正（34-08）：IMDGコードの訓
練要件及び輸送/積荷書類中の追加情報の供給に
関するガイダンス 

適 宜 原則合意（E&T
グループ） 

 12/3/2 メキシコ Tampico Fibre（care） 適 宜 原則合意（E&T
グループ） 

 12/3/3 英国 IMDGコードの改正（34-08）：陸上作業者への
教育訓練要件の強制化 

適 宜 原則合意（E&T
グループ） 

 12/3/4 CEFIC IMDG コ ー ド の 改 正 （ 34-08 ） ： 免 除
（exemptions）に関する規定 

適 宜 E&T及びDSC13
にて継続審議 

 12/3/5 事務局 IMDGコードと国連勧告の調和：国連危険物輸送
専門家小委員会第31回会合の審議結果 

適 宜 ノートされた。

 12/3/6 ドイツ IMDGコードの改正（34-08）：CTUへの収納ガ
イドラインのIMDGコードとの調和 

適 宜 次回新提案 

 12/3/7 ベルギー IMDGコードの改正：ポータブルタンクによる運
送 

支 持 原則合意（E&T
グループ） 

 12/3/8 ドイツ IMDGコードの改正（34-08）：過硫酸塩及び過
硫酸アンモニウムの隔離 

支 持 原則合意（E&T
グループ） 

 12/3/9 ベルギー IMDGコードの改正（34-08）：くん蒸中のコン
テナ 

適 宜 合意されなかっ

た。 
 12/3/10 ドイツ IMDGコードの改正（34-08）：ニッケル水素蓄

電池の積載及び隔離 
適 宜 国連審議を待つ

こととなった。

 12/3/11 フランス IMDGコードの改正（34-08）：IMDGコード中へ
のINFコードの引用の取り入れ 

適 宜 原則合意（E&T
グループ） 

 12/3/12 フランス IMDGコードの改正（34-08）：引火性液体（ク
ラス3）の積載 

適 宜 原則合意（E&T
グループ） 

 12/3/13 英国 IMDGコードの改正（34-08）：IMDGコード第2.9
章及び第2.10章の編集上の修正 

適 宜 合意されなかっ

た。 
 12/3/14 英国 IMDGコードの改正（34-08）：海洋汚染物質に

関する規定の変更を周知するDSCサーキュラー案
支 持 原則合意（E&T

グループ） 
 12/3/15 米国 IMDGコードの改正（34-08）：過硫酸カリウム

（UN 1492）、過硫酸ナトリウム（UN 1505）及
び過硫酸アンモニウム（UN 1444）の隔離 

支 持 原則合意（E&T
グループ） 

 12/INF.8 米国 IMDGコードの改正（34-08）：過硫酸カリウム
（UN 1492）、過硫酸ナトリウム（UN 1505）及
び過硫酸アンモニウム（UN 1444）の隔離 

DSC 12/3/15
参照 

DSC 12/3/15参照

 12/3/16 韓国 IMDGコードの改正（34-08）：パッキングイン
ストラクションP 001中の追加規定PP1の削除 

反 対 合意されなかっ

た。 
 12/3/17 ICHCA 

International 
IMDGコードの改正（34-08）：陸上作業者への
教育訓練要件の強制化 

適 宜 原則合意（E&T
グループ） 

 12/3/18 事務局 IMDGコードの改正（34-08）：海洋汚染物質に
関するDSCサーキュラー案 

支 持 原則合意（E&T
グループ） 
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表 2.2.1 DSC 12 審議結果一覧表（2/4） 
議 
題 

文 書 
番 号 提案国等 文 書 標 題 対 応 審議結果 

3 12/INF.2 事務局 IMDGコードと国連勧告の調和 適 宜 ノートされた。

 12/INF.9 事務局 IMDGコードと国連勧告の調和 適 宜 非公式WGによ
る検討結果を国

連に報告するこ

ととなった。 
4 12/4 WG議長 BCコードの見直し：DSC 11で開催されたWGの

報告 
適 宜 承認された。 

 12/4/1 ベネズエラ Direct Reduced Iron (DRI) Finesの船積みに関するガ
イド 

適 宜 継続審議 (CG) 

 12/4/2 ベネズエラ DRI Fines 適 宜 継続審議 (CG) 
 12/4/3 ベネズエラ DRI (B) 適 宜 継続審議 (CG) 
 12/4/4 オーストラ

リア及び日

本 

CGの報告書－Part 1：SOLAS条約及びコードの改
正案 

適 宜 採択前に再度必

要な部分の修正

を行うことを前

提に改正案が合

意された。 
 12/4/5 オーストラ

リア及び日

本 

CGの報告書－Part 2：前文及び第1節から第3節 適 宜 採択前に再度必

要な部分の修正

を行うことを前

提に改正案が合

意された。 
 12/4/6 オーストラ

リア及び日

本 

CGの報告書－Part 3：第4節から第8節 適 宜 採択前に再度必

要な部分の修正

を行うことを前

提に改正案が合

意された。 
 12/4/7 オーストラ

リア及び日

本 

CGの報告書－Part 4：第9節から第13節 適 宜 採択前に再度必

要な部分の修正

を行うことを前

提に改正案が合

意された。 
 12/4/8 オーストラ

リア及び日

本 

CGの報告書－Part 5：個別スケジュール（シード
ケーキの分類、説明、性状、危険性、積付及び隔

離、船倉清浄性、天候に関する注意、積荷役及び

非常措置指針） 

適 宜 採択前に再度必

要な部分の修正

を行うことを前

提に改正案が合

意された。 
 12/4/9 オーストラ

リア及び日

本 

CGの報告書－Part 6：個別スケジュール（注意事
項及び通風） 

適 宜 採択前に再度必

要な部分の修正

を行うことを前

提に改正案が合

意された。 
 12/4/10 オーストラ

リア及び日

本 

CGの報告書－Part 7：個別スケジュール（運送、
揚荷役、清掃及び付録） 

適 宜 採択前に再度必

要な部分の修正

を行うことを前

提に改正案が合

意された。 
 12/4/11 カナダ DRI (A)及びDRI (B) 適 宜 継続審議 (CG) 
 12/4/12 英国 DRI Finesのばら積み運送 適 宜 継続審議 (CG) 
 12/4/13 フランス DRIのばら積み運送 適 宜 継続審議 (CG) 
 12/4/14 マーシャル

諸島、マル

タ 及 び
INTERTAN
KO 

DRI (A) briquettes, hot moulded以外のDRI Finesを定
義するために必要な情報 

適 宜 継続審議 (CG) 
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表 2.2.1 DSC 12 審議結果一覧表（3/4） 
議 
題 

文 書 
番 号 提案国等 文 書 標 題 対 応 審議結果 

4 12/4/15 カナダ 自己荷役装置を有する船舶による石炭の運送に関

するBCコード要件の改正 
適 宜 時間的制約から

審議されなかっ

た。 
 12/4/16 ドイツ及び 

カナダ 
成形された硫黄の分類 支 持 時間的制約から

審議されなかっ

た。 
 12/4/17 CEFIC 個別スケジュール（注意事項及び通風） 適 宜 時間的制約から

審議されなかっ

た。 
 12/4/18 日本 BCコード改正案へのコメント 支 持 部分的に合意さ

れた。 
 12/INF.4 ベネズエラ DRI Fines運送の安全に関する技術報告 適 宜 継続審議 (CG) 
 12/INF.5 ベネズエラ DRI (B)の反応性に関する技術報告 適 宜 継続審議 (CG) 
 12/INF.6 ベネズエラ DRI Fines及びDRI (B)の試験結果 適 宜 継続審議 (CG) 

5 12/5 日本 BCコードに記載されていない貨物に関する要件 支 持 合意された。 
6 12/6 リトアニア CIPの結果報告 適 宜 ノートされた。

 12/6/1 スウェーデ

ン 
CIPの結果報告 適 宜 ノートされた。

 12/6/2 カナダ CIPの結果報告 適 宜 ノートされた。

 12/6/3 スウェーデ

ン 
ピートの運送 適 宜 ノートされた。

 12/6/4 ベルギー CIPの結果報告 適 宜 ノートされた。

 12/6/5 カナダ  貨物コンテナの保守管理要件 適 宜 MSCに新規作業
計画の設置を要

請 
 12/6/6 オランダ CIPの結果報告 適 宜 ノートされた。

 12/6/7 ドイツ CIPの結果報告 適 宜 ノートされた。

 12/6/8 ドイツ コンテナ船PUNJAB SENATOR号の爆発及び火災
事故 

DSC 12/3/10
参照 

DSC 12/3/10参照

 12/6/9 米国 CIPの結果報告 適 宜 ノートされた。

 12/6/10 チリ CIPの結果報告 適 宜 ノートされた。

 12/6/11 韓国 CIPの結果報告 適 宜 ノートされた。

7 12/7 英国 SPSコード改正第7章 適 宜 合意された。 
8 12/8 ロシア 海上貨物の安全運送に関するロシア国内規則：

form for cargo information and method of calculation 
of non-shift criterion for structurizing cargoes, 
relevant to specialized cargoes and regional trade 

適 宜 継続審議 

10 12/10 WG議長 コンテナ固縛時の安全作業環境の整備に関する

ガイダンス：DSC 11で開催されたWGの報告 
適 宜 継続審議 

 12/10/1 英国 コンテナ固縛時の安全作業環境の整備に関する

ガイダンス：CGの報告 
適 宜 継続審議 

 12/10/2 ICHCA 
International 

コンテナ固縛時の安全作業環境の整備に関する

ガイダンス：調査研究“コンテナ固縛作業を行

う者の安全のためのコンテナ船のリスク評価”

により得た結果の報告 

適 宜 継続審議 

11 12/11 ドイツ BCコード付録8の見直し 適 宜 合意された。 
 12INF.3 ドイツ BCコード付録8の見直し DSC 12/11参

照 
DSC 12/11参照 

12 12/12 日本 SOLAS及び2000HSCコードにおける個品危険物
の運送に関する要件の適用：CGの報告 

適 宜 SOLAS条約及び
HSCコード改正
案が作成され

た。 
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表 2.2.1 DSC 12 審議結果一覧表（4/4） 
議 
題 

文 書 
番 号 提案国等 文 書 標 題 対 応 審議結果 

12 12/12/1 英国 SOLAS及び2000HSCコードにおける個品危険物
の運送に関する要件の適用：CG報告へのコメン
ト 

適 宜 SOLAS条約及び
HSCコード改正
案が作成され

た。 
14 12/14 スウェーデ

ン 
総会決議A.715(17) “甲板積み木材運搬船に関す
る安全実施規則”の見直し 

適 宜 継続審議 (CG) 

15 12/15 IACS 貨物固定マニュアルの承認に関する様式及び手

順 
適 宜 合意された。 

18 12/18 ロシア コンテナの試験実施のための資質に関するCSC条
約の規定の明確化 

適 宜 合意されなかっ

た。 
 12/18/1 ロシア 継続検査計画の範囲及び原則に関する勧告の準

備 
適 宜 MSCに新規作業

計画の設置を要

請 
 
2.2.3 DSC小委員会編集・技術作業部会（E&Tグループ）報告 
(1) 会合の概要 

① 平成19年9月24日～28日 ブリュッセル：ベルギー運輸省 
② 参加国又は機関 
ベルギー、デンマーク、フィンランド、仏、独、日本、ノルウェー、韓国、英国、米国、

VOHMA及びWNTI 
③ 議長等 
議 長：Ms. Olga P. Lefevre（仏） 
事務局：Mrs. C. Linley 

④ 日本からの出席者） 
濵田 高志 社団法人日本海事検定協会 

(2) 議 題 
① IMDGコード第33回改正の訂正 
② IMDGコード第34回改正案の作成 

 (3) 審議の概要 
 審議の概要を付録 1.4に示す。 
 
2.2.4 第 11回 BLG小委員会報告 
(1) 会合の概要 

① 平成19年4月16日～20日 ロンドン：Royal Horticultural Halls 
② 参加国又は機関 
アルジェリア、アンゴラ、アルゼンチン、豪、バハマ、ベルギー、ボリビア、ブラジル、

カナダ、チリ、中国、コロンビア、キューバ、キプロス、デンマーク、ドミニカ、エク

アドル、エジプト、エストニア、フィンランド、仏、独、ギリシャ、インドネシア、イ

ラン、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、ラトビア、レバノン、リベリア、

マレーシア、マルタ、マーシャル諸島、メキシコ、モロッコ、蘭、ニュージーランド、

ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、パプアニューギニア、ペルー、ポーランド、ポル

トガル、韓国、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、スロベニア、ス
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ペイン、スウェーデン、シリア、トルコ、ツバル、英、米、ウルグアイ、バヌアツ、ベ

ネズエラ、香港、クック諸島、EC、ICES、ICS、IUMI、ICFTU、IAPH、BIMCO、IACS、
CEFIC、OCIMF、 IMPA、 FOEI、 IAIN、 IFSMA、CESA、 INTERTANKO、 IUCN、
SIGTTO、DGAC、CLIA、 ICCL、 INTERCARGO、EUROMOT、 IPIECA、 IMarEST、
IPTA、IMCA及びIBTI 

③ 議長等 
議 長：Mr. Z. Alam（シンガポール） 
副議長：Mr. S. Oftedal（ノルウェー） 

④ 日本からの出席者（敬称略、順不同） 
小磯 康  在連合王国大使館一等書記官 
岡村 敏  財団法人日本船舶技術研究協会 
中橋 亨  国土交通省総合政策局 
佐藤 将登 国土交通省海事局 
戸松 憲治 日本内航海運組合総連合会  
関口 秀俊 東京工業大学大学院 
濵田 高志 社団法人日本海事検定協会 （他 計23名） 

(2) 議 題 
① 議題の採択 

② 他のIMO機関の決定 
③ 化学物質の安全及び汚染危険度評価及び改正の準備 
④ 2004年バラスト水管理規制条約の統一的実施のための指針の作成 
⑤ MARPOL附属書VI及び窒素酸化物技術コードの見直し 
⑥ ガス燃料船の規定の策定 
⑦ 海上における油輸送作業からの海洋汚染防止のためのMARPOL附属書Iの改正 
⑧ オイルタギングシステム 
⑨ 硫黄酸化物排出制限の強化のための他の技術的検証方法の指針 
⑩ 海難分析 
⑪ IACS統一解釈の検討 
⑫ 作業計画及びBLG12の議題 
⑬ 2008年議長及び副議長の選出 
⑭ その他の議題 
⑮ 海上安全委員会及び海洋環境保護委員会への報告 

 (3) 審議の概要 
 審議の概要（ケミカル物質の安全及び汚染危険性の評価並びにその結果による改正の準備（第

3議題）関係及びバイオ燃料の輸送要件（議題 10）関係）を付録 1.5に示す。 
 
2.2.5 BLG小委員会第 13回 ESPH作業部会報告 
(1) 会合の概要 

① 平成19年10月22日～26日 東京：三田共用会議所 
② 参加国又は機関 
デンマーク、仏、独、ギリシャ、イラン、イタリア、日本、マレーシア、蘭、ノル
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ウェー、シンガポール、スウェーデン、英国、米国、ICS、INTERTANKO及びIPTA 
③ 議長等 
議 長：Mrs M.C. Tiemens-Idzinga（蘭） 

④ 日本からの出席者） 
中橋 亨  国土交通省総合政策局 
野中 秀紀 国土交通省海事局 
安達 裕司 環境省地球環境局 
岡村 敏  財団法人日本船舶技術研究協会 
関口 俊秀 東京工業大学大学院 
石綿 雅雄 社団法人日本化学工業協会 
戸松 憲治 全国内航海運組合総連合会 
上西 豊  財団法人日本海事協会 
黒越 仁  社団法人日本船主協会 
濵田 高志 社団法人日本海事検定協会 

 (2) 議 題 
① 新規物質の評価 
② タンク洗浄剤の評価 
③ MEPC.2サーキュラーの見直し 
④ バイオ燃料及びバイオ燃料混合物の輸送要件 

 (3) 審議の概要 
 審議の概要を付録 1.6に示す。 
 
2.2.6 第 12回 BLG小委員会報告 
(1) 会合の概要 

① 平成20年2月4日～8日 ロンドン：Royal Horticultural Halls 
② 参加国又は機関 
アルジェリア、アルゼンチン、豪、バハマ、ボリビア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、

コロンビア、キューバ、キプロス、コンゴ、デンマーク、エジプト、エストニア、フィ

ンランド、仏、独、ギリシャ、インドネシア、イラン、アイルランド、イスラエル、イ

タリア、日本、ラトビア、レバノン、リベリア、マレーシア、マーシャル諸島、メキシ

コ、蘭、ニュージーランド、ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、ペルー、ポーランド、

韓国、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、スロベニア、スペイン、

スウェーデン、トルコ、ツバル、ウクライナ、英、米、ウルグアイ、ベネズエラ、香港、

クック諸島、EC、ICS、IUMI、ITF、IAPH、BIMCO、IACS、CEFIC、OCIMF、IMPA、
FOEI、IAIN、IFSMA、CESA、INTERTANKO、IUCN、SIGTTO、DGAC、CLIA、ICCL、
INTERCARGO、EUROMOT、IPIECA、IMarEST、IPTA、IMCA及びIBIA 

③ 議長等 
議 長：Mr. Z. Alam（シンガポール） 
副議長：Mr. S. Oftedal（ノルウェー） 

④ 日本からの出席者（敬称略、順不同） 
小磯 康  在連合王国大使館一等書記官 
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岡村 敏  財団法人日本船舶技術研究協会 
中橋 亨  国土交通省総合政策局 
野中 秀紀 国土交通省海事局 
戸松 憲治 日本内航海運組合総連合会  
石綿 雅雄 社団法人日本化学工業協会 
濵田 高志 社団法人日本海事検定協会 （他 計49名） 

(2) 議 題 
① 議題の採択 

② 他のIMO機関の決定 
③ 化学物質の安全及び汚染危険度評価及び改正の準備 
④ バイオ燃料及びバイオ燃料混合物の輸送のための要件の適用 

⑤ 2004年バラスト水管理規制条約の統一的実施のための指針の作成 
⑥ MARPOL附属書VI及び窒素酸化物技術コードの見直し 
⑦ ガス燃料船の規定の策定 
⑧ 海上における油輸送作業からの海洋汚染防止のためのMARPOL附属書Iの改正 
⑨ 海難分析 
⑩ IACS統一解釈の検討 
⑪ 作業計画及びBLG13の議題 
⑫ 2009年議長及び副議長の選出 
⑬ その他の議題 
⑭ 海上安全委員会及び海洋環境保護委員会への報告 

 (3) 審議の概要 
 審議の概要（ケミカル物質の安全及び汚染危険性の評価並びにその結果による改正の準備（第

3 議題）関係、バイオ燃料の輸送要件（議題 10）関係及びその他の議題（一部）（議題 16）関
係）を付録 1.7に示す。 
 
 

* * * 
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第 3章 国連危険物輸送及び分類調和専門家委員会 
 

3.1 第 31回及び 32回 UNSCETDGへの対応 

 危険物等海上運送国際基準検討委員会及び危険物輸送 UN 対応部会において、それぞれ第 31

回及び 32回 UNSCETDG提案文書概要（付録 2.1及び 2.3）を作成し、これに基づき審議検討を

行った。その検討結果を同付録 2.1及び 2.3に示す。 
 
3.2 第 13回及び 14回 UNSCEGHSへの対応 
 危険物等海上運送国際基準検討委員会及び危険物輸送 UN 対応部会において、それぞれ第 13
回及び 14回 UNSCEGHS提案文書概要（付録 2.5及び 2.7）を作成し、これに基づき審議検討を
行った。その検討結果を同付録 2.5及び 2.7に示す。 
 
3.3 UNSCETDG等審議概要 
3.3.1 第 31回 UNSCETDG審議概要 
(1) 会合の概要 

① 平成19年7月2日～6日 ジュネーブ国連欧州本部 
② 参加国又は機関 
アルゼンチン､オーストラリア､オーストリア､ベルギー､ブラジル､カナダ､中国､フィン

ランド､フランス､ドイツ､イタリア､日本､オランダ､ノルウェー、ポーランド､ポルトガ

ル､ロシア､南アフリカ､スペイン､スウェーデン､英国、米国、ブルガリア､アイルランド、

ケニア､韓国、ルーマニア､スロバキア、スイス、IMO、OTIF、AHS、AISE、CEPE、
CGA、COLIPA、COSTHA、DGAC、EIGA、EMPAC、EUFIAS、EUROBITUME、IATA、
ICCA、 ICCR、 ICDM、 ICIBCA、 ICPP、 IDGCA、 IFALPA、 IFDI、 ISO、RCMASA、
SAAMI、USFCC、VOHMA、及びWNTI 

③ 議長等 
議 長：Mr. R. Richard （米国） 
副議長：Mr. C. Pfauvadel （フランス） 

④ 日本からの出席者（敬称略、五十音順） 
中島 紀昭 独立行政法人産業技術総合研究所 
濵田 高志 ･社団法人日本海事検定協会 
三宅 庸雅 国連危険物輸送専門家小委員会委員・社団法人日本海事検定協会 

(2) 議 題 
① 議題の採択 
② IBC容器を含む容器性能 
③ 危険物リスト、分類及び容器包装ガスの輸送 

(a) クラス1関連の提案試験 
(b) その他の提案 

④ 少量危険物（モード間の調和） 
⑤ 電子データ（EDI）を使用した文書作成・提出 
⑥ UNモデル規則に関するその他の提案 
⑦ IAEA 放射性物質安全輸送規則との調和 
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⑧ UNモデル規則による危険物輸送規則の地球的規模での調和 
⑨ モデル規則の策定基本指針 
⑩ GHSに関する問題 

(a) 化学的不安定ガス 
(b) 爆発性を有する物質と鈍化爆薬 
(c) その他 

⑪ その他 
⑫ 報告書の承認 

(3) 審議結果一覧 
 表 3.3.1に提案文書及び審議結果の概要を示す。また各提案文書の詳細を付録 2.1に示す。 
(4) 審議の概要 
 審議の概要を付録 2.2に示す。 
 

表 3.3.1 UNSCETDG 31 審議結果一覧表（1/2） 
（平成19年7月2日～6日、ジュネーブ） 

議題 文書 
番号 提案国等 文  書  標  題 対 応 備考･結果 

C3/61 事務局 予定議題 適 宜 修正の上採択 
C3/61/a1 事務局 文書リスト 資 料  1 
31/INF8 事務局 会合時間表 資 料  

07/01 スペイン 落下試験の合格基準 適 宜 修正の上採択 
07/02 スペイン 大型容器の落下試験合格基準 適 宜 修正の上採択 2 
07/33 AEROBAL エアゾールの容器検査 適 宜 取り下げ 
07/04 ノルウェー 点火装置内蔵/同梱火工品の隔離区分 賛 成 修正の上採択 
07/12 SAAMI 無煙火薬の新エントリー 適 宜 採択 
07/16 豪州 電気雷管の正式品名の改正 賛 成 次期新提案 
07/17 豪州 正味爆発性物質の量による分類 適 宜 次期新提案 
07/22 米国 UN3474（1-HOBt）の正式品名の改正 賛 成 次期新提案 
07/29 カナダ 1.4Sの分類に関する追加試験 適 宜 条件付で採択 
07/30 英国 国連試験シリーズ7の見直し 適 宜 次期新提案 

3(a) 

07/31 英国 煙火分類表（Table2.1.3.5.3）の改正 適 宜 新 提 案 （ 2008
年） 

07/03 ICCA 危険物リストに明記された物質の分類 適 宜 次期新提案 
07/06 IATA 容器包装要件P099の割当 賛 成 一部採択 
07/20 フランス マニュキアの分類 適 宜 採択 
07/21 米国 UN1744(臭素)の容器要件P804 適 宜 採択 
07/23 米国 容器包装要件P620の改正 適 宜 採択 
07/25 米国 吸入毒性液体の副次危険性 賛 成 採択 

3(b) 

07/28 Eurobitume ビチューメンの分類 適 宜 修正の上採択 
4 07/26 AHS 少量危険物の表示の改正 適 宜 次期新提案 

07/07 スウェーデン 教育訓練の要件 適 宜 採択 
07/08 英国 開放型低温容器の要件 賛 成 次期新提案 
07/09 EIGA 容器の定期的検査及び試験 適 宜 次期新提案 
07/15 豪州 非開放型貨物輸送ユニットの定義 適 宜 修正の上採択 
07/18 豪州 貨物輸送ユニットの定義 適 宜 修正の上採択 
07/19 フランス 少量危険物の容器包装及び表示 適 宜 修正の上採択 

6 

07/24 米国 容器等級Ⅰの固体用ポータブルタンク 適 宜 採択 
注：*印は､修正又は一部が採択されたものである。 
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表3.3.1 UNSCETDG 31 審議結果一覧表（2/2） 

議題 文書 
番号 提案国等 文  書  標  題 対 応 備考･結果 

07/27 オーストリア 少量危険物の上向き表示 適 宜 不採択 
6 

07/34 IDGCA 危険物輸送の10m3大型袋使用の可能性 適 宜 新提案 
07/05 WNTI 放射性物質の輸送維持について 適 宜 継続審議 
07/14 豪州 放射性物質の輸送拒否について 適 宜 継続審議 7 
07/32 IATA 副次性危険のあるL型輸送物 賛 成 新提案 
07/10 ドイツ GHSに未規定の爆発性状 適 宜 次期新提案 

10(b) 
07/13 SAAMI GHS 2.1章の改正 適 宜 新 提 案 （ 2008

年） 
10(c) 07/11 ドイツ GHS引火性液体類の物理化学的危険性の明確化 適 宜 一部採択 
注：*印は､修正又は一部が採択されたものである。 
 
3.3.2 第 32回 UNSCETDG審議概要 
(1) 会合の概要 

① 平成19年12月3日～7日 ジュネーブ国連欧州本部 
② 参加国又は機関 
アルゼンチン､オーストラリア､オーストリア､ベルギー､ブラジル､カナダ､中国､フィン

ランド､フランス､ドイツ､イタリア､日本､オランダ､ノルウェー、ポーランド､ロシア､南

アフリカ､スペイン､スウェーデン､英国、米国、ケニア､ルーマニア､スイス、チュニジ

ア、EC、OTIF、 IAEA、 ICAO、 IMO、WHO、AEGPL、AEROBAL、AHS、AISE、
CEPE、CGA、COLIPA、COSTHA、DGAC、EBSA、ECMA、EIGA、EMPAC、FEA、
IATA、ICCA、ICCR、ICDM、ICIBCA、ICPP、IDGCA、IEC、IFALPA、IFDI、IME、
IPPIC、ISO、RCMASA、RECHARGE、SAAMI、USFCC、VOHMA及びWNTI 

③ 議長等 
議 長：Mr. R. Richard （米国） 
副議長：Mr. C. Pfauvadel （フランス） 

④ 日本からの出席者（敬称略、五十音順） 
安部 青吾 国土交通省海事局検査測度課 

大野 泰啓 ウシオ電機株式会社 

中島 紀昭 独立行政法人産業技術総合研究所 

野上 光造 電池工業会 

濵田 高志 社団法人日本海事検定協会 

三宅 庸雅 国連危険物輸送専門家小委員会委員・社団法人日本海事検定協会 

(2) 議 題 
① 議題の採択 
② IBC容器を含む容器性能 
③ 危険物リスト、分類及び容器包装ガスの輸送 
④ 少量危険物（モード間の調和） 
⑤ 電子データ（EDI）を使用した文書作成・提出 
⑥ UNモデル規則に関するその他の提案 
⑦ IAEA 放射性物質安全輸送規則との調和 
⑧ UNモデル規則による危険物輸送規則の地球的規模での調和 
⑨ モデル規則の策定基本指針 
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⑩ GHSに関する問題 
⑪ その他 
⑫ 報告書の承認 

 (3) 審議結果一覧 
 表 3.3.2に提案文書及び審議結果の概要を示す。また各提案文書の詳細を付録 2.3に示す。 
(4) 審議の概要 
 審議の概要を付録 2.4に示す。 
 

表 3.3.2 UNSCETDG 32 審議結果一覧表（1/2） 
（平成19年12月3日～7日、ジュネーブ） 

議題 文書 
番号 提案国等 文  書  標  題 対 応 備考･結果 

C3/63 事務局 予定議題 資 料  
1 C3/63/ 

Add1 
事務局 文書リスト 資 料  

2 07/33 AEROBOL エアゾール容器試験 適 宜 取り下げ 
07/06 IATA 容器包装要件P099の割当 適 宜 不採択 
07/36/ 
Rev1 

IATA 容器包装要件P620及びP650 適 宜 次期新提案 

07/39 ベルギー 吸入毒性液体の副次性危険 適 宜 採択 
07/43 IFALPA リチュウム金属電池の再分類 適 宜 取り下げ 
07/45 ドイツ クラス8の乾電池の適用除外規定 適 宜 次期新提案 
07/48 IATA 冷媒用ドライアイスの容認 賛 成 修正の上採択 

3 

07/50 ICCA 経皮毒性試験 賛 成 条件付で採択 
4 INF48 IATA 少量危険物ワーキンググループの報告 適 宜 次期新提案 
5 INF5 IATA 危険物輸送電子データ 適 宜 継続審議 

07/35 英国 国連勧告にあるISO標準の引用 適 宜 採択 
07/40 ベルギー 非開放型貨物輸送ユニットの定義 賛 成 修正の上採択 
07/41 英国 2.9章の改正案 適 宜 修正の上採択 
07/42 英国 開放型低温容器要件に関する提案 賛 成 次期新提案 
07/44 カナダ ポータブルタンク及びMEGCsの衝撃試験 適 宜 取り下げ 

07/46 ドイツ 包括、N.O.Sエントリーの正式品名及び化学
名 賛 成 採択 

07/47 英国 くん蒸中及び冷媒用ドライアイスの入った貨

物輸送ユニット 適 宜 次期新提案 

07/49 ISO/EIGA ISO標準の引用 適 宜 一部採択 

07/51 ICCA 有機金属化合物用ポータブルタンク圧力安全

装置の可溶栓の任意使用 適 宜 一部採択 

07/52 カナダ UNポータブルタンク及びMEGCsの銘板 賛 成 次期新提案 

07/54 
DGAC/ 

VOHMA 教育訓練規定 適 宜 修正の上採択 

6 

07/56 ベルギー ポータブルタンクの充填率 適 宜 採択 
7 07/32 IATA 副次性危険のあるL型輸送物 賛 成 条件付で採択 
9 07/38 IMO 危険物輸送規則の基本原則 賛 成 修正の上採択 

07/53 EIGA 混合ガスに関する酸化性の分類基準の改正 賛 成 採択 
10 

07/55 CTIF 絵表示に関する体系的アプローチ 反 対 取り下げ 
11 07/37 IMO 放射性物質輸送の促進 賛 成 継続審議 

注：*印は､修正又は一部が採択されたものである。 
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3.3.3 第13回UNSCEGHS審議概要 
(1) 会合の概要 

① 平成19年7月9日～10日 ジュネーブ国連欧州本部 
② 参加国又は機関 
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、

デンマーク、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、オランダ、ニュー

ジーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、カタール、セネガル、南アフリカ、

スペイン、スウェーデン、英国、米国、カンボジア、ジャマイカ、ケニア、ラオス、ナ

イジェリア、韓国、ルーマニア、ロシア、スロベニア、スイス、タイ、UNITAR、ILO、
WHO、OECD、AEGPL、AISE、CGA、CEFIC、EIGA、FEA、IFPCM、ICCA、ICPP、
IPPIC、IPIECA、ISO、RCMASA、SAAMI及びSDA 

③ 日本からの出席者（敬称略、五十音順） 
蔵方 美佐子 経済産業省製造産業局化学物質管理課 
城内 博  日本大学大学院理工学研究科 
中島 紀昭 独立行政法人産業技術総合研究所 
濵田 高志 社団法人日本海事検定協会 
三宅 庸雅 社団法人日本海事検定協会 
森田 健  国立医薬品食品衛生研究所安全情報部 

(2) 議 題 
① 議題の採択 
② GHS勧告第2訂版の最新化 

(a) 物理化学的危険性 
(b) 健康有害性 
(c) 環境有害性 
(d) 付録 
(e) その他 

③ ハザードコミュニケーション 
④ GHS基準の適用に関する指針の策定 
⑤ GHSの実施 
 (a) 政府又は機関からの報告 
 (b) 他の国際機関との協力 
⑥ キャパシティ･ビルディング 
⑦ その他 
⑧ 報告書の承認 

 (3) 審議結果一覧 
 表 3.3.3に提案文書及び審議結果の概要を示す。また各提案文書の詳細を付録 2.5に示す。 
(4) 審議の概要 
 審議の概要を付録 2.6に示す。 
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表 3.3.3 UNSCEGHS 13 審議結果一覧表 

（平成19年7月9日～10日、ジュネーブ） 
文書 
番号 

議題 提案 
国等 

文  書  標  題 対 応 備考・結果 

07/01 2a ドイツ GHS未規定の爆発性状 適 宜 検討継続 

07/02 2a ドイツ GHS引火性液体類の物理化学的危険性の明
確化 

適 宜 
一部採択 

07/03 2a SAAMI GHS2.1章の改訂 適 宜 検討継続 
07/04 2a FEA 引火性エアゾール 適 宜 修正の上採択 
07/05 3 CEFIC 極小容器の表示 適 宜 検討継続 

 
3.3.4 第 14回 UNSCEGHS審議概要 
(1) 会合の概要 

① 平成19年12月12日～14日 ジュネーブ国連欧州本部 
② 参加国又は機関 
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、

デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、オラ

ンダ、ノルウェー、ポルトガル、カタール、セルビア、南アフリカ、スペイン、ス

ウェーデン、英国、米国、カンボジア、ケニア、ラオス、ルーマニア、ロシア、スイス、

ウルグアイ、UNEP/SAICM、UNITAR、IMO、WHO、OECD、AISE、CGA、CEFIC、
DGAC、EIGA、FEICA、IFPCM、ICCA、IME、IPIECA、IPPIC、RCMASA、SAAMI及
びSDA 

③ 日本からの出席者（敬称略、順不同） 
蔵方 美佐子 経済産業省製造産業局化学物質管理課 
城内 博  日本大学大学院理工学研究科 
中島 紀昭 独立行政法人産業技術総合研究所 
三宅 庸雅 社団法人日本海事検定協会 
森田 健  国立医薬品食品衛生研究所安全情報部 

(2) 議 題 
① 議題の採択 
② GHS勧告第2訂版の最新化 

(a) 物理化学的危険性 
(b) 健康有害性 
(c) 環境有害性 
(d) 付録 
(e) その他 

③ ハザードコミュニケーション 
④ GHS基準の適用に関する指針の策定 
⑤ GHSの実施 
 (a) 政府又は機関からの報告 
 (b) 他の国際機関との協力 
 (c) その他 
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⑥ キャパシティ･ビルディング 
⑦ その他 
⑧ 報告書の承認 

 (3) 審議結果一覧 
 表 3.3.4に提案文書及び審議結果の概要を示す。また各提案文書の詳細を付録 2.7に示す。 
(4) 審議の概要 
 審議の概要を付録 2.8に示す。 
 

表 3.3.4 UNSCEGHS 14 審議結果一覧表 
（平成18年12月12日～14日、ジュネーブ） 

文書 
番号 議題 提案 

国等 文  書  標  題 対 応 備考・結果 

07/06 2a 事務局 爆発性状を有する物質 適 宜 検討継続 
07/07 2a EIGA 混合ガスに関する酸化性の分類基準の改正 賛 成 採択 
07/08 2c OECD 4.1章の改正（環境有害） 適 宜 採択 
07/09 2c OECD 4.1章改正に伴う附属書1,2及び3の改正 適 宜 採択 

07/10 2c OECD 4.1章改正に伴う附属書9及び付属資料Ⅵの
改正 適 宜 採択 

07/11 5c 豪州他 GHS実施状況の報告 適 宜 報告 
07/12 5c CEFIC 極小容器の表示 適 宜 検討継続 
07/13 3 CTIF 絵表示に関する体系的アプローチ 反 対 取り下げ 

 
 
 

* * * 
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お わ り に 
 
 海上運送される危険物や特殊貨物は極めて種類が多く運送に係る要件も多岐にわたっている。

従って、多くの技術分野の専門家集団により、海上運送に関する検討がなされ安全策を講じてい

る。日本の代表として IMO 及び UN 等の国際会議に参加している団員は、多くの技術分野の専
門家集団により検討された的確な結論を基に立脚された意見を述べ討議に参加している。すなわ

ち、国際会議での議論の前に、日本において専門家集団による十分な情報交換、議論、分析、検

討、そして結論付けがおこなわれていなければならない。このような、組織化された専門集団に

よる検討がなければ、国際会議での日本の議論は、表面的で形式的な空疎なものになりかねない。 
 先進工業国であり、工業製品の種類も多い日本の取り扱う貨物は、当然多様なものとなる。そ

のため、上記専門家集団の活躍が極めて重要であり、その活動は単に国内問題に留まらず世界の

海事の安全に繋がるといってよい。 
 日本における専門家集団に対応している本委員会では、IMO及び UN委員会に提出される諸問
題を検討するだけでなく、独自に調査課題を設定して、その解決策を探求し、地道で総合的な活

動を行うことにより危険物や特殊貨物の安全運送の確保に寄与している。 
 なお、本委員会では、来年度以降も引き続き IMO 及び UN への各国の提案文書を詳細に検討
し、各種安全基準の改善に努める予定である。 
 本報告書の作成にあたり、ご協力いただいた関係各位に厚く謝意を表するとともに、本報告書

が海上運送の安全の一助となれば幸である。 
 
 

* * * 
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付録１ DSC 小委員会等審議概要 



 

付録 1.1 DSC 小委員会 E&T グループ審議概要 

 

1 会合の概要 

(1)  期間：平成 19年 5月 28日～6月 1日（サンクトペテルブルグ：Russian Maritime Register of 

Shipping本部） 

(2) 参加国又は機関：ベルギー、デンマーク、フィンランド、仏、独、ガーナ、イラン、日本、

蘭、ノルウェー、スウェーデン、韓国、英国、米国、UNECE、DGAC及びWNTI 

(3) 議長等 

議 長： Ms. Olga P. Lefevre（仏） 

事務局： Mrs. C. Linley 

  Mr. I. Rahim 

日本からの出席者： 濵田高志（(社)日本海事検定協会） 

(4)  主な議題:： 

 ① IMDG Code第 33回改正の訂正 

 ② IMDG Code第 34回改正案 

 

2 作業概況 

① IMDGコード第 32回改正内容の訂正 

今会合に提出された文書をもとに「Errata and Corrigenda」案を作成した。本「Errata and 

Corrigenda」案は 9月に開催されるDSC 12の承認を受けた後に発行されると共に IMO

ホームページに掲載される予定である。なお、「Errata and Corrigenda」によって多数

の修正が行われることとなるが、現行危規則の実施に関して特に注意を有すると考え

られる点は次の点である： 

(ｲ) クラス 5.2（有機過酸化物）標札を国連勧告のそれと相違があったため修正した。

なお、コードの次回改正（第 34回改正）の発効日（2010年 1月 1日）までは現行

の標札を使用することが出来る。両標札の相違は、IMDG コードでは炎の色が白

の場合でも上半分の線の色が黒となっているが国連勧告では線の色も白となって

いる点である。（paragraph 5.2.2.2.1.1） 

 

② IMDG Code第 33回改正案関連事項 

小委員会の指示に従い、DSC 11にて合意された各種提案及び国連危険物輸送専門家

委員会の審議を結果取り入れた IMDG Code第 34回改正案を作成した。主な改正点及

び DSC 12にて更に検討が必要とされた事項は次の通りである： 

(ｲ) 放射性物質の航空輸送に関する国連勧告 SP336及び SP337はコード改正案には含

めない事とした。 

(ﾛ) DG リストに航空運送時にのみ危険物となるもののエントリー（UN 1910、2807、
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2812、3166、3171、3334及び 3335）を加え、その旨を規定した適当な特別要件（SP）

を付与することとした。 

(ﾊ) 液体と固体の混合物の取り扱いに関する SP335 はその内容が曖昧であり、明確化

するための修正を行うとともに、国連危険物輸送専門家小委員会に適切な対応を

取るよう依頼することとした。また、同様の規定、SP216、SP217及び SP218につ

いても検討を行うよう国連小委員会に要請した。 

(ﾆ) 火薬類の問題があった場合の取り扱いに関す規定は、他のクラスの危険物にも適

用範囲を広げ規定中の文言“shall”を“should”に書き換える修正を行い、小委員

会に検討を要請することとした。 

(ﾎ) IMDG コードでは MARPOL条約附属書 IIIの規定に基づく海洋汚染物質の正しい

専門的名称（Correct technical name）の容器及び書類への記載に関する規定が曖昧

であり、明確にする必要があると合意し、加盟国に対し意見を提出するよう要請

することとした。 

(ﾍ) CTUs内の冷却のための無包装ドライアイスの使用について、特別要件 297のパラ

グラフ 3 は国連勧告の本文を反映するよう改正されるべきということに合意した

が、5.4.2.1.8が特別要件 297と整合するよう改正されたならば、要件の安全性の減

少、国連勧告及び IMO/ILO/UNECE 指針の本文との不一致が生じることから、

5.4.2.1.8を括弧書きとし、小委員会による更なる検討行うこととした。 

(ﾄ) Excepted quantities規定の取り入れに関し、次の点を検討するよう小委員会に要請

した： 

  国連委員会が策定した Excepted quantities規定では運送書類（危険物明細書）を

準備することを要求してはいないが、SOLAS 条約第 VII/4 規則及び MARPOL

条約附属書 III 第 4 規則は、運送される量にかかわらず運送書類を要求してい

る； 

  SOLAS 条約第 II-2/19 規則は少量危険物の運送では船舶の当該規則への適合を

要求してはいないが、Excepted quantitiesの場合には規則への適合が要求される

こととなる； 

  Excepted quantities規定は容器及び CTU双方への表示を要求しておらず、海洋

汚染物質が収納されている場合でも当該 CTU に海洋汚染物質マークを表示す

る必要はないこととなる。 

 

③ その他 

第 34回 IMDGコード改正案は、本年 9月の DSC 12にて審議された後更に E&Tグル

ープでの修正等が行われ、来年に開催される MSC にて SOLAS 条約改正手続きに従

って採択されることとなる。 

* * * 
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 D
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提
案
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20

07
年

5
月

28
～

6
月

1
日
に
開
催
さ
れ
た

E&
T
グ
ル
ー
プ
の
作
業
報
告
。I

M
D

G
コ
ー
ド
第

33
回
改
正
の「

Er
ra

ta
 

an
d 

C
or

rig
en

da
」
案
（

A
N

N
EX

 3
）
並
び
に
国
連
危
険
物
輸
送
専
門
家
委
員
会
の
審
議
結
果
及
び

D
SC

11
で
の
検

討
結
果
を
基
に
し
た
同
コ
ー
ド
第

34
回
改
正
案
（

A
N

N
EX

 4
）
等
で
あ
る
。
主
要
な
点
は
次
の
通
り
：

 
  

IM
D

G
コ
ー
ド
第

33
回
改
正

Er
ra

ta
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nd
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or
rig

en
da
案

 
(1

) 
ク
ラ
ス

5.
2（
有
機
過
酸
化
物
）
標
札
に
国
連
勧
告
の
そ
れ
と
の
相
違
が
あ
っ
た
た
め
修
正
し
た
。
両
標
札
の
相

違
は
、

IM
D

G
コ
ー
ド
で
は
炎
の
色
が
白
の
場
合
で
も
上
半
分
の
線
の
色
が
黒
と
な
っ
て
い
る
が
国
連
勧
告
で

は
線
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色
も
白
と
な
っ
て
い
る
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で
あ
る
。
な
お
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ー
ド
次
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改
正
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34
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正
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標
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し
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。
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す
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あ
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す
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検
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。
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す
る
よ
う
要
請
す
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す
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。
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。
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す
る
た
め
の
修

正
を
行
う
と
と
も
に
、
国
連
危
険
物
輸
送
専
門
家
小
委
員
会
に
適
切
な
対
応
を
取
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。
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；

 
③
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双
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収
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。
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取
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範
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行
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検
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。
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あ
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あ
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落
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あ
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。
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に
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上
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運
送
書
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が
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あ
る
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で
も
あ
る
積
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た
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物
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を
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で
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。
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追
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M
SC

 8
2
は
、
陸
上
の
危
険
物
取
扱
者
へ
の
教
育
訓
練
を
強
制
化
す
べ
き
と
す
る
英
国
提
案
（

M
SC

 8
2/

13
/2
）
を

検
討
し
、
陸
上
関
係
者
へ
の
教
育
訓
練
の
強
制
化
に
限
ら
ず
、

IM
D

G
コ
ー
ド
の
よ
り
良
い
適
用
及
び
遵
守
の
方

策
会

指

適
宜
対
処

 
原
則
合
意
さ
れ
た
。

（
詳
細
に
つ
い
て

は
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れ
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と

な
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た
。
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報
の
供
給
に
関
す
る

ガ
イ
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ン
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策
に
つ
い
て
小
委
員
会
で
検
討
す
る
よ
う
指
示
し
た
。

 
  

M
SC

 8
2
は
放
射
性
物
質
の
輸
送
阻
害
問
題
に
関
す
る
英
国
提
案
（

M
SC

 8
2/

13
/1
）
及
び

W
N

TI
提
案

（
M

SC
 8

2/
13

/3
）
を
検
討
し
、
小
委
員
会
に
対
し
、
放
射
性
物
質
取
扱
者
の
教
育
訓
練
要
件
を
策
定
す
る
と
共

に
、
運
送
書
類
に
含
め
る
べ
き
追
加
情
報
に
関
す
る
全
危
険
物
に
適
用
で
き
る
適
当
な
指
針
を

IM
D

G
コ
ー
ド
の

改
正
案
と
し
て
準
備
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
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/3
/2

 
（
メ
キ
シ
コ
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IM

D
G
コ
ー
ド
の
改

正
（
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-0
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）
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m
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co
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又
は

C
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 d
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在
、

Ta
m

pi
co

 f
ib

re
は

cl
as

s 
4.

1
の

U
N

33
60
（
植
物
繊
維
（
乾
性
の
も
の
）
）
に
分
類
さ
れ
危
険
物
と
し
て

運
送
さ
れ
て
い
る
が
、
試
験
報
告
書
に
よ
れ
ば

Ta
m

pi
co

 fi
br

e
は

cl
as

s 4
.1
の
可
燃
性
固
体
又
は
自
己
反
応
性
物

質
の
何
れ
の
基
準
に
も
該
当
し
な
い
事
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 
  
よ
っ
て
、
以
下
を
提
案
す
る

 
提
案

1：
適
用
除
外
を
規
定
し
た
特
別
要
件

29
9 
に

Ta
m

pi
co

 fi
br

e
を
含
め
る
改
正
を
行
う
。
ま
た
は
、

 
提
案

2：
D

SC
 1

0/
17
提
案
文
書
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

3.
20
に
記
述
さ
れ
た
解
釈
（
危
険
物
の
評
価
基
準
に
該
当
し

な
い
場
合
は
植
物
由
来
の
製
品
で
あ
っ
て
も

IM
D

G
コ
ー
ド
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
）
を
強
調
及
び
明
確

に
す
る
よ
う
に
特
別
要
件

29
9
を
改
正
す
る
。

 

適
宜
対
処

 
原
則
合
意
さ
れ
た
。

（
詳
細
に
つ
い
て

は
E&

T
に
て
検
討

さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
）

 

12
/3

/3
 

（
英
国
）

 
IM

D
G
コ
ー
ド
の
改

正
（

34
-0

8）
：
陸
上

関
係
者
の

IM
D

G
教

育
訓
練
強
制
化

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
0/

3/
8,

 D
SC

 1
0/

3/
23

, D
SC

 1
0/

17
, M

SC
 8

2/
13

/2
 a

nd
 M

SC
 8

2/
24

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
危
険
物
運
送
の
場
合
に
は
船
舶
が
封
印
さ
れ
た
コ
ン
テ
ナ
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
が
多
く
、
船
舶
及
び
船
員

の
安
全
は
陸
上
関
係
者
が
適
切
に
貨
物
を
準
備
し
た
か
否
か
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
（
収
納
さ
れ
た
危
険
物
の

分
類
、
収
納
方
法
等
）

 
  
船
員
の
教
育
訓
練
は

ST
C

W
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
が
、
危
険
物
を
取
り
扱
う
陸
上
関
係
者
の
教

育
訓
練
は

IM
D

G
コ
ー
ド
上
任
意
規
定
と
さ
れ
て
い
る
。

 
  

C
IP
の
結
果
、
約

32
％
の
コ
ン
テ
ナ
に
違
反
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は

IM
D

G
コ
ー
ド
の
教
育
訓
練
に
関
す

る
任
意
規
定
が
効
果
的
に
運
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

 
  
以
上
の
こ
と
か
ら
、

IM
D

G
コ
ー
ド
の
教
育
訓
練
規
定
の
強
制
化
を
提
案
す
る
。

 
  
危
険
物
の
運
送
に
携
わ
る
陸
上
関
係
者
は
そ
の
担
当
職
種
に
応
じ
た
教
育
訓
練
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

規
定
し
、
具
体
的
教
育
訓
練
項
目
は
各
組
織
が
独
自
に
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 
  
現
在
ほ
と
ん
ど
組
織
は
安
全
管
理
或
い
は
品
質
管
理
シ
ス
テ
ム
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
教
育
訓

練
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
運
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
  

IM
D

G
コ
ー
ド
の
詳
細
な
役
割
分
担
別
教
育
訓
練
項
目
等
（

1.
3.

1.
5
の
表
等
）
は
、
教
育
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を

策
定
す
る
た
め
の
資
料
と
す
る
た
め
任
意
規
定
と
し
て
コ
ー
ド
に
残
す
こ
と
と
す
る
。

 
  
各
国
そ
れ
ぞ
れ
の
法
体
系
が
あ
り
、
陸
上
関
係
者
へ
の
規
制
を

IM
O
関
連
船
舶
規
則
で
取
り
扱
う
こ
と
は
困
難

か
も
し
れ
な
い
が
、
関
係
省
庁
が
協
議
す
る
こ
と
で
容
易
に
解
決
出
来
る
と
考
え
る
。

 
  
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
強
制
化
以
外
の
手
法
と
し
て
、
危
険
物
輸
送
関
係
者
へ
規
則
内
容
の
理
解
を
促
す
た
め
に

IM
D

G
コ
ー
ド
を

IM
O

 W
eb

si
te
に
掲
載
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

適
宜
対
処

 
改
正
案

1.
3.

1.
1
中
、

“A
dm

in
is

tra
tio

n”
は

 
“C

om
pe

te
nt

 
A

ut
ho

rit
y”
と
す
べ

き
と
の
指
摘
を
し

て
差
し
支
え
な
い
。

 

原
則
合
意
さ
れ
た
。

（
詳
細
に
つ
い
て

は
E&

T
に
て
検
討

さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
）

 

12
/3

/4
 

（
C

EF
IC
）

 
IM

D
G
コ
ー
ド
の
改

正
（

34
-0

8）
：
免
除

（
ex

em
pt

io
ns
）
に
関

す
る
規
定

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
0/

3/
7,

 D
SC

 1
0/

17
 (p

ar
ag

ra
ph

s 3
.3

2 
to

 3
.3

3)
 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

7.
9.

1.
1
項
は
、
同
項
に
基
づ
き
要
件
の
免
除
を
受
け
た
者
は
、
当
該
危
険
物
の
運
送
開
始
前
に
免
除
を
受
け
て
い

各
管
庁

告
ば

定

適
宜
対
処

 
継
続
審
議
と
な
っ

た
。
（

E&
T
及
び

D
SC
 

13
）
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る
旨
を
関
係
各
国
に
主
管
庁
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。

 
  
当
該
危
険
物
を
運
送
す
る
船
舶
の
全
て
の
寄
港
国
の
主
管
庁
に
免
除
を
受
け
て
い
る
旨
の
報
告
を
行
い
、
当
該
主

管
庁
か
ら
報
告
を
受
け
た
旨
の
確
認
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
運
送
拒
否
や
遅
延
の
原
因
と

な
っ
て
い
る
。

 
  
こ
の
問
題
へ
の
対
応
と
し
て
主
管
庁
の
連
絡
先
リ
ス
ト
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
た
め
に
、
前
回

D
SC

 1
0
に
て
加

盟
国
に
対
し

IM
O
に
最
新
の
主
管
庁
の
連
絡
先
を
報
告
す
る
よ
う
要
請
し
た
が
、
改
善
さ
れ
て
は
い
な
い
。

 
  
よ
っ
て
、

7.
9.

1.
1
項
の
最
終
文
章
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
：

 
“

A
cc

or
di

ng
ly

, p
rio

r 
to

 a
ny

 s
hi

pm
en

t c
ov

er
ed

 b
y 

th
e 

ex
em

pt
io

n,
 th

e 
re

ci
pi

en
t (

ho
ld

er
) 

of
 th

e 
ex

em
pt

io
n 

sh
al

l 
no

tif
y  

ob
ta

in
 t

he
 f

or
m

al
 a

ck
no

w
le

dg
em

en
t 

of
 e

xe
m

pt
io

n 
by

 t
he

 o
th

er
 c

om
pe

te
nt

 a
ut

ho
rit

ie
s 

co
nc

er
ne

d 
of

 th
e 

po
rt 

St
at

e 
of

 d
ep

ar
tu

re
, t

he
 p

or
t S

ta
te

 o
f a

rr
iv

al
, a

nd
 th

e 
fla

g 
St

at
e.

” 
  

12
/3

/5
 

（
事
務
局
）

 
IM

D
G
コ
ー
ド
と
国

連
勧
告
の
調
和
：
国

連
危
険
物
輸
送
専
門

家
小
委
員
会
第

31
回
会
合
の
審
議
結
果

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

ST
/S

G
/A

G
.1

0/
C

.3
/2

00
7C

R
P.

1 
an

d 
ST

/S
G

/A
C

.1
0/

C
.3

/2
00

7/
C

R
P.

2 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
国
連
危
険
物
輸
送
専
門
家
小
委
員
会
第

31
回
会
合
の
報
告
で
あ
り
主
な
事
項
は
次
と
お
り
で
あ
る
：

 
  

U
N

 1
74

4 
B

R
O

M
IN

E
に
適
用
さ
れ
る

Pa
ck

in
g 

In
st

ru
ct

io
n 

P8
04
に
誤
り
が
あ
る
た
め
中
間
装
の
規
定
を
追
加

し
修
正
し
た
。
同
修
正
は
国
連
勧
告
第

15
回
改
正
版
の

Er
ra

ta
と
し
て
回
章
さ
れ
る
。

 
  
第

15
回
改
正
版
に
導
入
さ
れ
た

IB
C
容
器
の
新
落
下
試
験
合
格
基
準
の
振
動
試
験
同
様
適
用
に
関
す
る
移
行
期

間
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

 
  
く
ん
蒸
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
冷
却
剤
と
し
て
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
を
収
納
し
た

C
TU
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
貨
物
情
報
要

件
に
つ
い
て
は

12
月
の
第

32
回
会
合
に
て
検
討
を
続
け
る
こ
と
と
し
た
。

 
  

IM
O
・

E&
T
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
指
摘
に
基
づ
き
、
固
体
と
液
体
の
混
合
物
の
分
類
に
関
す
る
特
別
要
件

SP
33

5、
燃
料
電
池
に
関
す
る
特
別
要
件

SP
32

8
及
び

SP
33

9、
容
器
の
一
般
要
件
に
関
す
る
第

4.
1.

1
項
、

Ex
ce

pt
ed

 
qu

an
tit

ie
s m

ar
k
に
関
す
る
第

5.
2.

1
項
並
び
に
ラ
ベ
ル
の
様
式
に
関
す
る
第

5.
2.

2.
2.

1
項
を
修
正
し
た
。

 

適
宜
対
処

 
ノ
ー
ト
さ
れ
た
。

 

12
/3

/6
 

（
ド
イ
ツ
）

 
IM

D
G
コ
ー
ド
の
改

正
（

34
-0

8）
：

C
TU

へ
の
収
納
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の

IM
D

G
コ
ー

ド
と
の
調
和

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

C
TU
へ
の
収
納
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
第

3
版
は

20
06
年
に
出
版
さ
れ
た
が
、

IM
D

G
コ
ー
ド
第

33
回
改
正
の
内
容

を
反
映
し
て
は
お
ら
ず
、

an
ne

x 
2
中
の
ク
ラ
ス

5.
2
の
ラ
ベ
ル

/プ
ラ
カ
ー
ド
及
び
く
ん
蒸
注
意
表
示
は

IM
D

G
コ
ー
ド
で
要
求
さ
れ
る
現
在
の
シ
ン
ボ
ル
と
一
致
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は

C
TU
に
貨
物
を
収
納
す
る
関
係
者
に

混
乱
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
。

 
  
よ
っ
て
、
以
下
を
提
案
す
る
。

 
・
 
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

an
ne

x 
2
を
改
正
し

IM
D

G
コ
ー
ド
第

34
回
改
正
で
使
用
さ
れ
る
ク
ラ
ス

 5
.2
の
ラ
ベ
ル

/プ
ラ
カ
ー
ド
及
び
く
ん
蒸
注
意
表
示
を
採
用
す
る

 
・
 
序
文
の
最
後
の
文
を

 “
Th

is
 e

di
tio

n 
ha

s 
be

en
 a

m
en

de
d 

to
 c

on
fo

rm
 w

ith
 A

m
en

dm
en

t 
(3

4-
08

) 
of

 t
he

 
IM

D
G

 C
od

e”
 と
改
正
す
る
。

 
・
 
事
務
局
に

IM
D

G
コ
ー
ド

20
08
の

Su
pp

le
m

en
tに
改
正
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
含
め
る
よ
う
指
示
す
る
。 

適
宜
対
処
（
支
持
）

 
継
続
審
議
と
な
っ

た
。
（
次
回
ド
イ
ツ

が
新
提
案
を
行

う
。
）

 

12
/3

/7
 

（
ド
イ
ツ
）

 
IM

D
G
コ
ー
ド
の
改

正
（

34
-0

8）
：
海
洋

汚
染
物
質
の
正
式
品

名
へ
の
補
足

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

IM
D

G
コ
ー
ド
第

3.
1.

2.
8.

1.
3
項
は
「
輸
送
物
が
海
洋
汚
染
物
質
を
収
納
し
て
い
る
場
合
に
は
､
当
該

M
A

R
IN

E 
PO

LL
U

TA
N

TS
の
認
め
ら
れ
た
化
学
名
を
表
示
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
（

M
A

R
PO

L
条
約
附

書
第

）

適
宜
対
処
（
支
持
）

 
原
則
合
意
さ
れ
た
。

（
詳
細
に
つ
い
て

は
E&

T
に
て
検
討

さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
）
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属
書

II
I第

4
規
則
に
よ
る
。
）

 
  
こ
れ
は
正
式
品
名
の
専
門
的
名
称
に
よ
る
補
足
を
規
定
し
た

SP
27

4に
関
す
る
第

3.
1.

2.
8.

1
項
と
は
独
立
し
た
要

件
で
あ
る
が
、

SP
27

4
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
な
い
包
括
品
名
や

N
O

S
エ
ン
ト
リ
ー
の
場
合
に
は
、
海
洋
汚
染

物
質
の
化
学
名
を
書
類
に
記
載
す
る
必
要
は
な
い
と
誤
解
す
る
関
係
者
も
い
る
。

 
  
よ
っ
て
、
以
下
の
改
正
を
提
案
す
る

 
・
 
新
た
な

Su
b-

he
ad

in
g 

3.
1.

2.
9 

“M
ar

in
e 

Po
llu

ta
nt

s”
を
挿
入
す
る
。

 
・
 
現
行
第

3.
1.

2.
8.

1.
3
項
を
新
第

3.
1.

2.
9.

1
項
と
す
る
。

 
・
 
現
行
第

3.
1.

2.
8.

1.
4
項
を
第

3.
1.

2.
8.

1.
3
項
と
す
る
。

 
・
 
新
第

3.
1.

2.
9.

2
項

 “
Pr

op
er

 S
hi

pp
in

g 
N

am
e 

su
pp

le
m

en
te

d 
w

ith
 c

he
m

ic
al

 o
r t

ec
hn

ic
al

 n
am

es
 id

en
tif

yi
ng

 
th

at
 m

ar
in

e 
po

llu
ta

nt
s 

sh
ou

ld
 b

e 
fu

rth
er

 s
up

pl
em

en
te

d 
by

 t
he

 a
dd

iti
on

 o
f 

th
e 

w
or

ds
 M

A
R

IN
E 

PO
LL

U
TA

N
TS

” 
を
追
加
す
る
。

 
12

/3
/8

 
（
ド
イ
ツ
）

 
IM

D
G
コ
ー
ド
の
改

正
（

34
-0

8）
：
過
硫

酸
塩
及
び
過
硫
酸
ア

ン
モ
ニ
ウ
ム
の
隔
離

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 7
/3

/3
 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

IM
D

G
コ
ー
ド
は
、
過
硫
酸
塩
類
は
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
化
合
物
か
ら

 “
Se

pa
ra

te
d 

fro
m

” 
で
輸
送
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。

 
  
過
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
と
過
硫
酸
カ
リ
ウ
ム
（

U
N

 1
49

2）
の
混
合
物
及
び

/又
は
過
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（

U
N

 1
50

5）
の
混
合
物
は
粉
末
洗
浄
と
し
て
使
用
さ
れ
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
塩
と
過
硫
酸
塩
類
の
混
合
物
は
シ
ャ
ン
プ
ー
又
は
類

似
の
目
的
に
使
用
さ
れ
る
。

 
  
こ
れ
ら
は
別
々
の
容
器
に
収
納
さ
れ
同
一
の
コ
ン
テ
ナ
で
運
送
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
現
在
は
規
則
に
よ
り

そ
の
よ
う
な
運
送
は
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

 
  

SP
 9

00
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
塩
と
過
硫
酸
塩
の
混
合
物
の
輸
送
が
可
能
で
あ
る
か
疑
問
視
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
  
よ
っ
て
、

U
N

 1
49

2、
U

N
 1

50
5
及
び

U
N

 3
21

5
の
カ
ラ
ム

16
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
：

“C
at

eg
or

y 
A

. 
“S

ep
ar

at
ed

 fr
om

” 
am

m
on

iu
m

 c
om

po
un

ds
 (e

xc
ep

t a
m

m
on

iu
m

 p
er

su
lp

ha
te

) a
nd

 c
ya

ni
de

s.”
 

  
ま
た
、U

N
 3

21
5
の
カ
ラ
ム

17
に
次
の
文
章
を
追
加
す
る
：

”M
ix

tu
re

s o
f a

m
m

on
iu

m
 c

om
po

un
ds

 a
nd

 in
or

ga
ni

c 
pe

rs
ul

ph
at

es
 a

re
 a

llo
w

ed
 f

or
 t

ra
ns

po
rt 

un
de

r 
th

is
 e

nt
ry

 p
ro

vi
de

d 
th

at
 t

he
 t

ra
ns

po
rt 

of
 t

he
 a

m
m

on
iu

m
 

co
m

po
un

d 
its

el
f i

s n
ot

 p
ro

hi
bi

te
d.

” 

適
宜
対
処
（
支
持
）

 
(D

SC
 1

2/
3/

15
及
び

IN
F.

8
参
照

) 

原
則
合
意
さ
れ
た
。

（
詳
細
に
つ
い
て

は
E&

T
に
て
検
討

さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
）

 

12
/3

/9
 

（
ベ
ル
ギ
ー
）

 
IM

D
G
コ
ー
ド
の
改

正
（

34
-0

8）
：
く
ん

蒸
中
の
コ
ン
テ
ナ

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
0/

6/
7 

(a
nn

ex
), 

D
SC

 1
0/

4/
4 

an
d 

D
SC

 1
1/

14
 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
く
ん
蒸
中
の
コ
ン
テ
ナ
の
運
送
に
関
連
し
て
輸
送
書
類
の
意
味
が
明
確
で
は
な
い
た
め
に
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。

 
  
「
輸
送
書
類
（

Tr
an

sp
or

t d
oc

um
en

t）
」
と
言
わ
れ
る
と
「
危
険
物
（
コ
ン
テ
ナ
）
明
細
書
（

M
ul

tim
od

al
 D

an
ge

ro
us

 
G

oo
ds

 F
or

m
）
」
を
連
想
さ
せ
る
が
、
危
険
物
を
収
納
し
て
い
な
い
く
ん
蒸
中
の
コ
ン
テ
ナ
の
運
送
に
利
用
さ
れ

る
書
類
と
し
て
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
明
細
書
は
適
当
で
は
な
い
。

 
  
よ
っ
て
、
以
下
の
改
正
を
提
案
す
る
：

 
 
 
第

5.
4.

4.
2
項
中
の

 “
Tr

an
sp

or
t d

oc
um

en
t”

 を
 “

Sh
ip

pi
ng

 d
oc

um
en

t（
船
積
み
書
類
）

” 
に
変
更
す
る
。

 
 
 
同
様
に
、
特
別
要
件

SP
 9

10
の
第

5
項
中
の

 “
Tr

an
sp

or
t d

oc
um

en
t”

 を
 “

Sh
ip

pi
ng

 d
oc

um
en

t”
 に
変
更

す
る
。

 

適
宜
対
処

 
合
意
さ
れ
な
か
っ

た
。

 

12
/3

/1
0 

（
ド
イ
ツ
）

 
IM

D
G
コ
ー
ド
の
改

 
正
（

34
-0

8）
：
ニ
ッ

 
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

3/
9,

 D
SC

 1
1/

9 
pa

ra
gr

ap
h 

3.
36

 to
 3

.3
7 

an
d 

D
SC

 1
2/

6/
8 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 

適
宜
対
処

 
（

D
SC

 1
2/

6/
8
参
照
）

国
連
危
険
物
輸
送

 
専
門
家
委
員
会
で
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ケ
ル
水
素
蓄
電
池
の

積
載
及
び
隔
離

 
  

20
05
年

5
月
に
ア
ジ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
け
て
航
行
中
の
コ
ン
テ
ナ
船
で
、
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
た
家
庭

用
電
気
機
器
に
使
用
さ
れ
る
ア
ル
カ
リ
蓄
電
池
（
ニ
ッ
ケ
ル
水
素
蓄
電
池
）
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
火
災
が
発
生

し
た
。
当
該
畜
電
池
は
適
切
に
包
装
さ
れ
、
短
絡
防
止
措
置
が
施
さ
れ
、
腐
食
性
の
電
解
液
が
漏
洩
し
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
事
故
の
調
査
報
告
が

D
SC

 1
2/

6/
8
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。

 
  
火
災
原
因
は
、
当
該
蓄
電
池
が
本
船
の
熱
源
（
セ
ッ
ト
リ
ン
グ
タ
ン
ク
）
付
近
に
積
載
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
早
急
に

U
N

 3
02

8
の
運
送
要
件
を
見
直
す
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。

 
  

D
SC

 1
1
に
て
本
件
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
小
委
員
会
は
ド
イ
ツ
に
対
し
、

国
連
危
険
物
輸
送
専
門
家
委
員
会
に
問
題
提
起
す
る
よ
う
要
請
し
た
。

 
  
ニ
ッ
ケ
ル
水
素
蓄
電
池
の
運
送
が
安
全
上
問
題
と
な
る
の
は
海
上
運
送
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事

を
国
連
勧
告
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
ド
イ
ツ
は
国
連
危
険
物
輸
送
専
門
家
小
委
員
会
に

“N
ic

ke
l-H

yd
rid

e 
po

rta
bl

e 
ac

cu
m

ul
at

or
s 

ar
e 

su
bj

ec
t t

o 
th

es
e 

re
gu

la
tio

ns
 o

nl
y 

tra
ns

po
rte

d 
by

 s
ea

” 
と
の
特
別
要
件
の
追
加
を
提
案
す
る

予
定
で
あ
る
。

 
  
具
体
的
に
は
二
の
追
加
方
法
が
考
え
ら
れ
、
一
つ
は

U
N

 3
02

8
に
適
用
さ
れ
て
い
る
特
別
要
件

SP
30

4
を
修
正

し
て
そ
の
旨
を
規
定
す
る
方
法
で
、
も
う
一
方
は
こ
の
種
の
蓄
電
池
を
カ
バ
ー
す
る
新
規
エ
ン
ト
リ
ー
追
加
す
る

こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
は

SP
30

4
を
改
正
す
る
方
法
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
、
国
連
委
員
会
の
同
提
案
へ
の
合
意

を
条
件
に
、

IM
D

G
コ
ー
ド
に
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
“N

ic
ke

l-H
yd

rid
e 

po
rta

bl
e 

ac
cu

m
ul

at
or

s 
(e

xc
ep

t b
ut

to
n 

ce
lls

) o
ffe

re
d 

fo
r t

ra
ns

po
rt 

ar
e 

no
t s

ub
je

ct
 to

 o
th

er
 

pr
ov

is
io

ns
 o

f t
hi

s C
od

e 
if 

th
ey

 m
ee

t t
he

 fo
llo

w
in

g:
 

1 
 A

cc
um

ul
at

or
s 

sh
al

l 
be

 s
ep

ar
at

ed
 s

o 
as

 t
o 

pr
ev

en
t 

sh
or

t 
ci

rc
ui

ts
 a

nd
 s

ha
ll 

be
 p

ac
ke

d 
in

 s
tro

ng
 

pa
ck

ag
in

gs
, e

xc
ep

t w
he

n 
in

st
al

le
d 

in
 e

qu
ip

m
en

t a
nd

 b
e 

st
ow

ed
 a

t c
oo

l p
la

ce
 n

ot
 e

xc
ee

di
ng

 6
0 

de
gr

ee
 

C
; 

2 
 A

 t
ra

ns
po

rt 
do

cu
m

en
t 

ac
co

rd
in

g 
to

 5
.4

.1
 a

nd
 i

f 
ap

pl
ic

ab
le

 a
 c

on
ta

in
er

/v
eh

ic
le

 p
ac

ki
ng

 c
er

tif
ic

at
e 

ac
co

rd
in

g 
to

 5
.4

.2
 s

ha
ll 

be
 p

re
pa

re
d 

by
 th

e 
sh

ip
pe

r a
nd

/o
r b

y 
th

e 
pa

ck
er

 o
f t

he
 c

ar
go

 tr
an

sp
or

t u
ni

t. 
Th

e 
tra

ns
po

rt 
do

cu
m

en
t s

ha
ll 

in
di

ca
te

 th
at

 p
ac

ka
ge

s 
co

nt
ai

n 
N

ic
ke

l-H
yd

rid
e 

po
rta

bl
e 

ac
cu

m
ul

at
or

s 
w

hi
ch

 s
ha

ll 
be

 s
to

w
ed

 a
t c

oo
l p

la
ce

 n
ot

 e
xc

ee
di

ng
 6

0 
de

gr
ee

 C
 a

nd
 th

at
 th

e 
C

TU
 s

ha
ll 

be
 s

to
w

ed
 

fro
m

 a
ll 

so
ur

ce
s o

f h
ea

t; 
3 

 P
ac

ka
ge

 n
ee

d 
no

t b
e 

in
di

vi
du

al
ly

 m
ar

ke
d 

an
d 

la
be

lle
d 

if 
th

e 
pa

lle
t o

r i
f i

t i
s a

 fu
ll 

lo
ad

 th
e 

C
TU

 b
ea

rs
 

th
e 

ap
pr

op
ria

te
 m

ar
k 

an
d 

la
be

l r
es

pe
ct

iv
el

y 
pl

ac
ar

d;
 

4 
 P

ac
ka

ge
 a

nd
 C

TU
s c

on
ta

in
in

g 
N

ic
ke

l-H
yd

rid
e 

po
rta

bl
e 

ac
cu

m
ul

at
or

s s
ha

ll 
be

 s
to

w
ed

 “
aw

ay
 fr

om
 a

ll 
so

ur
ce

s o
f h

ea
t”

; a
nd

 
5 

 N
ic

ke
l-H

yd
rid

e 
po

rta
bl

e 
ac

cu
m

ul
at

or
s b

ut
to

n 
ce

lls
 a

re
 n

ot
 su

bj
ec

t t
o 

th
e 

pr
ov

is
io

ns
 o

f t
he

 C
od

e.
” 

の
検
討
を
待
つ
こ

と
と
な
っ
た
。

 

12
/3

/1
1 

（
フ
ラ
ン
ス
）

 
IM

D
G
コ
ー
ド
の
改

正
（

34
-0

8）
：

IM
D

G
コ
ー
ド
中
へ
の

IN
F

コ
ー
ド
の
引
用
の
取

り
入
れ

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

IN
F 

C
od

e,
 re

so
lu

tio
ns

 M
SC

.1
23

(7
5)

 a
nd

 M
SC

.1
35

(7
6)

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

IN
F
貨
物
の
定
義
に
関
す
る

SO
LA

S
条
約
及
び

IN
F
コ
ー
ド
の
改
正
が
発
効
し
た

20
04
年

1
月

1
日
以
来
、
放

射
性
物
質
の
エ
ン
ト
リ
ー
と

IN
F
コ
ー
ド
の
適
用
が
明
確
で
は
な
く
な
り
（
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
引
用
が
削
除
さ
れ

た
た
め
）
、
船
主
か
ら
数
多
く
の
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る
。

 
  

U
N

29
16
、

29
17
、

29
19
、

33
23
、

33
28
、

33
29
、

33
30
及
び

33
31
に
つ
い
て
カ
ラ
ム

17
に
以
下
の
文
言
を
含

め
る
こ
と
を
提
案
す
る
：

 
“F

or
 sh

ip
s t

ra
ns

po
rti

ng
 a

n 
IN

F 
ca

rg
o 

as
 d

ef
in

ed
 in

 re
gu

la
tio

n 
V

II
/1

4 
of

 th
e 

SO
LA

S 
C

on
ve

nt
io

n,
 1

97
4,

 a
ss

 
am

en
de

d,
 re

fe
r a

ls
o 

to
 th

e 
IN

F 
C

od
e.

” 

適
宜
対
応

 
原
則
合
意
さ
れ
た
。

（
詳
細
に
つ
い
て

は
E&

T
に
て
検
討

さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
）

 

12
/3

/1
2 

（
フ
ラ
ン
ス
）

 
IM

D
G
コ
ー
ド
の
改

正
（

34
-0

8）
：
引
火

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

IM
D

G
 C

od
e 

適
宜
対
処

 
（

D
SC

 1
2/

12
/1
を

原
則
合
意
さ
れ
た
。

（
詳
細
に
つ
い
て

- 28 -



 

 
 

性
液
体
（
ク
ラ
ス

3）
の
積
載

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

IM
D

G
コ
ー
ド
の
第

7.
1.

9.
2
項
及
び
第

7.
1.

9.
6
項
は
引
火
点

23
℃
以
下
の
引
火
性
液
体
の
積
載
要
件
を
規
定
し

て
い
る
。

 
  
引
火
点
に
よ
る
積
載
要
件
の
適
用
基
準
と

PG
の
判
定
基
準
と
同
一
と
し
た
ほ
う
が
よ
り
実
務
的
で
あ
り
、
次
の

改
正
を
提
案
す
る
：

  
 
 
第

7.
1.

9.
2
項
の
第

2
文
中
、

“s
ub

st
an

ce
s w

ith
 a

 fl
as

hp
oi

nt
 2

3 
de

gr
ee

 C
 c

.c
. o

r l
es

s”
 を

 “
su

bs
ta

nc
es

 w
ith

 
a 

fla
sh

po
in

t o
f l

es
s t

ha
n 

23
 d

eg
re

e 
C

 c
.c

.”
 に
改
正
す
る
。

 
 
 
第

7.
1.

9.
6
項
中
、

“f
la

m
m

ab
le

 li
qu

id
s w

ith
 a

 fl
as

hp
oi

nt
 2

3 
de

gr
ee

 C
 c

.c
. o

r l
es

s”
 を

 “
fla

m
m

ab
le

 li
qu

id
s 

w
ith

 a
 fl

as
hp

oi
nt

 o
f l

es
s t

ha
n 

23
 d

eg
re

e 
C

 c
.c

.”
 に
改
正
す
る
。

 

考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
。
）

 
は

E&
T
に
て
検
討

さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
）

 

12
/3

/1
3 

（
英
国
）

 
IM

D
G
コ
ー
ド
の
改

正
（

34
-0

8）
：

IM
D

G
コ
ー
ド
第

2.
9
章
及

び
第

2.
10
章
の
編
集

上
の
修
正

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

3/
6 

an
d 

D
SC

 1
2/

3 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
環
境
有
害
物
質
（

En
vi

ro
nm

en
ta

lly
 h

az
ar

do
us

 s
ub

st
an

ce
s）
と
海
洋
汚
染
物
質
（

M
ar

in
e 

po
llu

ta
nt

s）
の
区
別

を
明
確
に
し
、
利
用
者
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
の

IM
D

G
コ
ー
ド
第

2.
9
章
及
び
第

2.
10
章
の
改
正

を
提
案
し
て
い
る
。

 
  

12
月
に
開
催
さ
れ
る
国
連
危
険
物
輸
送
専
門
家
小
委
員
会
に
も
同
様
の
提
案
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

 

適
宜
対
処

 
合
意
さ
れ
な
か
っ

た
。

 

11
/3

/1
4 

（
英
国
）

 
IM

D
G
コ
ー
ド
の
改

正
（

34
-0

8）
：
海
洋

汚
染
物
質
に
関
す
る

規
定
の
変
更
を
周
知

す
る

D
SC
サ
ー
キ
ュ

ラ
ー
案

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

3/
6 

an
d 

D
SC

 1
2/

3 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

20
10
年

1
月

1
日
の
改
正

M
A

R
PO

L
条
約
附
属
書

II
I及
び
改
正

IM
D

G
コ
ー
ド
（

34
-0

8）
の
強
制
適
用
に
向

け
、
関
係
業
界
が
現
行
規
則
か
ら
改
正
規
則
へ
の
変
更
に
ス
ム
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
よ
う
変
更
内
容
を
周
知
す
る

D
SC
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
を
発
行
す
べ
き
で
あ
り
、
同
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
案
を
作
成
し
た
。

 
  
同
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
案
は
、
既
に
合
意
さ
れ
て
い
る
附
属
書

II
I改
正
案
及
び

IM
D

G
コ
ー
ド
改
正
案
並
び
に

D
SC

 
12

/3
/1

3
に
て
提
案
し
て
い
る

IM
D

G
コ
ー
ド
第

2.
9
章
及
び
第

2.
10
章
の
改
正
案
を
基
に
策
定
し
た
も
の
で
あ

る
。

 

適
宜
対
処
（
支
持
）

 
（

D
SC

 1
2/

3/
13
参

照
）

 

原
則
合
意
さ
れ
た
。

（
詳
細
に
つ
い
て

は
E&

T
に
て
検
討

さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
）

 

12
/3

/1
5 

12
/IN

F.
8 

（
米
国
）

 

IM
D

G
コ
ー
ド
の
改

正
（

34
-0

8）
：
過
硫

酸
カ
リ
ウ
ム
（

U
N

 
14

92
）
、
過
硫
酸
ナ

ト
リ
ウ
ム
（

U
N

 
15

05
）
及
び
過
硫
酸

ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
（

U
N

 
14

44
）
の
隔
離

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 /I
N

F.
8 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
過
硫
酸
カ
リ
ウ
ム
（

U
N

 1
49

2）
、
過
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（

U
N

 1
50

5）
に
関
し
危
険
物
リ
ス
ト
の
カ
ラ
ム

16
に

は
 “

Se
pa

ra
te

d 
fro

m
 a

m
m

on
iu

m
 c

om
po

un
ds

” 
と
規
定
さ
れ
、ま
た
カ
ラ
ム

17
に
は
、そ
の
物
質
は

 “
m

ay
 fo

rm
 

ex
pl

os
iv

e 
m

ix
tu

re
s w

ith
 p

ow
de

re
d 

m
et

al
s o

r a
m

m
on

iu
m

 c
om

po
un

ds
” 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

 
  
過
硫
酸
カ
リ
ウ
ム
及
び
過
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
は
、
過
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
（

U
N

 1
44

4）
と
接
触
し
た
場
合
で
も

危
険
な
反
応
を
起
こ
さ
な
い
し
、
ま
た
、
は
爆
発
性
の
混
合
物
も
作
ら
な
い
。
こ
れ
は
試
験
の
結
果
に
よ
り
明
ら

か
で
あ
る
。

 
  
よ
っ
て
過
硫
酸
カ
リ
ウ
ム
及
び
過
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
過
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
か
ら
隔
離
す
る
要
件
を
削
除
す

る
た
め
、
隔
離
の
免
除
を
規
定
し
た
コ
ー
ド
第

7.
2.

1.
13

.1
.2
項
に
次
の
表
を
加
え
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
Ta

bl
e 

3 
U

N
 N

o.
 

Pr
op

er
 S

hi
pp

in
g 

N
am

e 
C

la
ss

 
Su

b-
ris

k 
PG

 
14

44
 

A
M

M
O

N
IU

M
 P

ER
SU

LP
H

A
TE

 
5.

1 
 

II
I 

14
92

 
PO

TA
SS

IU
M

 P
ER

SU
LP

H
A

TE
 

5.
1 

 
II

I 
15

05
 

SO
D

IU
M

 P
ER

SU
LP

H
A

TE
 

5.
1 

 
II

I 
  
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ン
ト
リ
ー
の
カ
ラ
ム

16
に

 “
Se

e 
7.

2.
1.

13
.2

”も
追
加
す
る
。

 

適
宜
対
処
（
支
持
）

 
（

D
SC

 1
2/

3/
8
参

照
）

 

原
則
合
意
さ
れ
た
。

（
詳
細
に
つ
い
て

は
E&

T
に
て
検
討

さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
）
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過
硫
酸
カ
リ
ウ
ム
、
過
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
及
び
過
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
を
同
一
の

C
TU
に
収
納
す
る
こ
と
を
許

可
し
た
米
国
主
管
庁
承
認

C
A

20
05

10
00

19
の
写
し
が

D
SC

12
/IN

F.
8
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。

 
12

/3
/1

6 
（
韓
国
）

 
IM

D
G
コ
ー
ド
の
改

正
（

34
-0

8）
：
パ
ッ

キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ

ク
シ
ョ
ン

P 
00

1
中

の
追
加
規
定

PP
1
の

削
除

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

IM
D

G
 C

od
e 

am
en

dm
en

t (
33

-0
6)

, p
ar

ag
ra

ph
s 4

.1
.4

.1
 (P

00
1)

, 3
.4

.2
.1

 a
nd

 3
.4

.2
.2

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

Pa
ck

in
g 

In
st

ru
ct

io
n 

P0
01
中
の

PP
1
は
、
「

U
N

11
33
、

U
N

12
10
、

U
N

12
63
及
び

U
N

18
66
に
関
し
て
、
容
器

等
級
Ⅱ
及
び
Ⅲ
の
も
の
を
内
容
積
が

5 
L
以
下
の
金
属
製
容
器
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
に
収
納
す
る
場
合
で

あ
っ
て
、
か
つ
次
の

(a
)又
は

(b
)の
条
件
で
運
送
さ
れ
る
場
合
は
、
第

6.
1
章
の
機
能
試
験
を
満
た
す
こ
と
を
要
求

さ
れ
な
い
：

 
(a

) 
パ
レ
ッ
ト
、
パ
レ
ッ
ト
箱
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
貨
物
に
置
か
れ
又
は
積
み
重
ね
ら
れ
、
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ
包
装
、

シ
ュ
リ
ン
ク
包
装
、
ス
ト
レ
ッ
チ
包
装
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
で
パ
レ
ッ
ト
に
固
縛
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

か
つ
、
海
上
輸
送
に
対
し
、
パ
レ
ッ
ト
貨
物
、
パ
レ
ッ
ト
箱
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
貨
物
が
非
開
放
型
貨
物
輸
送

ユ
ニ
ッ
ト
内
で
し
っ
か
り
と
収
納
及
び
固
縛
さ
れ
て
い
る
こ
と
；
又
は

 
(b

) 
最
大
正
味
質
量

40
kg
の
組
み
合
せ
容
器
の
内
装
容
器
で
あ
る
こ
と
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

 
  

3.
4.

2.
1
及
び

3.
4.

2.
2
の
規
定
（
少
量
危
険
物
規
程
）
で
は
、

U
N

11
33
、

U
N

12
10
、

U
N

12
63
及
び

U
N

18
66
に

関
し
て
、
容
量

5 
L
以
下
の
金
属
製
容
器
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
に
収
納
す
る
容
器
等
級
Ⅱ
及
び
Ⅲ
の
物
質

の
容
器
は
、
輸
送
の
際
に

6.
1.

4
を
除
く
第

6.
1
章
の
機
能
試
験
を
満
た
す
こ
と
を
要
求
さ
れ
ず
、
こ
れ
ら
の
危
険

物
は
適
切
な
外
装
容
器
に
入
れ
ら
れ
る
内
装
容
器
に
の
み
収
納
さ
れ
、
輸
送
物
の
総
重
量
は

30
kg
を
超
え
て
は

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
シ
ュ
リ
ン
ク
包
装
又
は
ス
ト
レ
ッ
チ
包
装
さ
れ
た
ト
レ
ー
は
外
装
容
器
と
し
て
認
め
ら

れ
る
が
、
輸
送
物
の
総
重
量
は

20
kg
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。

 
  
上
記
の
規
定
は
お
互
い
に
類
似
し
て
お
り
、
利
用
者
の
混
乱
を
避
け
る
た
め

P0
01
中
の

PP
1
及
び

U
N

11
33
、

U
N

12
10
、

U
N

12
63
及
び

U
N

18
66
に
つ
い
て
の
危
険
物
リ
ス
ト
中
の

PP
1
を
削
除
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

適
宜
対
処
（
不
支

持
）

 
合
意
さ
れ
な
か
っ

た
。

 

12
/3

/1
7 

（
IC

H
C

A
 

In
te

rn
at

io
na

l 
Li

m
ite

d ）
 

IM
D

G
コ
ー
ド
の
改

正
（

34
-0

8）
：
陸
上

作
業
者
へ
の
教
育
訓

練
要
件
の
強
制
化

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
2/

3/
3 

an
d 

D
SC

 9
/1

5 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
陸
上
関
係
者
の
教
育
訓
練
要
件
の
強
制
化
に
関
す
る
英
国
提
案
（

D
SC

 1
2/

3/
3）
を
全
面
的
に
支
持
す
る
。

 

適
宜
対
処

 
（

D
SC

 1
2/

3/
3
参

照
）

 

原
則
合
意
さ
れ
た
。

（
詳
細
に
つ
い
て

は
E&

T
に
て
検
討

さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
）

 
  

12
/3

/1
8 

（
事
務
局
）

 
IM

D
G
コ
ー
ド
の
改

正
（

34
-0

8）
：

M
ar

in
e 

Po
llu

ta
nt

sに
関
す
る

D
SC
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー

案
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

R
es

ol
ut

io
n 

M
SC

.2
05

(8
1)

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

M
A

R
PO

L
条
約
附
属
書

II
の
改
正
に
関
連
し
て

G
H

S
を
取
り
入
れ
た

G
ES

A
M

P 
H

P
の
改
正
が
お
こ
な
わ
れ
た

が
、

IM
D

G
コ
ー
ド
第

2.
10
章
は
、
未
だ
海
洋
汚
染
物
質
の
判
定
基
準
と
し
て
改
正
前
の

G
ES

A
M

P 
H

P
の
基
準

を
引
用
し
て
い
る
。

 
  

M
A

R
PO

L
条
約
附
属
書

II
Iの
改
正
に
伴
う

IM
D

G
コ
ー
ド
の
改
正
案
は

G
ES

A
M

P 
H

P
を
引
用
し
て
お
ら
ず
、

改
正
発
効
後
は
問
題
と
な
ら
な
い
が
、
現
状
で
は
コ
ー
ド
の
規
定
の
適
用
は
不
可
能
で
あ
り
、
改
正
コ
ー
ド
が
発

効
す
る
ま
で
の
措
置
に
つ
い
て
周
知
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
  
上
記
理
由
か
ら

E&
T
グ
ル
ー
プ
は
事
務
局
に
適
当
な

D
SC
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
を
策
定
す
る
こ
と
を
要
請
し
、
そ
の

要
請
に
基
づ
い
て
事
務
局
が
準
備
し
た

D
SC
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
案
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。

 

適
宜
対
処
（
支
持
）

 
原
則
合
意
さ
れ
た
。

（
詳
細
に
つ
い
て

は
E&

T
に
て
検
討

さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
）

 

12
/IN

F.
2 

IM
D

G
コ
ー
ド
と
国

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

適
宜
対
処

 
ノ
ー
ト
さ
れ
た
。
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12
/IN

F.
2/

C
or

r.1
 

（
事
務
局
）

 
連
勧
告
の
調
和

 
N

on
e 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

20
07
年

2
月
に
開
催
さ
れ
た

U
N

/C
EF

A
C

T
下
の

In
te

rn
at

io
na

l T
ra

de
 P

ro
ce

du
re

s 
W

or
ki

ng
 G

ro
up

 (I
TP

W
G

)
（

TB
G

15
）
の
結
果
の
う
ち
、
危
険
物
運
送
に
係
る
書
式
（

D
oc

um
en

ta
ry

 A
sp

ec
ts

 o
f t

he
 T

ra
ns

po
rt 

of
 D

an
ge

ro
us

 
G

oo
ds
）
に
関
す
る
勧
告
（

U
N

/C
EF

A
C

T 
R

ec
om

m
en

da
tio

n 
11
）
案
を
紹
介
し
て
い
る
。

 
12

/IN
F.

9 
（
事
務
局
）

 
IM

D
G
コ
ー
ド
と
国

連
勧
告
の
調
和

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
N

on
e 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
本
年

7
月
の
国
連
危
険
物
輸
送
専
門
家
小
委
員
会
会
期
中
に
開
催
さ
れ
た
少
量
危
険
物
に
関
す
る
作
業
部
会
の
報

告
書
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。

 
  
作
業
部
会
は
、
各
モ
ー
ド
間
に
お
け
る
少
量
危
険
物
規
定
の
相
違
を
明
確
に
し
、
そ
れ
ら
の
相
違
を
解
決
す
る
た

め
の
（
改
正
等
の
）
可
能
性
を
検
討
し
て
お
り
、
規
定
の
適
用
範
囲
、
容
器
包
装
要
件
及
び
隔
離
要
件
に
は
大
き

な
相
違
は
な
い
が
、
表
示
及
び
輸
送
書
類
に
関
す
る
要
件
に
相
違
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

 
  
な
お
、
航
空
運
送
規
則
の
少
量
危
険
物
規
定
は
他
の
モ
ー
ド
の
そ
れ
と
相
違
が
大
き
過
ぎ
る
た
め
検
討
を
行
わ
な

い
と
し
て
い
る
。

 

適
宜
対
処

 
非
公
式

W
G
に
て

検
討
が
行
わ
れ
、
検

討
結
果
が
国
連
危

険
物
輸
送
専
門
家

委
員
会
に
報
告
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。

 

12
/4

 
(D

SC
 1

1 
W

G
) 

B
C
コ
ー
ド
強
制

化
：

D
SC

 1
1
で
設
立

さ
れ
た

W
G
の
報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

4,
 D

SC
 1

1/
4/

1,
 D

SC
 1

1/
4/

2,
 D

SC
 1

1/
4/

3,
 D

SC
 1

1/
4/

4,
 D

SC
 1

1/
4/

5,
 D

SC
 1

1/
4/

6,
 D

SC
 1

1/
4/

7,
 

D
SC

 1
1/

4/
8,

 D
SC

 1
1/

4/
9,

 D
SC

 1
1/

4/
10

, D
SC

 1
1/

5,
 D

SC
 1

1/
5/

1,
 D

SC
 1

1/
5/

2,
 D

SC
 1

1/
6/

6,
 D

SC
 1

1/
7,

 
D

SC
 1

1/
12

, D
SC

 1
1/

IN
F.

3,
 D

SC
 1

1/
IN

F.
6,

 M
SC

/C
irc

.1
14

6 
an

d 
M

SC
 7

9/
23

/A
dd

.4
 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

D
SC

 1
1
に
お
け
る

B
C

 C
od

e
に
関
す
る

W
G
の
報
告
で
あ
る
。
こ
の
報
告
の
内
容
は
、

D
SC

 1
1
で
設
置
さ
れ
た

C
G
で
検
討
済
み
で
あ
る
。

 
  
な
お
、
第

16
.1

0
節
に
お
い
て

N
ew

 S
ec

tio
n 

11
（
保
安
）
を
強
制
化
す
べ
き
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、

D
SC

 1
1
の
最
終
日
の
プ
レ
ナ
リ
ー
で
非
強
制
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
旨
、

D
SC

 1
2/

4/
5（

C
G

 
R

ep
or

t P
ar

t 2
）
第

9
節
で
明
記
し
て
あ
る
。

 

適
宜
対
処

 
承
認
さ
れ
た
。

 

12
/4

/1
 

（
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
）

 
D

R
I 

Fi
ne

s
の
船
積

み
指
針

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
D

SC
 1

1/
4/

2,
 D

SC
 1

1/
4/

3 
an

d 
D

SC
 1

1/
4/

4 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

D
R

I F
in

es
の
船
積
み
指
針
を
紹
介
し
、

C
irc

ul
ar
の
発
行
を
要
請
し
て
い
る
。

 

適
宜
対
処

 
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン

ス
グ
ル
ー
プ
が
設

立
さ
れ
継
続
審
議

と
な
っ
た
。

 
12

/4
/2

 
（
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
）

 
D

R
I F

in
es

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
D

SC
 1

1/
4/

2,
 D

SC
 1

1/
4/

3,
 D

SC
 1

1/
4/

4 
an

d 
D

SC
 1

2/
IN

F.
4 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

D
R

I F
in

es
に
関
す
る

D
SC

 1
1
の

B
C

 C
od

e 
W

G
か
ら
の
質
問
に
対
す
る
回
答
で
あ
る
。
貨
物
の
区
分
、
機
械
通

風
装
置
、
イ
ナ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
不
要
で
あ
る
こ
と
、
ガ
ス
計
測
、
船
積
み
時
の
水
分
値
及
び
温
度
に
つ
い
て
説
明

し
、
付
録
に

D
ra

ft 
In

di
vi

du
al

 S
ch

ed
ul

e
を
示
し
て
い
る
。

 

適
宜
対
処

 
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン

ス
グ
ル
ー
プ
が
設

立
さ
れ
継
続
審
議

と
な
っ
た
。

 

12
/4

/3
 

（
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
）

 
D

ire
ct

 R
ed

uc
ed

 Ir
on

 
(B

) 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
D

SC
 1

1/
4/

2,
 D

SC
 1

1/
4/

3,
 D

SC
 1

1/
4/

4 
an

d 
D

SC
 1

2/
4/

4 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

D
R

I (
B

) 
の
運
送
方
法
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
窒
素
雰
囲
気
で
は
反
応
性
が
高
ま
る
た
め
、
イ
ナ
ー
テ
ィ
ン
グ

（
現
行

B
C

 C
od

e
の
要
件
）
は
不
適
当
と
し
て
い
る
。

 

適
宜
対
処

 
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン

ス
グ
ル
ー
プ
が
設

立
さ
れ
継
続
審
議

と
な
っ
た
。

 

12
/4

/4
 

（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

B
C
コ
ー
ド
強
制

化
：

C
G
の
報
告

 –
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

19
, D

SC
 1

1/
4/

1,
 D

SC
 1

1/
5,

 D
SC

 1
1/

5/
1 

an
d 

D
SC

 1
2/

4 
適
宜
対
処

 
採
択
前
に
再
度
必

要
な
部
分
の
修
正

- 31 -



 

 
 

及
び
日
本
）

 
Pa

rt 
1：

SO
LA

S 
条

約
 (

TO
R

 1
2)

 及
び

同
コ
ー
ド
の
内
容
の

改
正
案

 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

B
C

 C
od

e
を
強
制
化
す
る
た
め
の

SO
LA

S
条
約
の
改
正
案
に
関
す
る
検
討
結
果
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

C
G
の
多

く
の
メ
ン
バ
ー
は
、S

O
LA

S
条
約
第

V
II
章
の
規
則
番
号
を
、通
し
番
号
に
し
た
い
と
の
考
え
で
あ
っ
た
。S

O
LA

S
条
約
第

V
II
章
の
規
則
へ
の
番
号
の
振
り
直
し
の
結
果
、
危
険
物
、

IB
C

 C
od

e、
IG

C
 C

od
e
等
の
定
義
に
関
す
る

規
則
番
号
が
変
わ
る
た
め
、

C
on

se
qu

en
tia

l A
m

en
dm

en
ts
に
つ
い
て
も
改
正
案
を
用
意
し
た
。
（

SO
LA

S
条
約

及
び

SO
LA

S
条
約
第

V
I章
並
び
に
第

V
II
章
で
言
及
さ
れ
る
各
コ
ー
ド
に
つ
い
て
調
査
済
み
。

 
  
強
制
化
に
際
し
て
、

B
C

 C
od

e
の
範
囲
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
を
報
告
す
る
。
関
連
の

M
SC

/C
irc

.等
は
、

B
C

 C
od

e
と
同
時
に
刊
行
す
べ
き
で
あ
る
が
、

B
C

 C
od

e
の
一
部
と
は
す
べ
き
で
な
い
（
改
正
手
続
き
も
異
な
る
）

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

 
  
小
委
員
会
へ
の
要
請
事
項
は
以
下
の
通
り
。

 
.1

 
en

do
rs

e 
th

e 
vi

ew
 o

n 
re

nu
m

be
rin

g 
th

e 
re

gu
la

tio
n 

in
 c

ha
pt

er
s 

V
I 

an
d 

V
II

 o
f 

SO
LA

S 
C

on
ve

nt
io

n 
(p

ar
ag

ra
ph

 5
); 

.2
 

fin
al

iz
e 

th
e 

dr
af

t a
m

en
dm

en
ts

 to
 S

O
LA

S 
C

on
ve

nt
io

n 
(p

ar
ag

ra
ph

 7
 a

nd
 a

nn
ex

 1
); 

.3
 

fin
al

iz
e 

th
e 

dr
af

t a
m

en
dm

en
ts

 to
 th

e 
IN

F 
C

od
e 

(p
ar

ag
ra

ph
 9

 a
nd

 a
nn

ex
 2

); 
.4

 
in

st
ru

ct
 th

e 
Se

cr
et

ar
ia

t t
o 

co
ns

id
er

 th
e 

fo
ot

no
te

s 
to

 S
O

LA
S 

an
d 

ot
he

r 
IM

O
 in

st
ru

m
en

ts
, a

s 
ne

ce
ss

ar
y 

(p
ar

ag
ra

ph
s 1

0 
an

d 
11

); 
.5

 
en

do
rs

e 
th

e 
vi

ew
 o

n 
th

e 
co

nt
en

ts
 a

nd
 su

pp
le

m
en

ts
 o

f t
he

 B
C

 C
od

e 
(p

ar
ag

ra
ph

 1
3 

an
d 

an
ne

x 
3)

; 
.6

 
co

ns
id

er
 th

e 
ch

an
ge

 o
f h

ea
di

ng
s o

f s
ec

tio
ns

 1
 a

nd
 2

 (p
ar

ag
ra

ph
 1

4 
an

d 
an

ne
x 

3)
; 

を
行
う
こ
と
を
前

提
に
改
正
案
が
合

意
さ
れ
た
。

 

12
/4

/5
 

（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

及
び
日
本
）

 

B
C
コ
ー
ド
強
制

化
：

C
G
の
報
告

 –
 

Pa
rt 

2
：

FO
R

EW
O

R
D

 
an

d 
Se

ct
io

ns
 1

 to
 3

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

19
, D

SC
 1

1/
4/

1,
 D

SC
 1

1/
5,

 D
SC

 1
1/

5/
1,

 D
SC

 1
2/

4,
 D

SC
 1

2/
4/

4,
 D

SC
 1

2/
4/

6,
 D

SC
 1

2/
4/

7,
 D

SC
 

12
/4

/8
, D

SC
 1

2/
4/

9 
an

d 
D

SC
 1

2/
4/

10
 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
前
書
き
は
、

D
SC

 1
1/

5,
 A

nn
ex

 1
を
ベ
ー
ス
と
し
て
検
討
し
た
。

 
  
第

1
章
は
、

D
SC

 1
1/

5,
 A

nn
ex

 2
を
ベ
ー
ス
と
し
て
検
討
し
た
。
検
討
の
結
果
、
第

1.
3
節
「

B
C

 C
od

e
に
無
い

貨
物
の
取
り
扱
い
」
に
つ
い
て
は
、
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
、
改
正
案
を
提
示
し
な
か
っ
た
。

 
  

4
節
で
は
、
強
制
化
の
範
囲
を
明
確
に
し
て
い
る
。
第

11
章
（
保
安
）
、
第

12
章
（
積
付
率
の
換
算
表
）
及
び

第
13
章
（
関
連
資
料
の
一
覧
表
）
は
非
強
制
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
貨
物
の
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
に
つ
い
て
は
、

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

, C
H

A
R

A
C

TE
R

IS
TI

C
S,

 H
A

ZA
R

D
S 

an
d 

EM
ER

G
EN

C
Y

 P
R

O
C

ED
U

R
ES

が
非
強
制
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。

A
pp

en
di

x 
2
以
降
は
非
強
制
で
あ
る
。

 
  

5
節
と
し
て
、
新
た
に
、
免
除
の
た
め
の
規
定
を
設
け
た
。

 
  

6
節
に
は
、

SO
LA

S
条
約
第

V
I章
及
び
第

V
II
章
が
集
録
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

 
  

7
節
：
定
義
を
明
確
に
し
た
。

 
  
第

2
章
及
び
第

3
章
は
、

20
04
年
版

B
C

 C
od

e（
M

SC
.1

93
(7

9)
。
以
下
、
現
行

B
C

 C
od

e
と
呼
ぶ
。
）
を
ベ
ー

ス
に
検
討
し
た
。

 
  

91
1(

22
) 

"U
ni

fo
rm

 w
or

di
ng

 f
or

 r
ef

er
en

ci
ng

 I
M

O
 i

ns
tru

m
en

ts
" 
に
従
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
非
強
制
部
分

（
A

pp
en

di
x 

2
以
降
及
び
関
係
指
針
等
）
は
、
強
制
要
件
の
本
文
で
引
用
し
な
い
よ
う
修
正
し
た
。

 
  
第

2
章
で
は
、
復
原
性
資
料
等
他
の
規
則
で
明
確
に
要
求
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
す
る
規
定
を
削
除
し
た
。

 
  
一
部
危
険
物
に
つ
い
て

SO
LA

S
条
約
第

II
-2
章
で
は
機
械
通
風
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

B
C

 C
od

e
で
は
（
航
海
中
）
通
風
し
な
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、

C
G
は
、
当
面
、

SO
LA

S
条
約
第

II
-2

章
は
設
備
面
の
要
件
、

B
C

 C
od

e
は
運
用
面
の
要
件
で
あ
り
、
矛
盾
で
は
な
い
と
解
釈
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、

SO
LA

S
条
約
の
通
風
要
件
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
小
委
員
会
に
検
討
が
委
ね
ら
れ
た
。

 
  
第

3
章
で
は
、
特
に
通
風
要
件
に
つ
い
て
議
論
が
あ
り
、
一
部
の
通
風
要
件
に
つ
い
て
は
、
小
委
員
会
に
判
断
を

適
宜
対
処

 
採
択
前
に
再
度
必

要
な
部
分
の
修
正

を
行
う
こ
と
を
前

提
に
改
正
案
が
合

意
さ
れ
た
。
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委
ね
た
。

 
  
第

3
章
で
は
、
幾
つ
か
の
節
を
削
除
し
、
ま
た
、
順
序
の
並
べ
替
え
等
を
行
っ
た
。

 
  
小
委
員
会
へ
の
要
請
事
項
は
以
下
の
通
り
。

 
.1

 
co

ns
id

er
 n

ew
 s

ub
-s

ec
tio

n 
1.

3,
 i

.e
., 

th
e 

pr
oc

ed
ur

es
 f

or
 t

he
 c

ar
ria

ge
 o

f 
ca

rg
oe

s 
no

t 
lis

te
d 

in
 t

he
 C

od
e 

(p
ar

ag
ra

ph
s 6

 to
 8

); 
.2

 
co

ns
id

er
 th

e 
de

fin
iti

on
 o

f "
N

on
 c

oh
es

iv
e 

m
at

er
ia

l"
 (p

ar
ag

ra
ph

s 1
3 

to
 1

5)
; 

.3
 

co
ns

id
er

 th
e 

he
ad

in
g 

of
 se

ct
io

n 
2 

(p
ar

ag
ra

ph
 1

8.
1)

; 
.4

 
co

ns
id

er
 th

e 
de

le
tio

n 
of

 th
e 

la
st

 se
nt

en
ce

 in
 d

ra
ft 

re
vi

se
d 

su
b-

se
ct

io
n 

2.
1.

1 
(p

ar
ag

ra
ph

 1
8.

2)
; 

.5
 

en
do

rs
e 

th
e 

vi
ew

 o
f t

he
 g

ro
up

 o
n 

ve
nt

ila
tio

n 
re

qu
ire

m
en

ts
 in

 S
O

LA
S 

C
on

ve
nt

io
n 

an
d 

in
 th

e 
B

C
 C

od
e 

(p
ar

ag
ra

ph
 2

1)
; 

.6
 

co
ns

id
er

 t
he

 a
m

en
dm

en
t 

to
 t

he
 h

ea
di

ng
 o

f 
SO

LA
S 

re
gu

la
tio

n 
II

-2
/1

9.
3.

4 
an

d 
de

ci
de

 a
pp

ro
pr

ia
te

 
co

ur
se

 o
f a

ct
io

n,
 a

s n
ec

es
sa

ry
 (p

ar
ag

ra
ph

 2
2)

; 
.7

 
en

do
rs

e 
th

e 
vi

ew
 o

f 
th

e 
gr

ou
p 

on
 th

e 
re

qu
ire

m
en

ts
 in

 s
ub

-s
ec

tio
ns

 9
.1

.2
.1

.3
 a

nd
 3

.4
.2

, i
n 

pr
in

ci
pl

e,
 

(p
ar

ag
ra

ph
 2

3)
; 

.8
 

no
te

 th
e 

la
ck

 o
f a

 d
ef

in
iti

on
 o

f "
ef

fe
ct

iv
e 

ve
nt

ila
tio

n"
 (p

ar
ag

ra
ph

 2
4)

; 
.9

 
co

ns
id

er
 th

e 
te

xt
 fo

r r
ev

is
ed

 su
b-

se
ct

io
n 

3.
5.

5 
(p

ar
ag

ra
ph

 2
6)

; 
.1

0 
no

te
 th

e 
di

sc
us

si
on

 o
n 

re
vi

se
d 

su
b-

se
ct

io
n 

3.
2.

4 
(p

ar
ag

ra
ph

 2
8)

; a
nd

 
.1

1 
fin

al
iz

e 
th

e 
te

xt
s i

n 
FO

R
EW

O
R

D
 a

nd
 S

ec
tio

ns
 1

 to
 3

; 
12

/4
/6

 
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

及
び
日
本
）

 

B
C
コ
ー
ド
強
制

化
：

C
G
の
報
告

 –
 

Pa
rt 

3：
Se

ct
io

ns
 4

 to
 

8 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

19
, D

SC
 1

1/
4/

1,
 D

SC
 1

1/
5,

 D
SC

 1
1/

5/
1,

 D
SC

 1
2/

4,
 D

SC
 1

2/
4/

4,
 D

SC
 1

2/
4/

5,
 D

SC
 1

2/
4/

6,
 D

SC
 

12
/4

/7
, D

SC
 1

2/
4/

8,
 a

nd
 D

SC
 1

2/
4/

9 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
貨
物
申
告
資
料
の
書
式
案
を
作
成
し
た
（

TO
R

.4
）
。
ま
た
、
固
体
ば
ら
積
み
貨
物
の
分
類
に
関
す
る
記
述
を
検

討
し
（

TO
R

.1
0）
「
試
験
法
は
、
主
管
庁
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
第

4
章
改
正
案
を

作
成
し
た
。

 
  
第

5.
1
節
の
荷
繰
り
要
件
に
つ
い
て
検
討
し
、
現
行

SO
LA

S
条
約
第

V
I
章

7.
4
規
則
の
記
述
に
倣
っ
て
、

"a
s 

ne
ce

ss
ar

y"
を
入
れ
る
こ
と
、
即
ち
、
全
て
の
貨
物
に
荷
繰
り
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
合
意
し
た
。

そ
の
上
で
、
第

5
章
（
荷
繰
り
要
件
）
改
正
案
を
作
成
し
た
。

 
  
静
止
角

35
度
以
上
の
貨
物
（
非
粘
着
性
物
質
）
に
対
す
る
荷
繰
り
要
件
に
つ
い
て
議
論
が
あ
り
、
時
間
の
都
合

で
検
討
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
小
委
員
会
に
判
断
が
委
ね
ら
れ
た
。

 
  
液
状
化
物
質
の
説
明
に
係
る
記
述
（
第

7.
2
節
）
を
見
直
し
、
第

6
節
（
傾
斜
角
試
験
法
）
、
第

7
節
（
液
状
化

物
質
の
要
件
）
、
第

8
節
（
運
送
許
容
水
分
値
等
試
験
法
）
の
改
正
案
を
作
成
し
た
。

 
  
第

4.
7
節
（
試
料
採
取
方
法
に
関
す
る
規
格
の
リ
ス
ト
）
の
要
否
に
つ
い
て
は
、
意
見
が
分
か
れ
た
の
で
、
小
委

員
会
に
判
断
を
委
ね
た
。

 
  
荷
繰
り
に
つ
い
て
は
、
貨
物
情
報
に
疑
義
が
あ
る
場
合
の
荷
繰
り
の
要
件
を
残
す
か
否
か
で
意
見
が
分
か
れ
、
小

委
員
会
に
判
断
を
委
ね
た
。

 
  
第

6
章
及
び
第

8
章
は
、
第

5
章
及
び
第

7
章
に
組
み
入
れ
て
は
ど
う
か
と
の
意
見
も
あ
っ
た
が
、
合
意
さ
れ
ず
、

一
部
改
正
案
が
用
意
さ
れ
た
。

 
  
第

7
章
の
液
状
化
に
関
す
る
記
述
は
、
こ
の
分
野
の
専
門
家
で
あ
る

C
oo

rd
in

at
or
の
太
田
氏
が
見
直
し
を
行
い
、

C
G
は
こ
れ
に
合
意
し
た
。

 
  
第

8
章
に
つ
い
て
は
、
水
分
値
計
測
方
法
（
第

8.
2
節
）
は
付
録

2
に
あ
る
の
で
、
削
除
し
て
は
ど
う
か
と
の
意

見
が
あ
り
、
小
委
員
会
に
判
断
が
委
ね
ら
れ
た
。

 

適
宜
対
処

 
採
択
前
に
再
度
必

要
な
部
分
の
修
正

を
行
う
こ
と
を
前

提
に
改
正
案
が
合

意
さ
れ
た
。
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小
委
員
会
へ
の
要
請
事
項
は
以
下
の
通
り
。

 
.1

 
ex

am
in

e 
th

e 
D

ra
ft 

fo
rm

 fo
r c

ar
go

 in
fo

rm
at

io
n 

fo
r s

ol
id

 b
ul

k 
ca

rg
oe

s (
pa

ra
gr

ap
h 

2 
an

d 
an

ne
x 

1)
; 

.2
 

de
ci

de
 w

he
th

er
 to

 re
ta

in
 th

e 
lis

t o
f s

ta
nd

ar
d 

sa
m

pl
in

g 
pr

oc
ed

ur
e 

or
 n

ot
 (p

ar
ag

ra
ph

 6
); 

.3
 

co
ns

id
er
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t f
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k 
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ng
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 re
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提
案
の
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D
SC

 1
1/

5/
1,

 a
nn

ex
 7
（
オ
ラ
ン
ダ
（

H
ed

dy
：
危
険
物
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
）
が
用
意
し
た
案
）
を
ベ
ー
ス
に
第

9
章
（
危
険
物
）
を
書
き
直
し
た
（

TO
R

.5
）
。

 
  
第

9
章
に
つ
い
て
は
、
危
険
物
の
定
義
を
残
す
か
、
ま
た
は
、
危
険
物
の
定
義
は

IM
D

G
 C

od
e
に
言
及
す
る
か

で
意
見
が
分
か
れ
、
小
委
員
会
に
検
討
を
要
請
し
た
。

 
  
第

10
章
の
改
正
案
を
用
意
し
た
。

 
  
第

11
章
は
、

D
SC

 1
1
の
保
安

D
G
の
検
討
結
果
（

D
SC

 1
1/

7
及
び

D
SC

 1
1/

W
P.

3。
併
せ
て

D
SC

 1
2/

4
を
参

照
の
こ
と
）
に
基
づ
き
検
討
し
た
。

 
  
第

11
章
に
つ
い
て
は
、

C
EF

IC
が
事
業
者
側
の
意
見
と
し
て
、
硝
安
（

U
N

 1
94

2）
及
び
硝
安
肥
料
（

U
N

 2
06

7）
の
み
を
、
特
に
重
大
な
結
果
を
及
ぼ
す
貨
物
と
し
て
言
及
し
な
い
よ
う
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、

C
oo

rd
in

at
or

は
IM

D
G

 C
od

e
に
言
及
す
る
案
を
提
示
し
た
が
、
合
意
さ
れ
ず
、

C
G
案
と
し
て
は
仮
に
こ
れ
ら
の
物
質
に
言
及

し
た
ま
ま
と
し
た
が
、
小
委
員
会
に

C
EF

IC
の
コ
メ
ン
ト
を
検
討
す
る
よ
う
要
請
し
た
。

 
  
第

12
章
は
、
修
正
無
し
。

 
  
第

13
章
は
、
関
係
す
る
規
則
番
号
等
を
見
直
し
て
、
整
理
し
、
改
正
案
を
用
意
し
た
。

 
  
小
委
員
会
へ
の
要
請
事
項
は
以
下
の
通
り
。
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 to
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3.

 

適
宜
対
処

 
採
択
前
に
再
度
必

要
な
部
分
の
修
正

を
行
う
こ
と
を
前

提
に
改
正
案
が
合

意
さ
れ
た
。
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シ
ー
ド
ケ
ー
キ
（

U
N

 1
38

6 
(b

)）
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
水
分
・
油
分
に
つ
い
て
は
説
明
図
を
入
れ
る
こ
と
と
し
、

B
IM

C
O
の
コ
メ
ン
ト
に
基
づ
き
、

D
ES

C
R

IP
TI

O
N
の
改
正
案
を
用
意
し
た
。
（

TO
R

.2
）

 
  

IL
M

EN
IT

E 
SA

N
D
は
液
状
化
物
質
を
含
む
も
の
と
し
、
関
係
す
る
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
修
正
を
行
っ
た
。

 
  
米
国
は
タ
ピ
オ
カ
を

M
H

B
（
ば
ら
積
み
時
の
み
化
学
的
危
険
性
を
有
す
る
物
質
：
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
の

「
固
体
化
学
物
質
」
）
と
す
べ
き
と
の
意
見
で
あ
り
、
判
断
は
小
委
員
会
に
委
ね
た
。

 
  

EM
ER

G
EN

C
Y

 P
R

O
C

ED
U

R
ES
（
非
強
制
）
に
つ
い
て
は
、

Ed
ito

ria
lな
間
違
い
を
指
摘
し
た
の
み
。

 
  
検
討
の
叩
き
台
と
し
て
、
合
意
済
み
の
以
下
の
４
の
貨
物
に
関
す
る
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
入
れ
た
。
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TI
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r C
H

A
R

C
O

A
L)

; 

適
宜
対
処

 
採
択
前
に
再
度
必

要
な
部
分
の
修
正

を
行
う
こ
と
を
前

提
に
改
正
案
が
合

意
さ
れ
た
。
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E)
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D

ES
C

R
IP

TI
O

N
（
非
強
制
）
の
改
正
案
を
用
意
し
た
。
殆
ど
の
改
正
は
、
他
の
項
目
か
ら
、
要
件
に
該
当
し
な

い
貨
物
の
性
状
に
関
す
る
説
明
を
移
動
し
た
も
の
。

 
  

C
H

A
R

A
C

TE
R

IS
TI

C
S（
非
強
制
）
の
改
正
案
を
用
意
し
た
。

St
ow

ag
e 

Fa
ct

or
が

N
ot

 A
pp

lic
ab

le
に
な
っ
て
い

る
部
分
を
横
棒
で
置
き
換
え
る
等
の

Ed
ito

ria
lな
修
正
を
行
っ
た
。

 
  

H
A

ZA
R

D（
非
強
制
）
の
改
正
案
を
用
意
し
た
。
殆
ど
の
改
正
は
、
他
の
項
目
か
ら
、
要
件
に
該
当
し
な
い
貨
物

の
危
険
性
に
関
す
る
説
明
を
移
動
し
た
も
の
。

 
  

ST
O

W
A

G
E 

&
 S

EG
R

EG
A

TI
O

N
の
改
正
案
を
用
意
し
た
。
殆
ど
の
改
正
は
、
用
語
の
統
一
を
図
っ
た
も
の
。

 
  

H
O

LD
 C

LE
A

N
LI

N
ES

S
の
改
正
案
を
用
意
し
た
。
標
準
的
表
現
と
し
て
、

"d
ue

 c
on

si
de

ra
tio

n 
sh
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e 
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id
 to

 
cl

ea
ni

ng
 a

nd
 d

ry
in

g 
of

 th
e 

ca
rg

o 
sp

ac
es

"が
提
案
さ
れ
た
が
、
メ
ン
バ
ー
の
一
人
（
提
案
文
書
に
は
記
載
さ
れ
て

い
な
い
が
オ
ラ
ン
ダ
）
は

"d
ue

 c
on

si
de

ra
tio

n"
と
の
表
現
は
、
要
件
に
は
馴
染
ま
な
い
と
の
意
見
で
あ
っ
た
こ
と

を
明
記
し
、
小
委
員
会
に
検
討
を
委
ね
た
。

 
  

W
EA

TH
ER

 P
R

EC
A

U
TI

O
N

S
の
改
正
案
を
用
意
し
た
。
液
状
化
物
質
の
雨
中
（
雪
中
）
荷
役
に
つ
い
て
は
、
我

が
国
は
従
来
か
ら
反
対
の
立
場
で
あ
る
が
、
現
行

B
C

 C
od

e
で
は
、
運
送
許
容
水
分
値
よ
り
貨
物
の
水
分
値
が
十

分
に
低
け
れ
ば
小
雨
の
中
で
は
荷
役
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
基
本
的
要
件
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

 
  

LO
A

D
IN

G
の
改
正
案
を
用
意
し
た
。
貨
物
情
報
に
疑
義
が
あ
る
場
合
の
荷
繰
り
要
件
の
削
除
に
つ
い
て
は
、
意

見
が
分
か
れ
た
の
で
、
小
委
員
会
に
判
断
を
委
ね
た
。
一
般
的
な
荷
繰
り
要
件
、
密
度
の
高
い
貨
物
に
関
す
る
要

件
（

ta
nk

to
p
の
過
大
荷
重
防
止
）
に
つ
い
て
は
、
標
準
的
表
現
を
作
成
し
た
。

 
  
貨
物
の
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
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A

D
IN

G
に
つ
い
て
も
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個
々
に
見
直
し
を
行
っ
た
。
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【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

PR
EC

A
U

TI
O

N
S
と

V
EN

TI
LA

TI
O

N
の
改
正
案
を
用
意
し
た
。

 
  

D
us

t P
re

ca
ut

io
ns

 に
つ
い
て
は
、
標
準
的
表
現
（

2
種
）
を
提
示
し
た
が
、

1
メ
ン
バ
ー
（
オ
ラ
ン
ダ
）
は
、
保

護
衣
の
着
用
を
含
め
強
制
化
す
べ
き
と
の
意
見
で
あ
り
、
小
委
員
会
に
判
断
を
委
ね
た
。

 
  
ビ
ル
ジ
の
保
護
に
関
す
る
標
準
的
表
現
を
提
示
し
た
。

 
  
貨
物
の
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の

PR
EC

A
U

TI
O

N
S
に
つ
い
て
、
個
々
に
見
直
し
を
行
っ
た
。

 
  

V
EN

TI
LA

TI
O

N
（
通
風
要
件
）
に
つ
い
て
は
、
各
種
の
標
準
的
表
現
を
定
め
た
。

 
  
石
炭
の
通
風
要
件
は
、
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
付
録
に
あ
る
の
で
、

V
EN

TI
LA

TI
O

N
の
項
に
あ
っ
た
表
層
通
風

の
要
件
を
削
除
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。

 
  
小
委
員
会
へ
の
要
請
事
項
は
以
下
の
通
り
。

 
.1

 
co

ns
id

er
 th

e 
re

qu
ire

m
en

ts
 fo

r d
us

t p
re

ca
ut

io
ns

 (p
ar

ag
ra

ph
 2

); 
.2

 
co

ns
id

er
 th

e 
re

qu
ire

m
en

ts
 fo

r a
 fi

xe
d 

ga
s 

fir
e 

ex
tin

gu
is

hi
ng

 s
ys

te
m

 fo
r G

ro
up

 C
 c

ar
go

es
 d

ep
en

di
ng

 o
n 

du
ra

tio
n 

of
 v

oy
ag

e 
an

d 
M

SC
/C

irc
.1

14
6,

 T
ab

le
 1

 (p
ar

ag
ra

ph
 1

1)
; 

.3
 

co
ns

id
er

 th
e 

cl
ar

ifi
ca

tio
n 

of
 th

e 
re

qu
ire

m
en

t f
or

 P
EA

T 
M

O
SS

 (p
ar

ag
ra

ph
 1

8)
; 

.4
 

fin
al

iz
e 

th
e 

te
xt

s i
n 

th
e 

se
ct

io
ns

 fo
r P

R
EC

A
U

TI
O

N
S 

(p
ar

ag
ra

ph
 2

7 
an

d 
an

ne
x 

1)
; 

.5
 

co
ns

id
er

 t
he

 s
ta

nd
ar

d 
te

xt
 f

or
 v

en
til

at
io

n 
re

qu
ire

m
en

ts
, 

in
 p

ar
tic

ul
ar

, 
re

qu
ire

m
en

t 
fo

r 
su

rfa
ce

 
ve

nt
ila

tio
n 

(p
ar

ag
ra

ph
 3

1)
; a

nd
 

.6
 

fin
al

iz
e 

th
e 

te
xt

s i
n 

th
e 

se
ct

io
ns

 fo
r V

EN
TI

LA
TI

O
N

 (p
ar

ag
ra

ph
 3

4 
an

d 
an

ne
x 

2)
. 

を
行
う
こ
と
を
前

提
に
改
正
案
が
合

意
さ
れ
た
。

 

12
/4

/1
0 

（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

及
び
日
本
）

 

B
C
コ
ー
ド
強
制

化
：

C
G
の
報
告

 –
 

Pa
rt 

7
：

In
di

vi
du

al
 

sc
he

du
le

s 
fo

r 
so

lid
 

bu
lk

 
ca

rg
oe

s, 
C

A
R

R
IA

G
E,

 
D

IS
C

H
A

R
G

E,
 

C
LE

A
N

-U
P 

an
d 

A
pp

en
di

ce
s 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

19
, D

SC
 1

1/
4/

1,
 D

SC
 1

1/
5,

 D
SC

 1
1/

5/
1,

 D
SC

 1
2/

4,
 D

SC
 1

2/
4/

4,
 D

SC
 1

2/
4/

5,
 D

SC
 1

2/
4/

6,
 D

SC
 

12
/4

/7
, D

SC
 1

2/
4/

8 
an

d 
D

SC
 1

2/
4/

9 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

C
A

R
R

IA
G

E
の
改
正
案
を
用
意
し
た
。
船
倉
の
風
雨
密
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
標
準
的
表
現
を
作
成
し
た
が
、
そ

の
要
否
に
つ
い
て
、
小
委
員
会
に
判
断
を
委
ね
た
。

 
  
貨
物
の
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の

C
A

R
R

IA
G

E
に
つ
い
て
、
個
々
に
見
直
し
を
行
っ
た
。

 
  

D
IS

C
H

A
R

G
E
の
改
正
案
を
用
意
し
た
。
吸
湿
性
の
あ
る
貨
物
の
要
件
の
標
準
的
表
現
を
作
成
し
た
。

 
  
貨
物
の
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の

D
IS

C
H

A
R

G
E
に
つ
い
て
、
個
々
に
見
直
し
を
行
っ
た
。

 
  
貨
物
の
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の

C
LE

A
N

 U
P
に
つ
い
て
、
個
々
に
見
直
し
を
行
っ
た
。

 
  
以
下
の
貨
物
の
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
は

A
pp

en
di

x
が
あ
る
。

 
B

R
O

W
N

 C
O

A
L 

B
R

IQ
U

ET
TE

S 
C

O
A

L 
FE

R
R

O
SI

LI
C

O
N

 U
N

 1
40

8 
&

 F
ER

R
O

SI
LI

C
O

N
 (M

H
B

) 
PI

TC
H

 P
R

IL
L 

SC
R

A
P 

M
ET

A
L 

  
こ
れ
ら
貨
物
の
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の

A
pp

en
di

x
を
見
直
し
、
改
正
案
を
用
意
し
た
。

 
  
小
委
員
会
へ
の
要
請
事
項
は
以
下
の
通
り
。

 
.1

 
co

ns
id

er
 th

e 
re

qu
ire

m
en

ts
 fo

r w
ea

th
er

tig
ht

ne
ss

 (p
ar

ag
ra

ph
 2

); 
.2

 
co

ns
id

er
 th

e 
re

qu
ire

m
en

t f
or

 te
m

pe
ra

tu
re

 m
on

ito
rin

g 
of

 a
m

m
on

iu
m

 n
itr

at
e 

ba
se

d 
fe

rti
liz

er
s 

(p
ar

ag
ra

ph
 

3)
; 

.3
 

en
do

rs
e 

th
e 

am
en

dm
en

ts
 to

 th
e 

re
qu

ire
m

en
ts

 fo
r c

he
ck

in
g 

co
nd

iti
on

 o
f c

ar
go

es
 in

 G
ro

up
 A

 (p
ar

ag
ra

ph
 

4)
; 

.4
 

fin
al

iz
e 

th
e 

te
xt

s i
n 

th
e 

se
ct

io
ns

 fo
r C

A
R

R
IA

G
E 

(p
ar

ag
ra

ph
 9

 a
nd

 a
nn

ex
 1

); 

適
宜
対
処

 
採
択
前
に
再
度
必

要
な
部
分
の
修
正

を
行
う
こ
と
を
前

提
に
改
正
案
が
合

意
さ
れ
た
。
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.5
 

co
ns

id
er

 t
he

 t
ex

t 
in

 t
he

 s
ec

tio
n 

fo
r 

di
sc

ha
rg

e 
in

 t
he

 i
nd

iv
id

ua
l 

sc
he

du
le

 f
or

 F
ER

R
O

U
S 

M
ET

A
L 

B
O

R
IN

G
S,

 S
H

A
V

IN
G

S,
 T

U
R

N
IN

G
S 

or
 C

U
TT

IN
G

S 
U

N
 2

79
3 

(p
ar

ag
ra

ph
 1

3)
; 

.6
 

fin
al

iz
e 

th
e 

te
xt

s i
n 

th
e 

se
ct

io
ns

 fo
r D

IS
C

H
A

R
G

E 
(p

ar
ag

ra
ph

 1
6 

an
d 

an
ne

x 
2)

; 
.7

 
co

ns
id

er
 th

e 
re

qu
ire

m
en

t f
or

 p
ro

te
ct

io
n 

of
 b

ilg
e 

pu
m

ps
 (p

ar
ag

ra
ph

 1
7)

; 
.8

 
fin

al
iz

e 
th

e 
te

xt
s i

n 
th

e 
se

ct
io

ns
 fo

r C
LE

A
N

 U
P 

(p
ar

ag
ra

ph
 2

4 
an

d 
an

ne
x 

3)
; 

.9
 

co
ns

id
er

 t
he

 t
rim

m
in

g 
re

qu
ire

m
en

t 
fo

r 
B

R
O

W
N

 C
O

A
L 

B
R

IQ
U

ET
TE

S 
an

d 
C

O
A

L 
(p

ar
ag

ra
ph

 2
6)

; 
an

d 
.1

0 
fin

al
iz

e 
th

e 
te

xt
s i

n 
th

e 
ap

pe
nd

ic
es

 to
 in

di
vi

du
al

 sc
he

du
le

s (
pa

ra
gr

ap
h 

32
 a

nd
 a

nn
ex

 4
). 

12
/4

/1
1 

（
カ
ナ
ダ
）

 
D

ire
ct

 R
ed

uc
ed

 Ir
on

 
(A

) a
nd

 (B
) 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

6/
6,

 D
SC

 1
1/

IN
F.

3 
an

d 
D

SC
 1

2/
4 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

D
R

I (
A

) 
及
び

 D
R

I (
B

) 
の
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
関
す
る
改
正
提
案

 
  

D
R

I (
A

) 
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
以
下
の
要
件
を
追
加

 
- 
荷
送
人
は
、
船
長
等
の
た
め
貨
物
の
ス
ト
ッ
ク
パ
イ
ル
等
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
確
保
す
る
こ
と

 
- 
貨
物
の
表
面
温
度
を
計
測
す
る
こ
と
（
航
海
中
を
含
む
）

 
  

D
R

I (
B

) 
に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の
要
件
の
追
加
を
提
案
し
て
い
る
が
、
イ
ナ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
運
送
す
る
要
件
を

残
し
て
い
る
。
（
こ
の
点
は
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
（

D
SC

 1
2/

4/
3）
と
意
見
が
異
な
っ
て
い
る
。
）

 

適
宜
対
処

 
表
面
温
度
を
計
測

す
る
意
味
を
明
確

に
し
、
明
確
な
理
由

が
な
け
れ
ば
“
表

面
”
の
削
除
を
検
討

す
る
よ
う
指
摘
し

て
差
し
支
え
な
い
。

 

B
ilg

e
に
関
す
る
要

件
の
目
的
を
明
確

に
す
る
必
要
が
あ

る
。
（

“P
re

ca
ut

io
n”

中
の

B
ilg

e
の
要
件

 
vs

 “
C

ar
ria

ge
”中
の

B
ilg

e
の
要
件
）

 

12
/4

/1
2 

（
英
国
）

 
D

R
I 

Fi
ne

s
の
ば
ら

積
み
運
送

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
D

SC
 1

1/
IN

F.
3,

 D
SC

 1
1/

6/
6,

 D
SC

 1
1/

4/
3 

an
d 

M
SC

 7
9/

12
/1

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
還
元
鉄
粉
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
を
整
理
し
、
イ
ナ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
運
送
す
べ
き
と
し
、
運
送
要
件
は

D
SC

 1
1/

IN
F.

3
及
び

D
SC

 1
1/

6/
6（
フ
ラ
ン
ス
提
案
）
を
基
礎
と
し
て
審
議
す
べ
き
と
し
て
い
る
。

 

適
宜
対
処

 
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン

ス
グ
ル
ー
プ
が
設

立
さ
れ
継
続
審
議

と
な
っ
た
。

 

12
/4

/1
3 

（
フ
ラ
ン
ス
）

 
D

R
I
の
ば
ら
積
み
運

送
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

19
, D

SC
 1

1/
6/

6,
 D

SC
 1

1/
IN

F.
3 

an
d 

D
SC

 1
2/

IN
F.

5 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
還
元
鉄

 (
B

) 
の
運
送
方
法
と
し
て
、
以
下
を
提
案
し
て
い
る
。

 
 
 

H
A

ZA
R

D
の
記
述
の
拡
充
す
る

 
 
 
水
分
値
の
上
限
を

0.
3 

%
に
設
定
す
る

 
 
 
荷
送
人
は
貨
物
の
温
度
上
昇
及
び
水
素
濃
度
上
昇
の
際
の
措
置
を
提
供
す
る

 
 
 
定
期
的
温
度
計
測
の
要
件
を
設
け
る
こ
と
。

 
 
 
短
航
海
の
場
合
等
の
例
外
を
認
め
な
い
こ
と
。

 
  
要
件
案
で
は
、
通
風
を
止
め
イ
ナ
ー
テ
ィ
ン
グ
す
べ
き
と
し
て
い
る
。

 

適
宜
対
処

 
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン

ス
グ
ル
ー
プ
が
設

立
さ
れ
継
続
審
議

と
な
っ
た
。

 

12
/4

/1
4 

（
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島

共
和
国

, 
マ
ル
タ

 &
 

IN
TE

R
C

A
R

G
O
）

 

D
R

I(
A

) 
br

iq
ue

tte
s, 

ho
t m

ou
ld

ed
以
外
の

D
R

I 
Fi

ne
s
の
定
義

に
必
要
と
さ
れ
る
情

報
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

4,
 D

SC
 1

1/
4/

1,
 D

SC
 1

1/
4/

10
 a

nd
 D

SC
 1

1/
19

 (a
nn

ex
 3

) 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
事
故
調
査
結
果
に
基
づ
き
、

4 
m

m
以
上
の
粒
子
を
含
む
場
合
は
イ
ナ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
運
送
す
べ
き
と
し
、

4 
m

m
以
上
の
粒
子
を
含
ま
な
い
場
合
は
、
連
続
機
械
通
風
で
も
イ
ナ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
も
運
送
で
き
る
と
し
て
い
る
。

 
  
船
倉
の
水
密
性
、
通
風
装
置
の
仕
様
（
防
爆
フ
ァ
ン
）
等
、
各
種
要
件
を
提
案
し
て
い
る
。

 
  
イ
ナ
ー
ト
ガ
ス
と
し
て
は
、
窒
素
を
使
用
す
べ
き
と
し
て
い
る
。

 

適
宜
対
処

 
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン

ス
グ
ル
ー
プ
が
設

立
さ
れ
継
続
審
議

と
な
っ
た
。

 

12
/4

/1
5 

（
カ
ナ
ダ
）

 
Se

lf-
un

lo
ad

er
 

ty
pe

 
ve

ss
el
で
の
石
炭
運

送
の

B
C
コ
ー
ド
の

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

B
C

 C
od

e 
20

04
, D

SC
 1

1/
4/

8,
 D

SC
 1

1/
19

, D
SC

 1
2/

4/
5 

an
d 

D
SC

 1
2/

4/
6 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 

適
宜
対
処

 
適
用
と
な
る
船
舶

（
甲
板
下
に

be
lt 

時
間
的
制
約
か
ら

審
議
さ
れ
な
か
っ

た
。
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要
件
の
改
正

 
  

Se
lf-

un
lo

ad
er
船
に
よ
る
石
炭
運
送
を
規
定
す
る
た
め
、
以
下
を
提
案
し
て
い
る
。

 
 
 
新

4.
2.

4
節
の
追
加

 
 
 
石
炭
の
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
改
正
案

 

co
nv

ey
or
を
有
す

る
Se

lf-
un

lo
ad

er
）

を
明
確
に
す
る
必

要
が
あ
る
。

 
12

/4
/1

6 
（
ド
イ
ツ
及
び
カ
ナ

ダ
）

 

成
型
さ
れ
た
硫
黄

（
固
体
）
の
分
類

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
D

SC
 1

1/
5/

1 
se

ct
io

n 
10

 a
nd

 IM
D

G
 C

od
e 

Sp
ec

ia
l P

ro
vi

si
on

 2
42

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

IM
D

G
 C

od
e
の
適
用
対
象
外
で
あ
る
成
型
さ
れ
た
硫
黄
を

G
ro

up
 C
貨
物
と
し
て
、
そ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を

B
C

 C
od

e
に
取
り
入
れ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

 

新
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

の
取
り
入
れ
に
は

賛
成
。
内
容
に
つ
い

て
は
適
宜
対
処
。
但

し
、
用
語
は
新

B
C

 
C

od
e
に
合
わ
せ
る

必
要
が
あ
る
旨
、

W
G
に
お
い
て
指

摘
し
て
差
し
支
え

な
い
。

 
U

N
 1

35
0
の
要
件

と
整
合
を
取
る
必

要
が
あ
る
。
ま
た
、

C
ha

ra
ct

er
is

tic
s
中

に
粒
径
（

Si
ze
）
は
、

運
送
実
態
を
考
慮

の
上
、
決
定
す
る
必

要
が
あ
る
。

 

時
間
的
制
約
か
ら

審
議
さ
れ
な
か
っ

た
。

 

12
/4

/1
7 

（
C

EF
IC
）

 
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

（
注
意
事
項
及
び
通

風
）

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
2/

4/
9 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

D
SC

 1
2/

4/
9（

C
G

 re
po

rt 
Pa

rt 
6）
に
あ
る
埃
に
対
す
る
要
件

"S
ta

nd
ar

d-
D

us
t-T

ex
t-2

"の
表
現
が
、
限
定
的
過
ぎ

る
と
し
て
、
「
ゴ
ー
グ
ル
」
を
「
ゴ
ー
グ
ル
ま
た
は
適
当
な
眼
の
保
護
具
」
に
修
正
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。 

適
宜
対
処

 
時
間
的
制
約
か
ら

審
議
さ
れ
な
か
っ

た
。

 

12
/4

/1
8 

（
日
本
）

 
B

C
コ
ー
ド
改
訂
案

に
つ
い
て
の
コ
メ
ン

ト
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

4/
8,

 D
SC

 1
2/

4/
9 

an
d 

D
SC

 1
2/

4/
10

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

C
G
で
検
討
が
行
わ
れ
た

B
C

 C
od

e
付
録

1（
個
別
エ
ン
ト
リ
ー
）
案
に
関
し
、
幾
つ
か
の
要
件
に
不
具
合
が
見

つ
か
っ
た
の
で
、
改
正
案
を
提
案
し
て
い
る
。

 

我
が
国
提
案
の
実

現
に
努
め
ら
れ
た

い
。

 
 

部
分
的
に
合
意
さ

れ
た
。

 

12
/IN

F.
4 

（
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
）

 
Te

ch
ni

ca
l r

ep
or

t o
n 

th
e 

sa
fe

ty
 is

su
es

 o
n 

th
e 

sh
ip

m
en

t o
f D

R
I 

Fi
ne

s 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
2/

4/
2 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

D
SC

 1
2/

4/
2
を
補
足
す
る
た
め
の

D
R

I F
in

es
に
関
す
る
技
術
資
料

 

適
宜
対
処

 
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン

ス
グ
ル
ー
プ
が
設

立
さ
れ
継
続
審
議

と
な
っ
た
。

 
12

/IN
F.

5 
（
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
）

 
Te

ch
ni

ca
l r

ep
or

t o
n 

th
e 

re
ac

tiv
ity

 o
f 

D
ire

ct
 R

ed
uc

ed
 Ir

on
 

(B
) 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
2/

4/
3 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

D
SC

 1
2/

4/
3
を
補
足
す
る
た
め
の

D
R

I (
B

) 
に
関
す
る
技
術
資
料

 

適
宜
対
処

 
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン

ス
グ
ル
ー
プ
が
設

立
さ
れ
継
続
審
議

と
な
っ
た
。

 
12

/IN
F.

6 
Te

st
 re

su
lts

 o
f D

R
I 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

適
宜
対
処

 
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
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（
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
）

 
fin

es
 a

nd
 D

R
I (

B
) 

D
SC

 1
1/

4/
2,

 D
SC

 1
1/

4/
3,

 D
SC

 1
1/

4/
4,

 D
SC

 1
2/

4/
2 

an
d 

D
SC

 1
2/

4/
3 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

D
SC

 1
2/

4/
1、

D
SC

 1
2/

4/
2
及
び

D
SC

 1
2/

4/
3
を
補
足
す
る
た
め
の
試
験
結
果
の
報
告

 

ス
グ
ル
ー
プ
が
設

立
さ
れ
継
続
審
議

と
な
っ
た
。

 
12

/5
 

（
日
本
）

 
B

C
コ
ー
ド
に
記
載

の
な
い
貨
物
に
関
す

る
要
件

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

19
, D

SC
 1

1/
4/

1,
 D

SC
 1

1/
5,

 D
SC

 1
1/

5/
1 

an
d 

D
SC

 1
2/

4/
5 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

B
C

 C
od

e
の
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
固
体
ば
ら
積
み
貨
物
の
運
送
に
係
る
要
件
（
新

1.
3
節
）

に
つ
い
て
は
、

C
G
で
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
考
慮
し
、
小
委
員
会
の
審
議
の
便
の
た
め
、
同
要
件

案
を
提
供
し
て
い
る
。

 
  

C
G
報
告
の
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
位
置
づ
け
に
係
る
要
件
（
新

1.
2
節
）
案
も
、
記
述
が
適
当
で
な
い
箇
所
が

あ
っ
た
た
め
、
代
替
案
を
示
し
て
い
る
。

 

我
が
国
提
案
の
説

明
に
努
め
ら
れ
た

い
。
以
下
、
適
宜
対

処
。

 

合
意
さ
れ
た
。

 

12
/6

 
（
リ
ト
ア
ニ
ア
）

 
個
品
危
険
物
に
関
す

る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ

ン
の
結
果
報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

.1
/C

irc
.1

20
2 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
個
品
危
険
物
に
関
す
る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
の
結
果
報
告

 
 

適
宜
対
処

 
ノ
ー
ト
さ
れ
た
。

 

12
/6

/1
 

（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）

 
個
品
危
険
物
に
関
す

る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ

ン
の
結
果
報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

.1
/C

irc
.1

20
2 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
個
品
危
険
物
に
関
す
る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
の
結
果
報
告

 

適
宜
対
処

 
ノ
ー
ト
さ
れ
た
。

 

12
/6

/2
 

（
カ
ナ
ダ
）

 
個
品
危
険
物
に
関
す

る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ

ン
の
結
果
報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

.1
/C

irc
.1

20
2 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
個
品
危
険
物
に
関
す
る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
の
結
果
報
告

 

適
宜
対
処

 
ノ
ー
ト
さ
れ
た
。

 

12
/6

/3
 

（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）

 
ピ
ー
ト
（
泥
炭
）
の

輸
送

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
N

on
e 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
ロ
ー
リ
ー
に
積
載
し
た
ピ
ー
ト
の
運
送
中
の
事
故
報
告
（

ro
-r

o
旅
客
船
の
甲
板
下
積
載
）
で
あ
る
。
同
様
の
事
象

は
他
の

ro
-r

o
旅
客
船
で
も
発
生
し
て
お
り
、
こ
の
事
故
は
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
。

 
  
ロ
ー
リ
ー
に
積
載
し
た
ピ
ー
ト
が
、
航
海
中
に
燻
焼
し
た
。
水
で
消
火
し
た
。

 
  
専
門
家
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
に
ピ
ー
ト
は
自
然
発
火
性
を
有
し
て
は
い
な
い
（
危
険
物
に
は
該
当
し
な
い
）

が
、
一
定
条
件
下
（
ス
ト
ッ
ク
パ
イ
ル
の
様
な
状
態
）
で
は
自
己
発
熱
性
を
有
し
て
い
る
。

 
  
ピ
ー
ト
の
積
載
に
際
し
て
は
、
熱
源
を
排
除
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
。
ま
た
、
船
会
社
は
ピ
ー
ト
を
危
険
物
と

同
様
に
解
放
区
域
に
積
載
し
て
い
る
。

 

適
宜
対
処

 
ノ
ー
ト
さ
れ
た
。

 

12
/6

/4
 

（
ベ
ル
ギ
ー
）

 
個
品
危
険
物
に
関
す

る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ

ン
の
結
果
報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

.1
/C

irc
.8

59
 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
個
品
危
険
物
に
関
す
る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
の
結
果
報
告

 

適
宜
対
処

 
ノ
ー
ト
さ
れ
た
。

 

12
/6

/5
 

（
カ
ナ
ダ
）

 
輸
送
用
コ
ン
テ
ナ
の

保
守
・
点
検

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
D

SC
 1

1/
6/

4 
an

d 
D

SC
 1

1/
19

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
危
険
物
を
収
納
し
た
コ
ン
テ
ナ
の
落
下
事
故
（

D
SC

 1
1/

6/
4）
の
原
因
は
、
コ
ン
テ
ナ
上
部
の
吊
上
用
部
材
（

C
or

ne
r 

）
変

考
該

適
宜
対
処

 
提
案
内
容
を
明
確

に
す
る
必
要
あ
り

（
パ
ラ

8）
。

 

M
SC
に
対
し
新
規

作
業
計
画
の
設
置

を
要
請
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
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Fi
tti

ng
s）
の
変
形
と
考
え
ら
れ
た
が
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
重
量
は
基
準
を
超
過
し
て
い
な
い
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

こ
の
変
形
は
、
事
故
以
前
に
発
生
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
  
コ
ン
テ
ナ
検
査
基
準
（

A
C

EP
）
の
見
直
し
、
ま
た
は
、

C
SC
条
約
に
規
定
さ
れ
る
状
態
の
良
い
コ
ン
テ
ナ
以
外

は
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
要
件
を

SO
LA

S
条
約
第

V
I/5

.5
規
則
に
追
加
（

C
SC

/C
irc

.1
34

 "
G

ui
da

nc
e 

on
 

se
rio

us
 d

ef
ic

ie
nc

ie
s i

n 
co

nt
ai

ne
rs
の
脚
注
引
用
を
含
む
）
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

 
12

/6
/6

 
（
オ
ラ
ン
ダ
）

 
個
品
危
険
物
に
関
す

る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ

ン
の
結
果
報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

.1
/C

irc
.1

20
2 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
個
品
危
険
物
に
関
す
る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
の
結
果
報
告

 

適
宜
対
処

 
ノ
ー
ト
さ
れ
た
。

 

12
/6

/7
 

（
ド
イ
ツ
）

 
個
品
危
険
物
に
関
す

る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ

ン
の
結
果
報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

.1
/C

irc
.1

20
2 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
個
品
危
険
物
に
関
す
る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
の
結
果
報
告

 
  

適
宜
対
処

 
ノ
ー
ト
さ
れ
た
。

 

12
/6

/8
 

（
ド
イ
ツ
）

 
C

M
V

 
Pu

nj
ab

 
Se

na
to

rの
船
上
で
の

爆
発
火
災

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
/C

irc
.3

6,
 D

SC
 1

1/
3/

9,
 D

SC
 1

1/
19

 a
nd

 D
SC

 1
2/

3/
10

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

20
05
年

5
月
に
ア
ジ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
け
て
航
行
中
の
コ
ン
テ
ナ
船

 “
Pu

nj
ab

 S
en

at
or

”で
発
生
し
た
、

積
み
荷
の
家
庭
用
電
気
機
器
に
使
用
さ
れ
る
ア
ル
カ
リ
蓄
電
池
（
ニ
ッ
ケ
ル
水
素
蓄
電
池
）
が
原
因
と
考
え
ら
れ

る
火
災
事
故
の
調
査
報
告
で
あ
る
。

 

D
SC

 1
2/

3/
10
参
照

 
D

SC
 1

2/
3/

10
参
照

 

12
/6

/9
 

（
米
国
）

 
個
品
危
険
物
に
関
す

る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ

ン
の
結
果
報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

.1
/C

irc
.1

20
2 

an
d 

D
SC

 1
1/

6/
8 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
個
品
危
険
物
に
関
す
る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
の
結
果
報
告

 

適
宜
対
処

 
ノ
ー
ト
さ
れ
た
。

 

12
/6

/1
0 

（
チ
リ
）

 
個
品
危
険
物
に
関
す

る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ

ン
の
結
果
報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

.8
59

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
個
品
危
険
物
に
関
す
る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
の
結
果
報
告

 

適
宜
対
処

 
ノ
ー
ト
さ
れ
た
。

 

12
/6

/1
1 

（
韓
国
）

 
個
品
危
険
物
に
関
す

る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ

ン
の
結
果
報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

.1
/C

irc
.1

20
2 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
個
品
危
険
物
に
関
す
る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
の
結
果
報
告

 

適
宜
対
処

 
ノ
ー
ト
さ
れ
た
。

 

12
/6

/1
2 

（
事
務
局
）

 
個
品
危
険
物
に
関
す

る
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ

ン
の
結
果
報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

 1
2/

6,
 D

SC
 1

2/
6/

1,
 D

SC
 1

2/
6/

2,
 D

SC
 1

2/
6/

4,
 D

SC
 1

2/
6/

6,
 D

SC
 1

2/
6/

7,
 D

SC
 1

2/
6/

9,
 D

SC
 1

2/
6/

10
 

an
d 

D
SC

 1
2/

6/
11

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
各
国
か
ら

D
SC

 1
2
に
提
出
さ
れ
た

C
IP
の
結
果
を
と
り
ま
と
め
た
ま
の
で
あ
る
。

 

適
宜
対
処

 
ノ
ー
ト
さ
れ
た
。

 

12
/7

 
（
英
国
）

 
R

ev
is

ed
 

C
ha

pt
er

 
7 

of
 th

e 
SP

S 
C

od
e 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

12
/3

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

D
SC

 1
1
で
申
し
出
た
と
お
り
、火
薬
類
に
限
ら
な
い
全
て
の
ク
ラ
ス
の
危
険
物
の
運
送
に
適
用
す
る
た
め
の

SP
S

適
宜
対
処

 
合
意
さ
れ
た
。
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コ
ー
ド
の
第

7
章
改
正
案
を
提
案
し
て
い
る
。

 
  
当
該
船
舶
で
の
使
用
を
目
的
と
し
て
運
送
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
危
険
物
の
運
送
は

IM
D

G
コ
ー
ド
の
要
件
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
危
険
物
は

IM
D

G
コ
ー
ド
の
規
定
を
考
慮
の
上
、
安
全
に
取
り
扱
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。

 
12

/8
 

（
ロ
シ
ア
）

 
R

us
si

an
 

ru
le

s 
fo

r 
sa

fe
 

ca
rr

ia
ge

 
of

 
ca

rg
oe

s b
y 

se
a,

 fo
rm

 
fo

r 
ca

rg
o 

in
fo

rm
at

io
n 

an
d 

m
et

ho
d 

of
 

ca
lc

ul
at

io
n 

of
 

no
n-

sh
ift

 
cr

ite
rio

n 
fo

r 
st

ru
ct

ur
iz

in
g 

ca
rg

oe
s, 

re
le

va
nt

 t
o 

sp
ec

ia
liz

ed
 

ca
rg

oe
s 

an
d 

re
gi

on
al

 tr
ad

e 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

R
eg

ul
at

io
ns

 
Ⅵ

/1
.2

, 
Ⅵ

/2
 

an
d 
Ⅵ

/5
 

of
 

SO
LA

S-
74

 
as

 
am

en
de

d,
 

M
SC

/C
irc

.6
63

, 
M

SC
/C

irc
.7

45
, 

R
eg

ul
at

io
ns

 A
.8

62
(2

0)
 A

pp
en

di
x 

5,
 M

SC
 7

7/
25

/4
, S

LS
.1

8/
C

irc
.2

4,
 S

LS
.1

5/
C

irc
.1

03
, M

SC
 7

8/
13

/1
, D

SC
 

10
/7

/1
, D

SC
 1

0/
IN

F.
4,

 D
SC

 1
0/

17
 p

ar
ag

ra
ph

s 
7.

5 
an

d 
7.

6,
 D

SC
 1

0/
17

 p
ar

ag
ra

ph
 7

.5
 a

nd
 D

SC
 1

0/
19

 
pa

ra
gr

ap
h 

10
.4

 a
nd

 1
0.

5 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
［
経
緯
］

 
ロ
シ
ア
は
、
不
定
形
物
品
の
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
上
等
に
お
け
る
荷
崩
れ
防
止
に
関
す
る
要
件
の

C
SS

 C
od

e
へ
の
取
り
入
れ
を
提
案
し
た
が
、

C
SS

 C
od

e
の
改
正
は
不
要
（
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
等
に
お
け
る
物
品
の
荷

崩
れ
は
、

C
SS

 C
od

e
の
対
象
外
）
と
、

D
SC

 1
0
で
判
断
さ
れ
、
貨
物
情
報
及
び
荷
崩
れ
防
止
措
置
に
つ
い
て
は
、

M
SC

/C
irc

ul
ar
を
作
成
す
べ
き
と
さ
れ
た
。

D
SC

 1
1
に
は
提
案
が
無
く
、
議
題
の
目
標
年
を
一
年
延
長
し
、

20
07
年

と
し
た
。

 
  

M
SC

/C
irc

ul
ar
案
と
し
て
、
ロ
シ
ア
の
基
準
の
紹
介
を
添
え
て
い
る
。

 

ロ
シ
ア
の
基
準
の

紹
介
で
あ
る
の
で
、

特
に
強
く
反
対
す

る
必
要
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
が
、
こ

の
提
案
文
書
で
紹

介
さ
れ
て
い
る

R
U

LE
S 

FO
R

 
SA

FE
 

C
A

R
R

IA
G

E 
O

F 
C

A
R

G
O

ES
 

B
Y

 
SE

A
を
見
る
と
、

B
C

 C
od

e
に
記
載

さ
れ
て
い
る
貨
物

の
う
ち
、

pi
g 

iro
n

及
び

sc
ra

p 
m

et
al

を
ば
ら
積
み
貨
物

で
は
な
く

a 
di

sc
re

te
 

st
ru

ct
ur

e
に
分
類
し
、

pa
ck

ag
in

g
や

pa
ck

ag
e
等
の
言
葉

の
用
法
が

IM
D

G
 

C
od

e
と
異
な
る
な

ど
、
他
の
規
則
と
の

整
合
性
に
問
題
が

あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
よ
っ
て
、

M
SC

/C
irc

ul
ar
と

し
て
回
章
す
る
の

で
あ
れ
ば
、

B
C

 
C

od
e
の
強
制
化
を

踏
ま
え
、
各
種
規
則

と
の
表
現
の
整
合

を
図
る
べ
き
と
考

え
ら
れ
る
旨
を
指

摘
し
て
は
ど
う
か
。

 

継
続
審
議
と
な
っ

た
。
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12
/1

0 
(W

G
議
長

) 
コ
ン
テ
ナ
固
縛
時
の

安
全
作
業
環
境
の
整

備
に
関
す
る
ガ
イ
ダ

ン
ス
：

D
SC

 1
1
で
開

催
さ
れ
た

W
G
の
報

告
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 
11

/1
3,

 
D

SC
 

11
/1

0 
re

so
lu

tio
n 

A
.7

14
(1

7)
, 

M
SC

/C
irc

.6
64

, 
M

SC
/C

irc
.7

45
, 

M
SC

/C
irc

.8
86

 a
nd

 
M

SC
/C

irc
.1

02
6 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

D
SC

 1
1
に
お
け
る

W
G
の
結
果
で
あ
り
、
以
下
の
改
正
案
等
を
用
意
し
た
。

 
(1

) 
M

SC
/C

irc
.7

45
 "

R
ev

is
ed

 G
ui

de
lin

es
 f

or
 t

he
 p

re
pa

ra
tio

n 
of

 C
ar

go
 S

ec
ur

in
g 

M
an

ua
l"
の
改
正
案

（
A

N
N

EX
 1
）

 
- 

PR
EA

M
B

LE
の
第

4
節
を
追
加

 
- 

1.
2.

8
節
（

C
ar

go
 S

af
e 

A
cc

es
s P

la
n）
を
追
加

 
- 
第

5
章
（

C
ar

go
 S

af
e 

A
cc

es
s P

la
n）
を
追
加

 
(2

) 
C

SS
 C

od
e
の
改
正
案
（

A
N

N
EX

 2
）
具
体
的
に
は
、

A
pp

en
di

x 
3
と
し
て

C
SS

 C
od

e
に
収
録
さ
れ
て
い

る
A

.5
33

(1
3)

 "
El

em
en

ts
 to

 b
e 

ta
ke

n 
in

to
 a

cc
ou

nt
 w

he
n 

co
ns

id
er

in
g 

th
e 

sa
fe

 s
to

w
ag

e 
an

d 
se

cu
rin

g 
of

 
ca

rg
o 

un
its

 a
nd

 v
eh

ic
le

s i
n 

sh
ip

s"
の
改
正
（

C
ar

go
 S

af
e 

A
cc

es
s P

la
n
へ
の
言
及
）
及
び
新

A
N

N
EX
（
こ

こ
で
は
骨
子
の
み
）
の
追
加
を
提
案
し
て
い
る
。

 
な
お
、

A
pp

en
di

x 
4
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る

A
.5

81
(1

4)
 の
改
正
案
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
提
案

D
SC

 1
1/

10
 

"A
M

EN
D

M
EN

TS
 

TO
 

TH
E 

C
SS

 C
O

D
E,

 
Pr

op
os

al
 

on
 

re
vi

si
ng

 
th

e 
G

ui
de

lin
es

 
fo

r 
se

cu
rin

g 
ar

ra
ng

em
en

ts
 fo

r t
he

 tr
an

sp
or

t o
f r

oa
d 

ve
hi

cl
es

 o
n 

ro
-r

o 
sh

ip
s 

(r
es

ol
ut

io
n 

A
.5

81
(1

4)
)"
（
我
が
国
の
方

針
：
適
宜
対
処
（
合
意
し
て
差
し
支
え
な
い
）
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
コ
ン
テ
ナ
の
安
全
荷
役
と
は
関

係
な
い
。

 
(3

) 
M

SC
/C

irc
.8

86
 "R

ec
om

m
en

da
tio

n 
on

 S
af

et
y 

of
 P

er
so

nn
el

 D
ur

in
g 

C
on

ta
in

er
 S

ec
ur

in
g 

O
pe

ra
tio

ns
" 
の

改
正
案
（

A
N

N
EX

 3
）

 
- 
表
紙
に
一
節
（
経
緯
説
明
）
追
加

 
- 

A
N

N
EX
に
第

6
節
（

C
SS

 C
od

e
改
正
に
言
及
）
及
び
第

7
節
（
コ
ン
テ
ナ
固
定
作
業
の
危
険
性
に
言

及
）
を
追
加

 
 

C
SS

 C
od

e
の
改
正
案
を
さ
ら
に
検
討
す
る
た
め
の

C
G
の
設
置
を
提
案
（

D
SC

 1
1
で
承
認
済
）
。

 

適
宜
対
処

 
継
続
審
議
と
な
っ

た
。

 

12
/1

0/
1 

（
英
国
）

 
コ
ン
テ
ナ
固
縛
時
の

安
全
作
業
環
境
の
整

備
に
関
す
る
ガ
イ
ダ

ン
ス
：

C
G
の
報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

13
 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

C
G
の
報
告
。

A
N

N
EX

 1
に

C
SS

 C
od

e
の
新

A
nn

ex
案
と
し
て

 “
G

ui
da

nc
e 

on
 p

ro
vi

di
ng

 s
af

e 
w

or
ki

ng
 

co
nd

iti
on

s f
or

 se
cu

rin
g 

of
 c

on
ta

in
er

s”
 を
示
し
て
い
る
。
ガ
イ
ダ
ン
ス
案
は

C
ar

go
 S

af
e 

A
cc

es
s a

nd
 S

ec
ur

in
g 

Pl
an

 （
C

SA
P）
を
策
定
す
る
た
め
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
あ
り
、
章
立
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
：

 
1:

 
 

A
im

 
2:

 
 

Sc
op

e 
3:

 
 

G
en

er
al

 
 

3.
1:

 
 

In
tro

du
ct

io
n 

 
3.

2:
 

 
R

ec
om

m
en

da
tio

ns
 o

n 
sa

fe
ty

 o
f p

er
so

nn
el

 d
ur

in
g 

se
cu

rin
g 

op
er

at
io

ns
 (M

SC
/C

irc
.8

86
) 

 
3.

3:
 

 
C

ar
go

 S
af

e 
A

cc
es

s a
nd

 S
ec

ur
in

g 
Pl

an
 (C

SA
P)

 
 

3.
4:

 
 

D
es

ig
n,

 O
pe

ra
tio

n 
an

d 
M

ai
nt

en
an

ce
 

 
3.

5:
 

 
Tr

ai
ni

ng
 

4:
 

 
Sa

fe
 A

cc
es

s a
nd

 C
ar

go
 S

ec
ur

in
g 

R
eq

ui
re

m
en

ts
 

5:
 

 
R

es
po

ns
ib

ili
tie

s 
 

5.
1:

 
 

D
es

ig
ne

rs
 

適
宜
対
処

 
（
ガ
イ
ダ
ン
ス
そ

の
も
の
の
策
定
に

は
賛
成
。
し
か
し
、

ガ
イ
ダ
ン
ス
に
船

舶
の
設
備
（
構
造
）

要
件
が
含
ま
れ
て

お
り
、
当
該
要
件
の

既
存
船
へ
の
適
用

を
避
け
る
べ
く
対

応
す
る
必
要
が
あ

る
。
し
か
し
な
が

ら
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
の

取
り
扱
い
（
そ
の
ス

テ
ー
タ
ス
：
強
制

or
 

あ
く
ま
で
も
ガ
イ

継
続
審
議
と
な
っ

た
。

 

- 42 -



 

 
 

 
5.

2:
 

 
Sh

ip
bu

ild
er

s 
6:

 
 

D
es

ig
n 

 
6.

0:
 

 
G

en
er

al
 D

es
ig

n 
C

on
si

de
ra

tio
ns

 fo
r S

hi
pb

ui
ld

er
s a

nd
 S

hi
p 

D
es

ig
ne

rs
 

 
6.

1:
 

 
La

sh
in

g 
Pl

at
fo

rm
 D

es
ig

n 
 

6.
2:

 
 

Fe
nc

in
g 

de
si

gn
 

 
6.

3:
 

 
La

dd
er

 a
nd

 M
an

ho
le

 D
es

ig
n 

 
6.

4:
 

 
Tw

is
tlo

ck
 D

es
ig

n 
 

6.
5:

 
 

La
sh

in
g 

B
ar

 D
es

ig
n 

 
6.

6:
 

 
St

or
ag

e 
B

in
s a

nd
 L

as
hi

ng
 E

qu
ip

m
en

t S
to

w
ag

e 
D

es
ig

n 
 

6.
7:

 
 

Pr
ov

is
io

n 
of

 S
af

e 
A

cc
es

s (
D

es
ig

n)
 

 
6.

8:
  

Li
gh

tin
g 

D
es

ig
n 

 
6.

9:
 

 
La

sh
in

g 
G

ea
r a

nd
 E

qu
ip

m
en

t 
7:

 
 

O
pe

ra
tio

na
l P

ro
ce

du
re

s 
 

7.
1:

 
 

Fa
ilu

re
 to

 P
ro

vi
de

 S
af

e 
La

sh
in

g 
St

at
io

ns
 O

nb
oa

rd
 / 

C
ar

ry
 O

ut
 L

as
hi

ng
 b

y 
Po

rt 
W

or
ke

rs
 

 
7.

2:
 

 
C

on
ta

in
er

 S
to

w
ag

e 
 

7.
3:

 
 

C
on

ta
in

er
sh

ip
 C

on
di

tio
n 

R
ep

or
t 

 
7.

4:
 

 
La

sh
in

g 
G

ea
r a

nd
 T

w
is

tlo
ck

 
 

7.
5:

 
 

C
on

ta
in

er
 D

ec
k 

W
or

ki
ng

 
8:

 
 

Sp
ec

ia
liz

ed
 C

on
ta

in
er

 S
af

et
y 

D
es

ig
n 

9:
 

 
R

ef
er

en
ce

 
A

pp
en

di
x:

 V
ES

SE
L 

C
O

N
D

IT
IO

N
 R

EP
O

R
T 

  
A

pp
en

di
x 

2
に
検
討
事
項
（

C
G
で
合
意
で
き
な
か
っ
た
事
項
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。

 

ダ
ン
ス
？
）
が
曖
昧

で
あ
り
、
取
り
扱
い

に
関
す
る
議
論
を

注
視
し
な
が
ら
、
適

宜
、
強
制
化
及
び
現

存
船
へ
の
適
用
を

反
対
す
る
。

 

12
/1

0/
2 

（
IC

H
C

A
 

In
te

rn
at

io
na

l）
 

コ
ン
テ
ナ
固
縛
時
の

安
全
作
業
環
境
の
整

備
に
関
す
る
ガ
イ
ダ

ン
ス
：
調
査
研
究
“
コ

ン
テ
ナ
固
縛
作
業
を

行
う
者
の
安
全
の
た

め
の
コ
ン
テ
ナ
船
の

リ
ス
ク
評
価
”
に
よ

り
得
た
結
果
の
報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
2/

10
 a

nd
 D

SC
 1

2/
10

/1
 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

IC
H

C
A
は

C
G
の
作
業
に
か
か
わ
る
と
同
時
に
、
研
究
事
業
と
し
て
世
界
中
の
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
対
象
に

質
問
状
を
送
り
コ
ン
テ
ナ
固
縛
時
の
作
業
環
境
に
関
す
る
現
状
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
調
査
結
果
の
要
約
を
本
文

書
の

A
N

N
EX
と
し
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
調
査
研
究
の
最
終
報
告
は
、

10
月
に
開
催
さ
れ
る
組
織
内
の
会
議
に

て
承
認
を
受
け
た
後
に
出
版
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

 

適
宜
対
処

 
 

12
/1

1 
12

/IN
F.

3 
（
ド
イ
ツ
）

 

B
C
コ
ー
ド
補
足
書

8 
の
改
訂

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
D

SC
 1

2/
IN

F.
3,

 D
SC

 1
0/

4/
4,

 D
SC

 1
0/

17
 a

nd
 M

SC
 8

1/
25

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
船
上
に
お
け
る
殺
虫
剤
の
安
全
使
用
勧
告
（

19
96
版
）
の

B
C

 C
od

e
へ
の
収
録
の
た
め
の
改
正
案
を
示
し
て
い

る
。
基
礎
と
な
る
勧
告
は

B
C

 C
od

e 
20

04
年
版
（

M
SC

.1
93

(7
9)
）
の

P3
92
～

41
4
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

 
  
オ
ゾ
ン
層
破
壊
の
観
点
か
ら
使
用
が
禁
止
さ
れ
る
臭
化
メ
チ
ル
に
関
す
る
記
述
の
削
除
を
提
案
し
て
い
る
。

 

適
宜
対
処

 
提
案
文
書
に
あ
る

勧
告
は
、
独
立
の

M
SC

/C
irc

ul
ar
と

し
て
強
制

B
C

 
C

od
e
に
は
含
め
な

い
こ
と
を
明
確
に

し
、
且
つ
、
読
者
の

利
便
性
の
た
め
、

B
C

 C
od

e
と
同
時

に
刊
行
す
べ
き
旨

を
指
摘
す
る
。

 

合
意
さ
れ
た
。
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12
/1

2 
（
日
本
）

 
SO

LA
S

及
び

20
00

H
SC
コ
ー
ド
に

お
け
る
個
品
危
険
物

の
運
送
に
関
す
る
要

件
の
適
用
：

C
G
の
報

告
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

3,
 D

SC
 1

1/
19

, M
SC

 8
0/

23
/3

 a
nd

 M
SC

 8
1/

23
/5

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
括
弧
内
の
番
号
は
、
提
案
文
書
の
節
番
号

 
(3

-5
) 

概
要

C
G
へ
の
付
託
事
項

 
 

C
G
へ
の
付
託
事
項
（

Te
rm

s o
f R

ef
er

en
ce

: T
O

R
）
は
以
下
の
通
り
。

 
TO

R
 1

.1
: 

U
N

 2
21

1
及
び

U
N

 3
31

4
の
通
風
へ
の
防
爆
要
件
の
適
用
の
検
討

 
TO

R
 1

.2
: 

H
SC

 C
od

e 
7.

17
に
お
け
る
引
火
点
基
準
の
改
正
（

61
°か
ら

60
°へ
）

 
TO

R
 2

: 
SO

LA
S
条
約
第

II
-2
章

19
.3
表
の
改
正
の
検
討

 
TO

R
 3

: 
20

00
 H

SC
 C

od
e 

7.
17

-3
表
の
改
正
案
の
作
成

 
TO

R
 4

.1
: 

TO
R

 2
及
び

3
に
よ
る
改
正
の
現
存
船
へ
の
遡
及
適
用
の
検
討

 
TO

R
 4

.2
: 
適
合
書
式
の
標
準
書
式
に
関
す
る

M
SC

/C
irc

ul
ar
案
の
作
成
（

M
SC

/C
irc

.1
02

7
の
改
正
）

 
TO

R
 5

: 
D

SC
 1

2
へ
の
報
告

 
(6

-8
) 

SO
LA

S
条
約
第

II
-2
章

19
.3
表
の
改
正
（

TO
R

 2
）

 
 

C
G
で
は
、
副
次
危
険
性
を
も
考
慮
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
表
と
、
副
次
危
険
性
に
直
接
言
及
し
な
い
表

（
M

SC
 8

1/
23

/5
に
あ
る
表
の
修
正
版
）
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
、
我
が
国
提
案
に
基
づ
く
後
者
の
表
を
用
い

る
こ
と
で
合
意
し
た
。

 
備
考

 
M

SC
 8

1/
23

/5
に
は
、
副
次
危
険
性
の
観
点
以
外
に
も
、
高
引
火
点
の
貨
物
に
通
風
装
置
の
防
爆

を
要
求
す
る
改
正
案
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
我
が
国
の
意
図
で
は
な
く
、

D
SC

 1
1
に

お
い
て
、
間
違
い
で
あ
る
旨
を
説
明
し
た
。

M
SC

 8
0/

23
/3
で
は
、
こ
う
し
た
要
件
の
適
用
範
囲

の
拡
大
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

 
(9

-1
0)

 
引
火
点
基
準
（

TO
R

 1
.2
）

 
 

SO
LA

S
条
約
第

II
-2
章

19
.3
表
及
び

20
00

 H
SC

 C
od

e 
7.

17
-3
表
に
お
け
る
引
火
点
基
準
は
、

60
°C
に
変
更

す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。

 
(1

1-
12

) 
U

N
 2

21
1
及
び

U
N

 3
31

4
へ
の
通
風
防
爆
要
件
の
適
用
（

TO
R

 1
.2
）

 
 

C
la

ss
 9
の
二
物
質

U
N

 2
21

1「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ビ
ー
ズ
（
発
泡
成
型
用
の
も
の
で
､
引
火
性
蒸
気
を
発
生
す
る

も
の
）
［
ポ
リ
ス
チ
レ
ン
ビ
ー
ズ
等
］
」
及
び

U
N

 3
31

4「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
型
用
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
（
塊
状
､
シ
ー

ト
状
､
縄
状
の
も
の
で
あ
つ
て
引
火
性
蒸
気
を
発
生
す
る
も
の
）
」
に
通
風
装
置
の
防
爆
（

SO
LA

S 
II

-2
/1

9.
3.

4.
2

等
）
を
適
用
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
具
体
的
に
は
、
表
の
当
該
規
則
の

C
la

ss
 9
へ
の
適
用
の
欄
に
適
用
の
印

を
入
れ
、
こ
れ
に
関
す
る
注
釈
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
二
物
質
に
の
み
適
用
す
る
案
を
作
成
し
た
。

 
(1

3-
14

) 
適
用
表
改
正
案
の
作
成
（

TO
R

 2
 &

 T
O

R
 3
）

 
 
以
上
に
基
づ
き
、

SO
LA

S
条
約
第

II
-2
章

19
.3
表
（

A
nn

ex
 1
）
及
び

20
00

 H
SC

 C
od

e 
7.

17
-3
表
（

A
nn

ex
  

2）
の
改
正
案
を
作
成
し
た
。

 
(1

5 ～
22

) 
現
存
船
へ
の
遡
及
適
用
（

TO
R

 4
.1
）

 
 
改
正
し
た
表
を
現
存
船
に
も
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
合
意
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
改
正
し

た
表
の
適
用
は
、
適
合
証
書
の
改
正
と
合
わ
せ
る
方
が
混
乱
が
な
い
と
の
理
解
の
下
、
適
用
は
「
発
効
日
か
ら
最

初
の
検
査
ま
で
」
と
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
遡
及
適
用
の
方
法
と
し
て
は
、

M
SC

/C
irc

ul
ar
よ
り
も

SO
LA

S
条
約
第

II
-2
章
第

1
規
則
の
改
正
の
方
が
適
当
と
の
考
え
に
合
意
し
、

SO
LA

S
条
約
第

II
-2
章
第

19
規
則
（
旧

第
54
規
則
）
の
改
正
・
適
用
の
経
緯
を
整
理
し
た
う
え
で
（

A
nn

ex
 3
）
、

SO
LA

S
条
約
第

II
-2
章
第

1
規
則
の

改
正
案
（

A
nn

ex
 4
）
を
作
成
し
た
。

 
(2

3～
26

) 
適
合
証
書
の
標
準
書
式
（

TO
R

 4
.2
）

 

適
宜
対
処

 
SO

LA
S
条
約
及
び

H
SC
コ
ー
ド
の
改

正
案
が
作
成
さ
れ

た
。

 

- 44 -



 

 
 

 
H

SC
 C

od
e
の
改
正
に
経
緯
を
整
理
し
た
上
で
（

A
nn

ex
 5
）
、
改
正
し
た
表
に
合
わ
せ
た
適
合
証
書
の
標
準
書

式
に
関
す
る
改
正

M
SC

/C
irc

ul
ar
の
案
（

A
nn

ex
 6
）
を
作
成
し
た
。

 
(2

7～
33

) 
C

la
ss

 4
.1
物
質
の
通
風
装
置
の
防
爆
要
件

 
 
本
件
は

C
G

 の
付
託
事
項
に
は
な
い
。

 
 

C
la

ss
 4

.1
の

5
物
質
に
つ
い
て
、
通
風
装
置
の
防
爆
要
件
（

SO
LA

S
条
約
第

II
-2
章
第

19
.3

.4
.2
等
）
の
適
用

に
つ
い
て
意
見
が
あ
り
、

C
G
に
図
っ
た
と
こ
ろ
、

U
N

 3
17

5「
固
体
（
引
火
性
液
体
を
含
有
す
る
も
の
）
（

10
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
引
火
性
液
体
（
容
器
等
級
が

Iの
も
の
を
除
く
。
）
を
吸
収
し
た
固
体
物
質
で
あ
っ
て
、

密
閉
さ
れ
た
小
容
器
に
収
納
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
（
他
に
品
名
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
｡
）
」
に

つ
い
て
は
適
用
す
べ
き
こ
と
で
合
意
し
た
。
ま
た
、

U
N

 2
92

6 
&

 U
N

 3
17

9
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
を
要
す

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
上
記
の
表
の
さ
ら
な
る
改
正
の
案
を
示
し
、
小
委
員
会
に
検
討
を
求
め
る
こ

と
に
し
た
。

 
(3

4～
36

) 
C

la
ss

 3
危
険
物
の
容
器
等
級
と
の
関
係
に
お
け
る
引
火
点
基
準
の
改
正

 
 

C
la

ss
 3
危
険
物
の
容
器
等
級
の
引
火
点
基
準
と
の
整
合
の
た
め
の

II
-2

/1
9.

3
表
等
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
小
委

員
会
に
検
討
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
。

 
12

/1
2/

1 
（
英
国
）

 
SO

LA
S

及
び

20
00

H
SC
コ
ー
ド
に

お
け
る
個
品
危
険
物

の
運
送
に
関
す
る
要

件
の
適
用
：

C
G
報
告

へ
の
コ
メ
ン
ト

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
0/

3/
21

, D
SC

 1
1/

3,
 D

SC
 1

1/
19

, D
SC

 1
2/

2,
 D

SC
 1

2/
12

, M
SC

 8
0/

23
/3

 a
nd

 M
SC

 8
1/

23
/5

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

C
G
報
告
に
関
し
次
の
点
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
す
る
。

 
 
 
要
件
の
適
用
基
準
と
な
る
引
火
点
の
範
囲
を

IM
D

G
コ
ー
ド
の
引
火
性
液
体
の
容
器
等
級
判
定
基
準
に
合
わ

せ
「

< 
23
℃
」
と
「

  
23
℃

  
 6

0℃
」
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

 
 
 
「

> 
60
℃
」
は
使
用
す
べ
き
で
は
な
い
。

 
 
 
特
定
の
国
連
番
号
の
引
用
を
行
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
（

R
e-

cl
as

si
fic

at
io

n
等
）

 

適
宜
対
応

 
（

D
SC

 1
2/

3/
12
を

考
慮
の
上
検
討
の

必
要
が
あ
る
。
）

 

SO
LA

S
条
約
及
び

H
SC
コ
ー
ド
の
改

正
案
が
作
成
さ
れ

た
。

 

12
/1

4 
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）

 
材
木
運
搬
船
の
た
め

の
安
全
訓
練
コ
ー
ド

-規
則

A
.7

15
(1

7)
の

改
訂
の
枠
組
み
及
び

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

R
es

ol
ut

io
n 

A
.7

15
(1

7)
-C

od
e 

of
 S

af
e 

Pr
ac

tic
e 

fo
r S

hi
ps

 C
ar

ry
in

g 
Ti

m
be

r D
ec

k 
C

ar
go

es
, 1

99
1 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  
第

4
節
で
、
今
後
の
審
議
の
進
め
方
を
提
案
し
て
い
る
。

 
  

A
N

N
EX

 1
に
改
正

C
od

e
の
骨
子
、

A
N

N
EX

 2
に
試
験
法
の
概
要
が
示
さ
れ
て
い
る
。

 

適
宜
対
処

 
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン

ス
グ
ル
ー
プ
が
設

立
さ
れ
継
続
審
議

と
な
っ
た
。

 

D
SC

 1
2/

15
 

(I
A

C
S)

 
C

ar
go

 
Se

cu
rin

g 
M

an
ua

l の
承
認
に
つ

い
て
の
フ
ォ
ー
ム
及

び
手
順

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

 8
2/

24
(p

ar
ag

ra
ph

 2
1.

12
), 

M
SC

 8
2/

21
/1

6 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

M
SC

 8
2/

21
/1

6 
"D

SC
 - 

W
O

R
K

 P
R

O
G

R
A

M
M

E,
 C

ha
pt

er
 V

I a
nd

 c
ha

pt
er

 V
II

 o
f t

he
 S

O
LA

S 
C

on
ve

nt
io

n,
 

as
 a

m
en

de
d,

 F
or

m
 a

nd
 p

ro
ce

du
re

 o
f a

pp
ro

va
l o

f C
ar

go
 S

ec
ur

in
g 

M
an

ua
l"

 に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

 
(1

) 
SO

LA
S
改
正
で
は
な
く
、

M
SC

/C
irc

.7
45
を
改
正
す
べ
き
。

 
(2

) 
英
語
の

C
SM
を
備
え
る
よ
う
規
定
す
べ
き
。

 
(3

) 
C

SM
の
偽
造
（

fa
ls

ifi
ca

tio
n）
が
あ
る
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
観
点
か
ら
規
則
を
変
え

る
前
に
、
偽
造
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
べ
き
。

 
(4

) 
偽
造
が
あ
る
と
し
て
も
、

M
SC

 8
1/

21
/1

6
で
示
し
た
方
法
の
他
に
、
適
当
な
偽
造
防
止
の
方
法
が
あ
る
は

ず
。
よ
っ
て
、

M
SC

 8
1/

21
/1

6
の

A
N

N
EX
に
あ
る
改
正
案
に
は
反
対
。

 

適
宜
対
処

 
M

SC
 8

2/
21

/1
6（
ロ

シ
ア
）
よ
り
も
、

D
SC

 1
2/

15
の
方
が

妥
当
と
考
え
ら
れ

る
。
よ
っ
て
、

IA
C

S
案
を
支
持
し
て
差

し
支
え
な
い
。

 

合
意
さ
れ
な
か
っ

た
。

 

D
SC

 1
2/

18
 

（
ロ
シ
ア
）

 
そ
の
他
の
議
題
：

19
72
年
安
全
な
コ
ン

テ
ナ
に
関
す
る
国
際

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

C
SC

 re
gu

la
tio

n 
2.

2(
a)

 
【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 

適
宜
対
処

 
合
意
さ
れ
な
か
っ

た
。
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条
約

(C
SC

) 
– 
コ
ン

テ
ナ
を
検
査
す
る
能

力
に
関
す
る

C
SC
規

定
の
明
確
化

 

  
C

SC
条
約
附
属
書

I第
2.

2(
a)
規
則
は
承
認
さ
れ
た
コ
ン
テ
ナ
の
所
有
者
は
、
運
航
状
況
に
応
じ
た
間
隔
で
、
関

係
締
約
国
が
定
め
又
は
承
認
す
る
手
続
き
に
従
い
、
コ
ン
テ
ナ
を
検
査
し
又
は
検
査
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

規
定
し
て
い
る
。

 
  
近
年
の
状
況
で
は
、
新
規
に
コ
ン
テ
ナ
を
所
有
し
た
者
が
コ
ン
テ
ナ
の
検
査
に
関
す
る
経
験
を
十
分
に
有
し
て
い

な
い
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
規
則
で
は
、
保
守
管
理
の
権
限
を
所
有
者
が
有
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ

る
た
め
、
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。

 
  
よ
っ
て
、
同
規
則
を
以
下
の
よ
う
に
改
正
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
“T

he
 o

w
ne

r o
f a

n 
ap

pr
ov

ed
 c

on
ta

in
er

 s
ha

ll 
ex

am
in

e 
th

e 
co

nt
ai

ne
r o

r  h
av

e 
it 

ex
am

in
ed

 in
 a

cc
or

da
nc

e 
w

ith
 

th
e 

pr
oc

ed
ur

e 
ei

th
er

 p
re

sc
rib

ed
 o

r a
pp

ro
ve

d 
by

 th
e 

C
on

tra
ct

in
g 

Pa
rty

 c
on

ce
rn

ed
, a

t i
nt

er
va

ls
 a

pp
ro

pr
ia

te
 to

 
op

er
at

in
g 

co
nd

iti
on

s.”
 

  
本
改
正
に
よ
り
、
コ
ン
テ
ナ
所
有
者
に
保
守
管
理
の
権
限
を
与
え
る
か
否
か
は
所
有
者
の
経
験
・
能
力
を
考
慮
の

上
、
締
約
国
政
府
が
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
る
。

 
D

SC
 1

2/
18

/1
 

（
ロ
シ
ア
）

 
そ
の
他
の
議
題
：

19
72
年
安
全
な
コ
ン

テ
ナ
に
関
す
る
国
際

条
約

(C
SC

) 
– 

 
Pr

ep
ar

at
io

n 
of

 
re

co
m

m
en

da
tio

ns
 

on
 

th
e 

sc
op

e 
an

d 
pr

in
ci

pl
es

 
of

 
co

nt
in

uo
us

 
ex

am
in

at
io

n 
pr

og
ra

m
m

es
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

In
te

rn
at

io
na

l C
on

ve
nt

io
n 

fo
r S

af
e 

C
on

ta
in

er
s (

C
SC

), 
19

72
, a

s a
m

en
de

d,
 C

SC
/C

irc
.1

34
 

【
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

 
  

C
SC
条
約
附
属
書

I第
2.

2(
a)
規
則
は
「
承
認
さ
れ
た
コ
ン
テ
ナ
の
所
有
者
は
、
運
航
状
況
に
応
じ
た
間
隔
で
、

関
係
締
約
国
が
定
め
又
は
承
認
す
る
手
続
き
に
従
い
、
コ
ン
テ
ナ
を
検
査
し
又
は
検
査
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
附
属
書
第

2.
3
規
則
は
「

2
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
代
え
て
、

C
EP

 
(c

on
tin

uo
us

 e
xa

m
in

at
io

n 
pr

og
ra

m
m

e)
 が
所
有
者
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
証
拠
に
よ
り
、
第

2
項
の
規
定
に
よ

る
検
査
の
基
準
に
劣
ら
な
い
安
全
上
の
基
準
を
満
た
す
場
合
に
は
、
当
該

C
EP
を
承
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
」

と
規
定
し
て
い
る
。

 
  
現
在
、
第

2.
3
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
多
く
の
国
で
多
く
の

C
EP
が
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、

C
EP
の
策
定
及
び

承
認
に
関
す
る
要
件
、
勧
告
等
は
存
在
し
な
い
。

 
  
よ
っ
て
、

C
EP
の
標
準
化
を
図
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
作
業
を
行
う
よ
う
提
案
す
る
。

 

適
宜
対
処

 
M

SC
に
対
し
新
規

作
業
計
画
の
設
置

を
要
請
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。

 

  
* 

* 
*   
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付録 1.3 第 12回 DSC 小委員会審議概要 

 
１ 会合の概要 
(1) 平成 19年 9月 17日～21日（ロンドン Central Hall Westminister） 
(2) 参加国又は機関 

アルジェリア、アンゴラ、アルゼンチン、豪、バハマ、ベルギー、ブラジル、カナダ、チリ、

中国、コロンビア、キューバ、キプロス、北朝鮮、コンゴ、デンマーク、ドミニカ、エクア

ドル、エジプト、エストニア、フィンランド、仏、独、ギリシャ、インドネシア、イラン、

イスラエル、イタリア、日本、ラトビア、リベリア、リトアニア、マレーシア、マルタ、マ

ーシャル諸島、メキシコ、モロッコ、蘭、ニュージーランド、ナイジェリア、ノルウェー、

パナマ、ペルー、ポーランド、韓国、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、

スペイン、スウェーデン、スイス、タイ、トルコ、ツバル、英、米、ウルグアイ、ベネズエ

ラ、香港、クック諸島、IAEA、EC、MOWCA、ICS、ISO、IUMI、ICFTU、BIMCO、IACS、
ICHCA、CEFIC、OCIMF、IICL、IFSMA、IRU、DGAC、INTERCARGO、IMarEST、WNTI、
IBTA及び VOHMA 

(3) 議長等 
議 長：Mrs. Olga Pestel Lefevre（仏） 
副議長：Mr. Juan P. Heusser（チリ） 
日本からの参加者： 小磯 康 （在英日本大使館） 
（敬称略） 野中 秀紀（国土交通省海事局） 
 太田 進 （独立行政法人海上技術安全研究所） 
 菅 勇人 （(財)日本海事協会） 
 黒越 仁 （(社)日本船主協会） 
 保坂 均 （(社)日本船主協会（ロンドン）） 
 八住 俊秀（日本鉱業協会） 
 若林 邦芳（(社)日本海難防止協会（ロンドン）） 
 濵田 高志（(社)日本海事検定協会） 
 山崎 晃 （(社)日本海事検定協会） 

 
２ 審議概況 
(1) 議題の採択（議題 1関連） 

特段の議論なく、原案（DSC 12/1/Rev.1及び DSC 12/1/Rev.1/Corr.1)のとおり採択された。
DSC 12/1/1/Add.1で示されていたタイムテーブルについては、若干修正した上で審議スケジュ
ールの目安として合意された。 

 
(2) 他の IMO機関の決定（議題 2関連） 

事務局から、文書 DSC 12/2及び DSC 12/2/1に基づき、MEPC 55、MSC 82、FP 51、DE 50、
FAL 34、BLG 11、SLF 50、MEPC 56及び NAV 53の決定のうち、本小委員会に関係するもの
について報告があり、議長は、審議すべき内容は、関係議題で取り扱うこととした。 
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(3) 国連勧告との調和を含む IMDGコード及び追補の改正（議題 3関連） 
① E&Tグループの報告（DSC 12/3） 

(ｲ) 現行 IMDG コード（第 33 回改正）のエラッタを承認し、第 33回改正の発効前に回
章するため、引き続き開催されるE&Tグループにて最終案を作成することとなった。 

(ﾛ) IMDGコード第 34回改正案を承認し、MSC 84での採択のため、引き続き開催される
E&Tグループにて、その他合意事項と共に再度検討の上、IMDGコード第 34回改正
案を準備することとなった。 

(ﾊ) E&Tグループの指摘に基づき、Excepted quantities 規定の IMDGコードへの取り入れ
により生じる問題について検討が行われ、下記の事項を合意した。 

(a) 輸送書類 
輸送書類の作成は危険物を安全に輸送するために非常に重要であり、如何な

る量の危険物についても免除しないことを合意した。 
(b) 危険物運送船要件の適用 

少量危険物には防火に関する危険物運送船要件（SOLAS条約第 II-2/19規則）
の適用免除が規定されていることから、少量危険物よりも少量である Excepted 
quantitiesについても同様に適用を免除することを合意した。 

(c) コンテナへの海洋汚染物質マークの表示 
ドイツ、日本等から、少量危険物と同様、海洋汚染物質の積載要件を遵守す

るために表示が必要であるとする意見があったものの、オランダ、米国、英国

等多くの国がコンテナへの表示も免除すべきであると主張し、検討の結果、コ

ンテナへの海洋汚染物質マークの表示は免除することを合意した。 
 

② 個別の提案について 
(ｲ) 陸上作業者への教育訓練要件の強制化（DSC 12/3/1、DSC 12/3/3、DSC 12/3/17） 

陸上作業者の規則の理解及び認識不足に起因する危険物事故及び規則違反が数多

く報告されていることから、危険物運送に係る全ての陸上作業者に教育訓練を強制化

すべきであるとの英国及び ICHCA提案については、パナマ、キプロス、中国が陸上
作業者への教育訓練の強制化を海上運送規則である IMDG コードにて規定すること
には問題があるとの指摘をする一方、スイス、リベリア、米国、オランダ、フランス、

ノルウェー等の大多数の国及び ICS 等の非政府機関から全面的に賛成する旨の意思
表明があったところ、陸上作業者への教育訓練要件の強制化を合意し、E&T グルー
プで教育訓練要件に関する IMDGコードの改正案を準備することした。 

(ﾛ) 例外規定（DSC 12/3/4） 
主管庁から特定の要件の免除を受けた者は、危険物の運送開始前に当該免除に関し

て関係各国の主管庁に報告し、免除に対する同意を得なければならないとする IMDG
コード第 7.9.1.1項の規定を、荷出し国、荷受け国及び旗国の 3カ国への報告及び同意
手続きに改正すべきとする CEFIC 提案については、その趣旨は検討に値するとされ
たものの、第 7.9.1.1項の規定を 3カ国合意に変更することには問題あるとの意見が多
く、引き続き開催される E&T グループ及び小委員会の次回会合（DSC13）で引き続
き検討することとなった。 

(ﾊ)  CTUへの収納ガイドラインの IMDGコードとの調和（DSC 12/3/6） 
CTUへの収納ガイドラインを現行の IMDGコード第 33回改正版の内容と一致する
よう改正すべきとするドイツ提案については、改正が必要であるものの、小委員会の
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作業計画に当該作業が含まれていないことから、委員会に対し新規作業計画の設置を

要請することを合意した。 
(ﾆ) くん蒸コンテナ（UN 3359）（DSC 12/3/9） 

IMDGコード第 5.4.4.2項の規定中の表現「輸送書類」は危険物コンテナ明細書を連
想させるため、くん蒸中のコンテナ（UN 3359）の運送書類としては適当でないにも
かかわらず同明細書が利用されている。よって、「輸送書類」を積荷の品名を記載す

る書類である「船積書類」に変更すべきとするベルギー提案については、くん蒸コン

テナに関する要件の見直しが国連危険物輸送専門家小委員会で行われており、ベルギ

ーに対し同小委員会の検討結果を待って次回会合（DSC 13）に再度提案するよう要請
した。 

(ﾎ) ニッケル水素電池の積載及び隔離（DSC 12/3/10） 
適切な包装及び保護が施されたニッケル水素電池の本船上の熱源付近への積載が

原因で発生した火災事故の報告をもとに、ニッケル水素電池（UN 3028）の特別要件
SP304に熱源からの隔離を含む特別な積載要件を追加すべきとするドイツ提案につい
ては、同様の提案が国連危険物輸送専門家小委員会に提出されており、同小委員会で

の審議結果を待ち、次回会合で再度検討することとした。 
(ﾍ) IMDGコード第 2.9章及び第 2.10章の編集上の修正（DSC 12/3/13） 

環境有害物質と海洋汚染物質の区別を明確にするために IMDGコード第 2.9章及び
2.10章を改正すべきであるとする英国提案については、特別要件 SP179の割り当てを
修正することで対応が可能であり規則本文の修正は必要ないとの指摘があり、合意さ

れなかった。なお、小委員会は E&T グループに対し、SP179 の割り当てに関し検討
を行うよう指示した。 

(ﾄ) パッキングインストラクション P001中の追加規定 PP1の削除（DSC 12/3/16） 
UN1133、UN1210、UN1263 及び UN1866 に関して、パッキングインストラクショ
ン P001中の追加規定 PP1が少量危険物規定と類似しているために利用者が混乱する
ので、追加規定 PP1を削除するべきとする韓国提案については、発言したほぼ全ての
国が輸送に与える影響が大きいとして反対した上、この規定は他の輸送モードにも関

係する規定であるので国連危険物輸送専門家小委員会に提案すべきものであること

を確認した。 
(ﾁ) 以下の事項については原則合意し、引き続き開催される E&Tグループにて IMDGコ
ード第 34回改正案に取り入れるための修正等が行われることとなった。 

(a) Tampico Fibreの危険物（植物繊維: UN 3360）からの除外（DSC 12/3/2：メキシコ） 
(b) 海洋汚染物質の正式品名（DSC 12/3/7：ドイツ） 
(c) 過硝酸カリウム（UN 1942）、過硫酸ナトリウム（UN 1505）及び過硫酸アンモニ
ウム（UN 1444）の隔離（DSC 12/3/8：ドイツ、DSC 12/3/15、DSC 12/INF.8：米
国） 

(d) IMDGコード中への INFコードの引用の取り入れ（DSC 12/3/11：フランス） 
(e) 引火性液体（クラス 3）の積載（DSC 12/3/12：フランス） 
(f) 海洋汚染物質に関する規定の変更を周知する DSC サーキュラー案（DSC 

12/3/14：英国） 
(g) IMDGコード中の第 2.10章（海洋汚染物質）の適用のためのガイドラインに関す
る DSCサーキュラー案（DSC 12/3/18：事務局） 
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(4) 固体ばら積み貨物の性状評価を含む BC Codeの見直し（議題４関連）、固体ばら積み貨物の安
全実施基準の強制適用（議題 5関連） 
① プレナリーでの審議（WG設置前） 

議長より、内容を考慮して、前回 DSC 11 の WG（Working Group）での報告、CG
（Correspondence Group）の検討結果（DSC12/4/4、 5、6、7、8、9及び 10）及び注意事
項及び通風（DSC 12/4/17）、BCコード改正案へのコメト（DSC 12/4/18）、BCコードに記
載されていない貨物に関する要件（DSC 12/5）、DRIの運送（DSC 12/4/1、2、3、11、12、
13及び 14並びに DSC/INF.4、5及び 6）の順番で審議を行う旨の提案があり、これに基
づきプレナリーで審議が行われた。 

(ｲ) DSC 11で開催されたWGの報告（DSC 12/4） 
特段のコメントは無く、DSC 11のWGレポートを了承した。 

(ﾛ) CGの報告書：SOLAS条約及びコードの改正案（DSC 12/4/4） 
BCコード強制化に関する SOLASの改正等については、WGで審議することとなっ
た。また、BCコードの内容（規定する項目）について合意し、第 1節及び第 2節の
表題を"General provisions and definitions" 及び "General carriage precautions"とするこ
ととした。 

(ﾊ) CGの報告書：前文及び第 1節から第 3節（DSC 12/4/5） 
(a) 未査定固体ばら積み貨物の積載に関しては、すべての貨物に対して 3カ国間合意
が必要とする（ベルギー、カナダ、ドイツ、オランダ及びロシア）と、危険物

のみ 3 カ国合意が必要とする（バハマ、キプロス、ギリシャ、日本、マーシャ
ル諸島、パナマ、韓国、米国、ベネズエラ及び ICS）に意見が分かれ、また、
状況を調査してから判断すべき（ノルウェー、スペイン及び英国）との意見も

出された。審議の結果、危険物は 3 カ国合意が必要であるとし、他の貨物につ
いてはWGで審議することとなった。 

(b) "Non cohesive material"の定義については、Co-ordinator案を採用することを合意し
た。 

(c) 第2節、第2.1.1規則の追加記載提案については、これを削除することで合意した。 
(d) 第 3節、第 3.5.5規則の“空気で薄められない”の記載の必要性は WGで審議す
ることとした。 

(e) 第 3節、第 3.2.4規則の閉囲区域への立ち入りに関する規定に関しては、誤解を招
く部分もあり、WGで審議することとした。 

(f) 他の確認事項については、CG案を合意し、前文及び第 1節から第 3節の最終
案をWGで作成するように指示した。 

(ﾆ) BCコードに記載されていない貨物に関する要件（DSC 12/5） 
提案文書を変更すること無く、合意した。 

(ﾎ) CGの報告書：第 4節から第 8節（DSC 12/4/6） 
(a) 貨物情報のフォーマットはWGで審議することとした。 
(b) スタンダード・サンプリングのリストは、削除せずに残すべき（ギリシャ、ノル
ウェー、ICS及び INTERCARGO）との意見があり、WGで審議することとした。 

(c) トリミング要件に関する確認事項については、WGで審議することとした。 
(d) 第 8節、第 8.2規則の記載を残すことで合意し、第 4節から第 8節の最終案をWG
で作成するように指示した。 

(ﾍ) CGの報告書：第 9節から第 13節（DSC 12/4/7） 
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(a) 第 13節の硝酸アンモニウム、硝酸アンモニウム肥料に対する規定を削除すべきと
する CEFIC提案は、前回、既に検討済みである（オランダ及び米国が指摘）の
で、受け入れられないことで合意した。 

(b) IMDG コードの引用についての問題があるとの意見（オランダ及びノルウェー）
があり、WGで審議することとした。 

(c) 第 13節については、後で審議することとしたが、その他については CG案を合意
し、WGに第 9節から第 13節の最終案をWGで作成するように指示した。 

(ﾄ) CG の報告書：シードケーキの分類、説明、性状、危険性、積付及び隔離、船倉清浄
性、天候に関する注意、積荷及び非常措置指針（DSC 12/4/8） 

(a) シードケーキ（UN 1386 (b)）については、本文を残すこと、ILMENITE SAND
については CG案を合意した。また、TAPIOCAについては提案文書が提出され
ておらず、WGで審議することとした。 

(b) 「Discharge」の用語の使用に問題があるため「Unloading」を用いるべき（ドイツ）
との意見があり、WG で審議することとした。また、DRI については、追って
検討することとした。 

(c) その他の審議項目については、基本的に合意し、WGで詳細審議することとした。 
(ﾁ) CGの報告書：注意事項及び通風（DSC 12/4/9及び DSC 12/4/17） 

(a) CEFIC提案（DSC 12/4/17）については、ICSから反対意見があり、WGで審議す
ることとした。 

(b) PRECAUTIONSのテキストに関しては、基本的に合意し、詳細については他の審
議項目とともにWGで審議することとした。 

(ﾘ) CGの報告書：運送、揚荷役、清掃及び付録（DSC 12/4/10） 
(a) 風雨密の要件に関しては、特に注意すべき要件であり残すべき（ICS）との意見
があり、詳細はWGで審議することとした。 

(b) 温度計測要件については、表面温度計測と温度計測の違い等が明確でない（ICS）
との意見があり、詳細はWGで審議することとした。 

(c) その他の審議項目については基本的に合意し、詳細はW Gで審議することとした。 
(ﾇ) BCコード改正案へのコメント（DSC 12/4/18） 

提案内容についてはWGで詳細審議することとした。 
(ﾙ) DRI運送（DSC 12/4/1、2、3、11、12、13、14及び DSC/INF.4、5、6） 

(a) DRI関連の提案文書すべての説明後、審議を行った。 
(b) 審議の重要項目であるイナーティングの必要性に関しては、DRI（b）及びDRI Fines
には必要とする国（フランス、マーシャル諸島、ノルウェー、英国及び ITF）
が多い一方で、ベネズエラは試験結果に基づき不要との立場であり、また、ベ

ルギーから更に詳細な情報を与えるべきとの意見も出され、最終的には、WG
で詳細審議することとした。 

② WGでの審議 
(ｲ) BCコード強制化に関する SOLAS条約及び INF Codeの改正案を、DSC12/4/4 ANNEX 

I及び ANNEX IIに若干の修正を加え作成した。 
(ﾛ) DSC 12/4/4 の未査定固体ばら積み貨物の積載に関しては、検討の結果、グループ A
及びグループ Bに分類される貨物については 3カ国間合意とし、グループ Cについて
は、積荷港当局の査定（結果を揚荷港当局、船籍国に通知する）で積載可能とした。

また、どちらの場合も BCコードへの貨物追加のため IMOに一年以内に通知を行うこ
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ととした。3 カ国間合意が必要な分類は多少増加したが、基本的に日本提案に沿った
ものとした。 

(ﾊ) 米国より、IMDGコードの関連サーキュラーを BCコードに追補として添付、又はサ
ーキュラー番号を示すことが使用者に役立つとの提案があり、内容を調査して検討す

ることとした。 
(ﾆ) TAPIOKAのグループ変更については、クライテリアが不明確なために判断できない
との理由により、物性等のデータの提出を待って審議することとなった。 

(ﾎ) CGの報告書（DSC 12/4/4から DSC 12/4/10）のテキストについては、語句の修正等
を加えた。また、日本が、現在のテキストでは解釈が不明な部分があり、解釈次第で

は石炭を含む特定の貨物が通常のバルクキャリアーのいくつかの貨物艙に積載でき

ないことが予想されるとの理由により追加の見直しの必要性を指摘したところ、温度

計測方法、DRIのスケジュール、隔離要件等の検討が今後必要であるとされた。 
(ﾍ) BCコード改正案へのコメント（DSC 12/4/18：日本）は、審議の時間がなく完全には
検討されなかったが、他の文章審議の際、いくつかの関連部分（パラ 7、11、13、15、
17）が審議され、これら提案が受け入れられた。 

(ﾄ) DRI の積載要件に関しては、DRI（B）及び DRI-FINE に対して、イナーティングに
よる運送が必要かとの論議があり、不要とするベネズエラと必要とするマーシャル諸

島、フランス、英国等に分かれた。結果、DRI（B）は引き続き審議を継続すること
となり、DRI-FINE についてはベネズエラがイナーティング不要の根拠を次回会合で
示すこととなった。 

(ﾁ) 自己荷役装置を有する船舶による石炭の運送に関する要件の改正（DSC 12/4/15：カ
ナダ）、成形された硫黄の分類（DSC 12/4/16：ドイツ及びカナダ）及び注意事項及び
通風（DSC 12/4/17：CEFIC）については、審議時間がなく、審議されなかった。 

(ﾘ) 以上により、今後の BCコードの見直しのための CGの必要性、次回 MSCでのWG
の必要性を示し、プレナリーに報告することとした。 

 
③ プレナリーにおける審議（WG後） 

(ｲ) BCコード強制化に関する SOLAS条約及び INFコードの改正案は合意され、承認の
ためMSC 84に送付することとした。 

(ﾛ) BCコードのテキストに関しては、オーストラリア、ギリシャ及び ICSからテキスト
全体の調査のために時間が必要、また、ドイツ、マーシャル諸島及びベネズエラから

DRIに関する審議が終わってないため今後も継続審議が必要との意見が出された。こ
れに対し議長は、BCコードが作成されて10年以上経っており基本的に問題ないこと、
今回のテキストをMSC 84に承認要請したい旨の発言があった。 

(ﾊ) 審議の結果、小委員会は、以下の点については採択前に更なる改正が行われることを
前提として、改正案に合意し、承認のためMSC 84に送付することとした。 

(a) 還元鉄の個別スケジュール（個別の貨物に適用される要件） 
(b) 非危険物の硫黄の個別スケジュール 
(c) 重力式セルフアンローダー船に関する要件 
(d) 石炭及び褐炭ブリケット（Brown Coal Briquettes）の個別スケジュール 

また、DRIについてはマーシャル諸島を Co-ordinatorとして CGを設置することと

した。 
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上記の点については、DSC 13にて検討を行い、BCコード採択予定のMSC 85に修
正案を提出することとした。 

(ﾆ) BC コードは“LIVING DOCUMENT”（定期的に見直す規則）とすることで合意し
た。 

(ﾎ) 上記の結果、見落としの修正等を若干加え、WGの報告書を承認した。 
 

(6) 海難・事故報告及びその分析（議題 6関連） 
① 危険物を収納したコンテナの検査（CIP）の結果報告 

DSC 12/6（リトアニア）、DSC 12/6/1（スウェーデン）、DSC 12/6/2（カナダ）、DSC 12/6/4
（ベルギー）、DSC 12/6/6（オランダ）、DSC 12/6/7（ドイツ）、DSC 12/6/9（アメリカ）、
DSC 12/6/10（チリ）、DSC 12/6/11（韓国）に基づき、CIP（コンテナ検査）の結果報告が
行われた。 
前回のDSC 11/6/10による 2006年の報告では、合計 25,284のコンテナが検査され、7,979
のコンテナ（32％）、8,574の欠陥（34％）があったが、2007年については合計 34,416の
コンテナについて実施され、8,319のコンテナ（24％）、10,606の欠陥（30.8％）があった
ことが、DSC 12/6/12（事務局）で報告された。 
これらのデータを活かすための効果的な調査方法を追求する必要性が指摘され、提出

のあった国に対する謝辞、及び欠陥の割合が高かった標札及び標識（40％）やコンテナ
内の収納方法（19％）をはじめ IMDG コードの遵守意識の欠如に対する懸念が表明され
た。 
また、小委員会は CIPの結果を提出していない国に、MSC.1/Circ.1202に従って結果を
提出するよう要請した。 

② 個別事項 
ピート輸送中の事故報告（DSC 12/6/3：スウェーデン）、コンテナの保守・点検の提案
（DSC 12/6/5：カナダ）、畜電池による火災事故の報告（DSC 12/6/8：ドイツ）について
は、議題 3及び議題 18で議論された。 

 
(7) SPS（特殊目的船）コードの見直し（議題 7関連） 

英国が提出した全クラスの危険物輸送を対象とした SPSコード第 7章改正案（DSC 11/9）を
検討し、特段の意見はなく同提案を承認した。 

 
(8) 貨物の積付と固定に関する安全実施基準の改正（議題 8関連） 

本議題は、DSC 10において、ロシアより提案された不定形物品のトラック荷台上等におけ
る荷崩れ防止に関する要件の CSS Code への取入れが検討された結果、本提案内容は CSS 
Codeの対象外であり改正は不要と決定されるとともに、貨物情報及び荷崩れ防止措置につい
てはMSC Circularを作成すべきとされていた。また、DSC 11には提案文書が無かったため、
本議題にかかる作業目標年が 1年延長され今次会合（2007年）とされていた。 
今回、ロシアより、安全な海上輸送のための貨物情報および荷崩れを防止するための計算

方法に関する国内基準を紹介する文書（DSC 12/8）が提出され、議長より、本件はロシアの
国内規則をMSC Circularとして回章するか否かの問題であるとの説明がなされた。 
カナダ及びノルウェーは、ロシアへの寄港船に対する注意喚起としてMSC Circularの回章
を支持した。これに対して ICS は、反対は出来ないとした上で、各国の国内規則を回章され
ては困ると述べ、これをギリシャが支持した上で、MSC Circularではない別の方法を考えるべ
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きとの意見を述べた。これをドイツ、パナマ、スペイン、米国及び IACSが支持した。 
審議の結果、多数の国が情報の有用性を認めたものの、MSC Circularとして回章することに
ついては否決し、MSC Circularに代わる情報周知方法について、WGで審議することとした。 
WGで検討した結果、次の 3案を取りまとめ、プレナリーの判断を求めることとなった。 
① SLS Circularによる方法。 
② 各国規則の情報に関する DSC Circular による方法。各国主管庁より情報を収集し事務局
による定期的な更新を行う。 

③ 事務局に対して、本件に関する主管庁から提出された全ての情報の収集、維持、更新を
図るために、世界的な総合海運情報システム（Global Integrated Shipping Information 
System：GISIS）の中に盛り込み、一般からのアクセスに供するよう指示する。 

プレナリーにおいて、バハマ及びロシアが、周知方法については、事務局の負担を出来る

だけ軽減する必要があることから、上記③案を支持した。これに対し、ギリシャ及びパナマ

が GISIS を使用するためには、システムの変更が必要となり、費用的な負担が大きくなると

の理由で、上記①案を支持した。 

審議の結果、議長より、本件については今次会合で最終化する必要は無く、事務局が上記 3

案をそれぞれ検討し、最も適切な方法を DSC 13に報告するとの説明があり、小委員会はこれ

に合意した。 
 
(9) BLU Codeの穀類への適用拡大（議題 9関連） 

DSC 11での合意に従い、本議題に関する検討は BCコード強制化作業の終了を待って、次
回会合にて行われることとなった。 

 
(10) コンテナ固縛時の安全作業環境の整備に関するガイダンス（議題 10関連） 

コンテナ固縛時の安全作業環境の整備に関して DSC11 で設置された WG での検討結果
（DSC 12/10）が英国（WG議長）より報告され、同報告にある小委員会への要請事項につい
て検討を行った。 
① 貨物固定マニュアル（CSM）策定のための指針（MSC/Circ.745）の改正 

コンテナ固縛時の安全作業環境を整備するため、“Cargo Safe Access Plan（CSAP）”を
新たに標記指針案に追加することが提案されていた。同改正案に対しては、特段の反対

も無くプレナリーで合意した。なお、合意された同改正については、承認のためMSC 84
に送付される予定となっていたが、今次会合で設置された WG において、一部修正が加
えられるとともに MSC への送付は本議題に関する全ての検討が終了するまで延期する
ことが合意され、プレナリーもこれを承認した。 

② コンテナ固縛のための安全な作業環境に関する規定の強制化 
コンテナ固縛のための安全な作業環境に関する規定を SOLAS 条約の下で強制化する
件については、日本がここで言う「規定」は何を想定しているのか不明であることを指

摘したところ、WG 議長より具体的な検討はしていないとの回答があった。ノルウェー
は、Cargo Securing Manual（CSM）策定のための改定指針（新たに 5章として Cargo Safe 
Access Plan＝CSAPが追加されている）を強制化するのか、そうであるならコンテナ船の
みでなく全船に適用するのか、と指摘した。また、ギリシャは、本議題についての強制

化に関する議論はMSCより要請されていないこと等を指摘し、この発言を基本的にパナ
マ及び ICSが支持した。 
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一方、ドイツは細部については検討を要するが、見直しを図ればコンテナ船に対する

強制化は可能と述べた。 
以上の結果、MSCからの要請が無い以上、強制化の検討は行わないことを合意した。 

③ CSS Codeの改正 
貨物輸送ユニット及び車輌の安全な固縛の際に考慮すべき要素に関する CSS Code 

Appendix 3の改正を合意し、MSCに送付することとした。 
④ コンテナ固縛作業中の作業員の安全についての勧告の改正に関するMSC Circular（案） 

承認のためMSC 84に送付することを合意した。 
⑤ コンテナ固縛時の安全な作業環境に関する指針案（DSC 12/10/1）及びコンテナ固縛作業
を行う者の安全のためのコンテナ船のリスク評価結果（DSC 12/10/2） 
コンテナ固縛時の安全な作業環境に関する指針案（CSS Codeの New ANNEX）につい
て、DSC 11で設置されたWG及び同WGに引き続いて設置されたCGでの検討結果（DSC 
12/10/1）が英国（CG議長）より報告され、コンテナ固縛作業を行う者の安全のためのコ
ンテナ船のリスク評価結果に関する ICHCA提案（DSC 12/10/2）とともにWGで検討す
ることとなった。 

WGでは、CGで検討された指針案について、逐条審議が行われた。 
審議において、IACSより、同ガイダンスはCSAP策定のための指針となっており、CSAP
は図面であることから、訓練要件は不要との意見があり、一旦削除されることとなった

が、ICHCAの強い反対があり、結果、WGではそのまま残すこととなった。 
また、同ガイダンスには、作業スペースの広さ、ラッシングブリッジの幅、ハンドレ

ールの高さ等の設計基準が規定されており、既存船では改造が必要となり、また新造船

においても設計の変更が必要となる場合がある。 
特にハッチカバー上のコンテナ（20ft）間の作業スペースについては、構造上の問題が
あることから、日本が、規定された広さを確保することは非常に困難であり、造船業界

とも相談の上、検討する必要がある旨指摘したところ、船舶によっては、適合できない

ことが十分に予想されるが、本ガイダンスはあくまで勧告であり、また新造船のみを対

象にしているとの回答がWG議長よりあった。 
設計基準に関する問題については、ノルウェー、パナマ、英国及び ICS も懸念を表明
しており、ステートメントとしてWGレポートに記録された。 

WG では本指針案の見直しについては概ね終了したが、更に詳細な検証が必要である
ことが確認され、今次会合では最終化せず、次回会合（DSC 13）において最終化するこ
とを合意した。 
また、今後の検討については、CGを設置せず、DSC 13においてWGで引き続き検討
を行うことを小委員会に提案することとした。 
プレナリーにおいて、最終化の延長及び DSC 13での検討方法について、特段の反対も
なく合意された。 

 

(11) 船内における殺菌殺虫剤の使用に関する勧告の見直し（議題 11関連） 

DSC 11において、英国から提出されたコンテナのくん蒸に関する必要な情報を包括的に取

りまとめた提案（DSC 11/14）の検討が行われ、同提案の内容が概ね合意されると共に、ドイ

ツから、ばら積み貨物を対象としたくん蒸に関する提案文書を今次会合に提出する予定であ

ることが報告されていた。 

- 55 -



 

 

① BCコード補足書 8の改訂（DSC 12/11、DSC 12/INF.3） 
今回、ドイツより BC コード補足書 8 の改訂として、船上における殺虫剤の安全使用
勧告の改正案が提出され、検討を行った。 

プレナリーにおいて、同提案にある臭化メチルに関する項目の削除については、現在、

くん蒸剤として臭化メチルが多用されており、それに代わるくん蒸剤がないことから、

削除することは時期尚早であるとの意見があり、削除しないことを合意した。また、カ

ーゴスペース以外におけるげっ歯類の管理に関する項目について削除することを合意し

た。 
② DG（Drafting Group）の報告 

DGにおいては、英国提案及びドイツ提案に基づき、それぞれコンテナ及びばら積み貨

物ホールドのくん蒸剤（殺虫剤）の安全使用勧告について検討が行われ、両改正勧告案

を作成した。また、コンテナのくん蒸に関する勧告を IMDG コードの付録とすること、

ばら積み貨物ホールドに関する勧告をBCコード及びGRAINコードの付録とすることを

小委員会に推奨することとした。 

プレナリーにおいて、両改正勧告案が承認され、また DG からの推奨である各コード

の付録とすることについても合意された。 

なお、英国は DSC 11/14 において、関係者への注意喚起を促進するためマトリックスを作

成しており、IMO パブリックウェブに掲載することを要請していた。本件については、MSC

に対し、IMO パブリックウェブに掲載することを要請することとした。また、ノルウェーよ

り、貨物ホールド以外におけるくん蒸剤（殺虫剤）の安全使用勧告を検討すべきとの意見が

あったが、議長より本議題は今次会合で終了しないこと、必要であれば次回会合で検討でき

る旨説明があった。 
 

(12) SOLAS条約及び 2000HSC Codeにおける個品危険物に関する要件の適用（議題 12関連） 
① 概要 

本議題は、日本提案により前回会合より開始された議題であり、日本を Co-ordinator
とする CGで、改正案を検討してきた。今次会合には CG報告（DSC 12/12）の他、引火
点のクライテリアの修正等に関する英国提案が提出された。 
小委員会は、一部危険物の積載区分を改正することを前提に、SOLAS条約第 II-2章及
び 2000HSC コード第 7.17 節の改正案及び危険物運搬船適合書の標準書式を含む MSC 
Circularの改正案を作成した。これら改正案は、検討のため FP 52に送付される。 
以上により、本議題を終了した。 

② SOLAS条約第 II-2章の改正 
今次会合で小委員会が合意した SOLAS条約改正案の概要は以下のとおりである。 

(ｲ) 19.3表の改正（第一段階） 
IMDGコードの容器等級の区分に合わせて、引火点のクライテリアを「23度未満及
び 23度以上」とした。 
要件の適用を定めるための危険物の区分を 20種類から 23種類に増やした。 
副次危険性 Class 2.1を有する Class 2.3の危険物（毒性・可燃性ガス）、引火点 23
度未満の Class 4.3の液体（水反応性可燃性・引火性液体）等に、19.3.2規則（発火源
の排除）及び 19.3.4.2規則（機械式通風の防爆）が適用されることを明確にした。 
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引火性液体への規則の適用にならって、引火点が 23を超える Class 6.1の液体（毒
性・引火性液体）及び Class 8 の液体（腐食性・引火性液体）に適用されていた機械
式通風の防爆（19.3.4.2）要件を、これらの物質に適用しないことにした。この点につ
いては、DSC小委員会は FP小委員会に検討を要請することに合意した。 

Class 9（有害性物質）のうち、可燃性蒸気を発生する物質に 19.3.2規則（発火源の
排除）及び 19.3.4.2規則（機械式通風の防爆）を適用することにした。 
副次危険性 Class 6.1を有する Class 8の液体（腐食性・毒性液体）には、引火点に
関わらず、19.3.5規則（ビルジ排出の安全）を適用することにした。 
引火点 23度未満の Class 4.3液体に、19.3.2規則（発火源の排除）、19.3.4.2規則（機
械式通風の防爆）及び 19.3.5規則（ビルジ排出の安全）を適用することにした。 

(ﾛ) 19.3表の改正（第二段階） 
副次危険性 Class 2.1を有する Class 2.3の危険物（毒性・可燃性ガス）、引火点 23
度未満の Class 4.3の液体（水反応性可燃性・引火性液体）は、IMDGコードを改正し
て甲板下積載を禁止するとの仮定の下、暴露甲板及び解放型 ro-ro 区域への積載には
適用されない 19.3.3から 19.3.5規則は、これらの物質には適用しないとの代替改正案
を作成した。なお、小委員会は、この案を採用し、現行 IMDGコードで甲板下積載を
認めている危険物（UN 1082及び UN 3399容器等級 I並びに容器等級 II）の積載区分
の変更及びこれら種類の危険物の甲板下積載禁止要件の作成について、E&T グルー
プに検討を指示した。 

(ﾊ) 19.1表の改正 
現行規則では、閉囲された貨物輸送ユニットに入っている場合、Class 4（可燃性物
質類）及び Class 5.1（酸化性物質類）には、19.3.4規則（機械式通風）が適用されな
いが、同規則を適用しないのは固体に限り、Class 4 及び Class 5.1 の液体は、閉囲さ
れた貨物輸送ユニットに入っている場合、同規則を適用することにし、換気回数は毎

時二回まで減じられることとした。 
(ﾆ) 第 2規則の改正 

19.1表及び 19.3表の改正を現存船に適用するための第 2規則（適用）の改正案を作
成した。 

③ 2000高速船コード第 7.17節の改正 
SOLAS条約の改正案に相当する要件の適用に関する表（7.17-1表及び 7.17-3表）の改
正案を作成した。 

④ 危険物の運送に関するMSC Circular案 
上記 SOLAS条約第 II-2章及び 2000HSCコード第 7.17節の改正に対応した危険物運搬
船の適合証書を含む、MSC Circular案（MSC/Circ.1027及びMSC/Circ.1148は廃止）を作
成した。 

⑤ 今後の予定 
E&Tグループによる検討の結果、現行 IMDGコードで甲板下積載を認めている、副次
危険性 Class 2.1 を有する Class 2.3の危険物（毒性・可燃性ガス。UN 1082）及び引火点
23度未満の Class 4.3の液体（水反応性可燃性・引火性液体。UN 3399容器等級 I並びに
容器等級 II）の積載区分が変更され、これらの種類の危険物の甲板下積載を禁止する要
件が作成された場合、これに対応する SOLAS条約及び 2000HSCコードの改正案が採用
される。 
採用された改正案は、IMDGコードとの調和を図る目的で、MSC 84での採択（発効：
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2010年 1月 1日）のため、MSC 83に承認を求めることとなった。 
本議題は DSC小委員会の作業計画から削除された。 
 

(13) 保護衣のガイドライン（議題 13関連） 
文書が提出されていないことから、本議題に関する検討は次回会合にて行われることとな

った。 
 

(14) 甲板積み木材運搬船に関する安全実施規則の見直し（議題 14関連） 
甲板上での木材の運送は the Code on Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes 
（resolution A.715（17））（以下、「Timber Deck Code」）によって規定されているが、MSC 82/21/14
（スウェーデン）により、安全、合理的、効果的に改正することが提案されたことを受け、

2010年の施行を目標に本小委員会の優先事項として議題に加えられている。 
DSC 12/14では、その枠組み及び今後のスケジュールがスウェーデンから提案され、合意さ
れるとともに、Timber Deck Code改正の CGが設立された。CGへの委任事項は以下のとおり
である。 
① 安全と効率性の確保のために、新たに必要となる事項に注意し、Timber Deck Codeを再検
討する。 

② 形式改正が必要となる、関連するサーキュラー及び決議を特定する。 
③ DSC 13での議論のため、Timber Deck Codeの改正草案を作成する。 
④ DSC 13にレポートを提出する。 

 

(15) 貨物固定マニュアルの書式及び承認手続き（議題 15関連） 

本件は、MSC 82においてロシア提案（MSC/21/16）を受けて本小委員会の作業項目に加え

られた。同提案に対し、IACS より反論文書（DSC 12/15）が提出され、検討した結果、マー

シャル諸島、オランダ、ノルウェー等が IACS文書を支持し、ロシア提案を支持する国は無か

った。 

この結果、CSM の偽造防止のために SOLAS 条約を改正すべきとするロシア提案について

は、CSMの内容を検証する方法は幾らでもあることから否決した。また、作業言語が英語以

外の場合は英語への変換が必要であるとする IACS提案については、WGにおいて検討した結

果、同提案に合意した。 

しかしながら、WG 前のプレナリーにおいて、英語の他、仏語、西語も認めるべきことが

確認されていたことから、議長はプレナリーにおける合意事項と合わないと主張した。 

議長の主張に対し、中国、ノルウェー等が国際的に海運港湾業界においては英語が使用さ

れており、CSMについても英語に限定すべき旨主張したが、英語、仏語、西語のいずれかと

することとした。しかしながら、CSM作成のためのガイドラインについて、議題 10にて取り

扱ったとおり、次回 DSC13にて検討することとなっているため、具体的なアクションは次回

検討することとなった。 

  
(16) 作業計画及び DSC13の議題（議題 16関連） 

MSC 83に承認のために送られる次回会合の議題及びWG/DGは以下のとおりである。 
議題 1 議題の採択 
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議題 2 他の IMO機関の決定 
議題 3 危険物輸送についての UN勧告と IMDGコードの調和を含む IMDGコード及

び付録の改正 
① IMDGコードと国連勧告の調和 
② IMDGコード及び付録の 35-10改正 

議題 4 固体ばら積貨物の性質評価を含む BCコードの改正 
議題 5 事故報告及びその分析 
議題 6 CSSコードの改正 
議題 7-1 BLU（ばら積船安全荷役）コードの穀類への適用拡大 
議題 7-2 コンテナ固定時の安全作業環境を提供するための指針 
議題 8 船内での殺虫剤の安全な使用に関する勧告の見直し 
議題 9 保護衣の指針 
議題 10 甲板積木材運送の安全実施基準の見直し 
議題 11 貨物固定マニュアルの書式及び承認手続き 

（議題 12 CSC条約の改正） 
（議題 13 貨物輸送ユニットへの収納のためのガイドラインの見直し） 
議題 14 作業計画と DSC14の議題 
議題 15 2009年の議長及び副議長の選出 
議題 16 その他 
議題 17 海上安全委員会への報告 
WG/DG 

1： BCコードの改正 
2： 船内での殺虫剤の安全な使用に関する勧告の見直し 
3： 甲板積木材運送の安全実施基準の見直し 
4： 保護衣の指針 
5： 貨物輸送ユニットへの収納のためのガイドラインの見直し 
6： コンテナ固定時の安全作業環境を提供するための指針 

 
(17) 2008年の議長及び副議長の選出（議題 17関連） 

MSCの手続き規則に従って、2008年の議長及び副議長には、それぞれ現職のMrs. Olga Pestel 
Lefevre（仏）及び Capt. Juan P. Heusser（チリ）を再選した。 

 
(18) その他の議題（議題 18関連） 

① コンテナの検査能力に関する CSC条約規定の明確化（DSC 11/18） 
コンテナの検査権限を明確にするために CSC条約附属書 I第 2.2（a）規則の改正が必
要であるとしたロシア提案については、現状のシステムが十分に機能しており、規則の

改正は必要ないとの意見が大勢を占め、検討を行わないことを合意した。 
② CSC条約：ACEPシステムの見直し（DSC 12/6/5及び DSC 12/18/1） 

CSC条約附属書 I第 2.3規則に規定された Continuous Examination Programme（CEP）の
実施基準の見直し及び標準化に関するカナダ提案及びロシア提案については、検討の必

要性を合意し、MSCに対し、CEPの見直しに関する新規作業計画の設置を要請すること
とした。 

* * * 
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付録 1.4 DSC 小委員会 E&T グループ審議概要 

 

1 会合の概要 

(1)  期間：平成 19年 9月 24日～28日（ブリュッセル：ベルギー運輸省） 

(2) 参加国又は機関：ベルギー、デンマーク、フィンランド、仏、独、日本、ノルウェー、韓

国、英国、米国、VOHMA及びWNTI 

(3) 議長等 

議 長： Ms. Olga P. Lefevre（仏） 

事務局： Mrs. C. Linley 

日本からの出席者： 濵田高志（(社)日本海事検定協会） 

(4)  主な議題:： 

① IMDG Code第 33回改正の訂正 

② IMDG Code第 34回改正案 

 

2 作業概況 

① IMDGコード第 33回改正内容の訂正 

本年 5月に開催された E&Tグループが作成した「Errata and Corrigenda」案の見直し

を行い、最終案を作成した。第 33回改正の「Errata and Corrigenda」は 11月初旬に発

行されると共に IMOホームページに掲載される予定である。 

 

② IMDG Code第 34回改正案関連事項 

小委員会の指示に従い、DSC 12にて合意された各種提案を取り入れた IMDG Code第

34回改正案を作成した。第 34回 IMDGコード改正案は、来年 5月に開催されるMSC 

84に提出され、SOLAS条約改正手続きに従って採択されることとなる。なお、今回

取り入れを行った主な改正点は次の通りである： 

(ｲ) 輸送物から内容物の漏れ等の問題があった場合の取扱いに関す要件を、火薬類及

びその他のクラスの危険物に適用するものに分け、それぞれ 7.1.7.4.10及び 7.3.1.3

として新たに規定した。なお、規定中の文言を“shall”から“should”に修正する

ことにより同規定が強制要件ではないことを明確にしている。（DSC 11/3/8） 

(ﾛ) 危険物運送関連業務に従事する陸上関係者は、事前に教育訓練を受けなければな

らないとする規定を取り入れた。また、教育訓練を受けていない者であっても適

切な者の監督下にある場合には作業を行うことを認める旨の規定も取り入れた。

なお、英国提案にあった“Administration”は“competent authority”に修正した。

（DSC 12/3/3） 

(ﾊ) 正式品名が包括品名又は NOS 品名となる海洋汚染物質の場合には、MARPOL 条

約附属書Ⅲの規定に基づき、正しい専門的名称（correct technical name）を正式品
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名に追記しなければならないという要件を明確にするため、3.1.2.8 を修正し新た

に 3.1.2.9を追加した。（DSC 12/3/7） 

(ﾆ) Marine pollutant と Severe marine pollutant の区別が無くなったことから、Severe 

marine pollutantに適用されていた少量危険物の内装の許容容量・許容質量（500 ml 

/ 500 g）を国連勧告に合わせ修正した。 

(ﾎ) 特定の過硫酸塩相互の隔離要件の免除については、7.2.1.13.1に新たに表を追加す

るのではなく、危険物リストの第 16欄に隔離の免除に関する特別要件を追加する

こととした。（DSC 12/3/8、DSC 12/3/15及び DSC12/INF.8） 

(ﾍ) 一定密度以上に束ねられた TAMPICO FIBREを危険物から除外するための特別要

件 SP299 の修正を行った。同修正により 360 kg/m3以上の密度をもつ TANPICO 

FIBREを非開放型貨物輸送ユニットで運送する場合、当該貨物は非危険物となる。

（DSC 12/3/2） 

(ﾄ) 引火性液体の積載要件（第 7 章）中、防火関連要件の適用基準を、容器等級の基

準にあわせ、引火点“23℃以下”から引火点“23℃未満”へ修正した。（DSC 12/3/12） 

(ﾁ) UN 1082及び UN 3399（PG I及び II）の積載区分を“D”に変更した。 
 

③ その他 

 (ｲ) 2010 年 1 月 1 日に発効する MARPOL条約附属書Ⅲの改正内容を事前に周知する

ための DSCサーキュラーを作成した。（DSC.1/Circ.54） 

（ﾛ）IMDGコードの要件の免除を受けた場合、第 7.9.1項の規定に従い、免除を受けた

者が当該貨物の輸送に係る全ての国の主管庁に通知を行い同意を求めることは困

難であり、同規定を修正すべきであるとする CEFIC提案については、検討する上

で実態を把握する必要があることから、CEFICに対し次回 DSC小委員会により詳

細な情報を提出するよう要請することとした。 

 

 

* * * 
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付録 1.5 第 11 回 BLG 小委員会審議概要 

（議題 3関連：ケミカル物質の安全及び汚染危険性の評価並びにその結果による改正の準備 

及び議題 10関連：バイオ燃料の輸送要件） 

 

1 会合の概要 
(1) 平成 19年 4月 16日～20日（ロンドン：Royal Horticultural Halls） 
(2) 参加国又は機関 

アルジェリア、アンゴラ、アルゼンチン、豪、バハマ、ベルギー、ボリビア、ブラジル、

カナダ、チリ、中国、コロンビア、キューバ、キプロス、デンマーク、ドミニカ、エク

アドル、エジプト、エストニア、フィンランド、仏、独、ギリシャ、インドネシア、イ

ラン、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、ラトビア、レバノン、リベリア、

マレーシア、マルタ、マーシャル諸島、メキシコ、モロッコ、蘭、ニュージーランド、

ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、パプアニューギニア、ペルー、ポーランド、ポル

トガル、韓国、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、スロベニア、ス

ペイン、スウェーデン、シリア、トルコ、ツバル、英、米、ウルグアイ、バヌアツ、ベ

ネズエラ、香港、クック諸島、EC、ICES、ICS、IUMI、ICFTU、IAPH、BIMCO、IACS、
CEFIC、OCIMF、 IMPA、 FOEI、 IAIN、 IFSMA、 CESA、 INTERTANKO、 IUCN、
SIGTTO、DGAC、CLIA、 ICCL、 INTERCARGO、EUROMOT、 IPIECA、 IMarEST、
IPTA、IMCA及び IBTI 

(3) 議長等 
議 長：Mr. Z. Alam（シンガポール） 
副議長：Mr. S. Oftedal（ノルウェー） 

 
2 審議概況 
2.1 議題 3関連 
(1) プレナリーでの審議 
① ESPH 12の報告（BLG 11/3） 

ESPH 議長から 2006 年 9 月に開催された ESPH 作業部会第 12 回会合の議事内容の報
告が行われ、その内容が基本的に合意された。 

 
② 三国間合意のWeb掲載（BLG11/3/3及び BLG3/3/8） 

三国勘合委の結果を適宜 IMO Web サイトに掲載すべきだとする IPTA 提案

（BLG11/3/3）及び IPTA 提案を支持した INTERTANKO 提案（BLG3/3/8）についての
検討が行われ、基本的に合意された。しかし、一方で Webに掲載した場合の実効性に関
する問題等も指摘された。また、MEPC サーキュラーの文書による回章の廃止について
も提案され、これは賛否両論であった。そのため、事務局の対応（GISIS の利用）の可
能性も踏まえ、WGで議論されることとなった。 

 
③ GESAMP HPのレーティングの解釈等（BLG11/3/2） 

事務局が GESAMP HP のレーティングの解釈等に関する概要説明をおこない、本会議
はこれに合意した。 
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④ GESAMP/EHS WG財源確保システム（BLG11/3/1） 
GESAMP/EHSの運営にかかる今後の財源確保の方法について下記 3のオプションが提

示され、その内容が検討された。 
第 1案：現行通り IMOより拠出 
第 2案：IMO及び評価依頼者の双方より拠出 
第 3案：評価依頼者より拠出 

第 1 案は、米国、CEFIC、DGAC が支持したが、多数の国がこれに反対を表明した。
日本及びオランダは第 2 案を支持した。検討の後、第 2 案及び第 3 案について採決が行
われ、第 2案については 7カ国、第 3案については 10カ国が支持した。しかしながら、
フランスから、本件についての最終決定は MEPC で行うべき事項であると指摘があり、
WGにおいて第 2案及び第 3案のメリット・デメリットを更に検討することとなった。 

 
⑤ 附属書Ⅱの貨物の安全データシート（BLG/11/3/7）  

UNSCEGHS において液体化学薬品のばら積み運送規則に関する情報を含めるための
安全データシート（SDS）作成のためのガイダンス の修正が行われたことが英国から紹
介され、関係業界に対し、GHSでの決定を考慮するよう要請することとなった。 

 
⑥ 新規物質の評価（BLG 11/3/4、BLG 11/3/5及び BLG 11/3/6） 

同提案に本会議では審議されず、直接WGで検討されることとなった。 
 
(2) WGでの審議 

Mrs. M. C. Tiemens-Idzinga（オランダ）を議長とするWGが設置され、小委員会からの
付託事項に基づき審議が行われた。審議結果の概要は次のとおりである。 
 
① 新規物質の評価 
（ｲ）Palm Kernel Fatty Acid Distillate （マレーシア：BLG 11/3/4） 

今回提出されたデータではE2及びE3が共にNIであったが、推定に基づき仮の評価
を行った。その結果、次回GESAMPでの確認を条件としてMEPC.2/Circ.に掲示され
ることとなった。なお、運送要件中、通気装置及び計測装置は、それぞれ、通気装

置（開放⇒制御）、計測装置（開放⇒制限）に修正され、特別要件15.12.3及び
15.12.4が追加された。 

（ﾛ）Tall Oil Crude及びTall Oil Pitch（スウェーデン：BLG 11/3/5及びBLG 11/3/6） 
ESPH 12に提出されたデータシートに呼吸器感作性のデータの根拠を追加したデー

タシートに基づいた当該貨物の運送要件修正提案が検討され、その内容が合意され

た。当該貨物の運送要件は既にMEPC.2/Circ.12及び2009年に発効するIBCコード改正
案に含まれており、混乱を防ぐため2009年の次に発効するコードの改正案に含める
こととなった。 

 
② 付属書Ⅱの改正に伴うタンク洗浄剤評価のガイダンス(MEPC Cir363)の検討 

MARPOL附属書Ⅱの改正によりタンク洗浄剤評価シートの最終的な再見直しが行われ、
改正 MEPC Circular案が作成された。本 Circular案は MEPC 56で承認される予定である。 
なお合意された Circular案では、すでに評価され MEPC.2/Circ.12に記載されている洗

浄剤についても、改正された評価シートに従って再度評価を行うこととされており、改
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正ガイドラインに基づいたデータの提出が要求されることとなる。また、それらの洗浄

剤については、再評価のための猶予期間が改正ガイドライン承認後 3 年と設定されてい
る。 

 
③ タンク洗浄剤の評価 

今回 57品目のタンク洗浄剤の評価の提案がなされていたが、上記②を踏まえて次回中
間会合において、個々の洗浄剤の評価が行われることとなった。 

 
④ MEPC.2/Circ.暫定査定結果の見直し及び三国間合意の IMO Webサイトへの掲示 

IMO Web サイトへの三国間合意の掲示に関する IPTA及び INTERTANKOの提案並び
にプレナリーにおいて指摘された GISIS の利用についての検討が行われた。検討の結果、
三国間合意を現在の IMO Web サイトに掲示すべきであると合意され、また今後の対応
として GISIS に同情報を追加公開する可能性について、MEPC に検討を依頼することも
あわせて合意された。 
なお、Web サイトに掲示される項目としては、MEPC.2/Circ. List 1、List 3及び List 4

対象物質については、製品名、提案国及びリストナンバーとし、List 2 対象物質につい
ては、製品名、主たる含有物質、N.O.S エントリーナンバー及び製造国とすることが合
意された。 

 
⑤ GESAMP/EHS WGの長期的財源確保システムの検討 

財源確保のための第 2案及び第 3案（上記 2 (1) ④参照）についての議論が行われ、そ
の中で下記事項が確認された。 
・ 現在のシステムにおける GESAMP/EHS WG の 1 回の開催費用は約 60,000US＄で
あり、メンバーへ謝金を支払った場合のコストは 100,000US＄となる。 

・ 受益者である製造者による費用負担システムは、小規模の製造者にデータの提出
を躊躇させることとなる場合がある。 

・ GESAMP/EHS WG は物質の危険性評価のみを行っているわけではなく、機関から
依頼された他の作業も行っており、関係業界のみに全ての費用負担を要求する 3案
は問題がある。 

・ 新たな長期的財源確保のシステムが確立されるまでは、機関が費用を負担し続け
る必要がある。 

・ データ不足等により 2回以上の評価が必要となった場合の費用は一律にするか、回
数に応じて減額する方法もある。この場合、初回費用は 6,500US＄程度が妥当であ
る。 

・ 第 2案から第 3案への移行は比較的容易である。 
・ 資金に余剰が出た場合には、IMOの予算を削減する方法もある。 
・ データ準備に当たって GESAMP/EHS WGよりアドバイスを受けることができれば
企業にとって非常にメリットがある。 

・ 支払いの方法は政府の関与なしに、製造者から直接 GESAMP/EHS WGに支払う方
法とすべきである。 

なお、米国は、受益者による支払いシステムは、貨物関係者に対し評価に伴う税負担

を課すようなものであると指摘し、米国法は、国連機関が米国民に課税をした場合には

同国連機関へ規定外の拠出金を出すことを禁じていると述べた。 
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⑥ GESAMP ハザードプロファイルのレーティングの解釈の見直し 

時間の都合上、本件は次回 ESPH 13にて検討されることとなった。 
 
⑦ IBCコード第 19章の見直し 

MSC82 の決定に従い、IBC コード第 19 章中の同義語の見直し（特に、異常に長い名
称及び実際には使用されていない名称の削除）が行われた。検討の結果、それらの名称

を削除する明確な理由が見出されないため、現時点では見直しは行われないこととなっ

た。しかしながら、同じ物質であっても名称が異なり、運送要件が異なる物質があるた

め、今後見直しを行うことが必要であるとの認識から、新たな作業項目にすることとな

った。 
 
⑨ IBCコードにおける一般名称と特定名称の取り扱い 

本件は、時間の都合上次回 ESPH 13で検討されることとなった。 
 
(3) プレナリーでの審議 

WG の報告書が審議され、次回 ESPH13 の日程調整以外、特段の議論もなく報告書が承
認された。 

 
2.2 議題 10関連 
(1) プレナリーでの審議 
① バイオ燃料及び油の混合物の運送要件（IPTA：BLG 11/10） 

今回の提案に対し、オーストラリアは、ケミカルタンカーと油タンカーの消火設備の

相違及び 6,500 という係数の決め方について疑問があり反対意見を表明する一方、ギリ
シャ、ICS、ドイツ、パナマ、ブラジルは賛成を表明した。また、デンマークも、より
検討すべき点があることを指摘しつつも賛成を表明した。審議の結果、ESPH WG にて
詳細な検討が行われることとなった。 

 
② リニューアブル・ディーゼル（フィンランド：BLG 11/10/1） 

“リニューアブル・ディーゼルオイル”の性状が通常のディーゼルオイルと同等であ

るため油タンカーで輸送できるとしたフィンランド提案については、シンガポール、ス

ウェーデン、エストニアがこれを支持した。クック諸島、オランダ、ドイツ、ノルウェ

ー、フランス、英国、イタリア、ギリシャ、スペイン、リベリアは附属書 I 及び II の適
用に関する根本的な問題であるとして、これに反対した。審議の結果、反対多数のため

これ以上の検討は行われないこととなった。 
 
(2) WGでの審議 

本件は、時間の都合上次回ESPH13で検討されることとなった。 
 
(3) プレナリーにおける審議 

WGの報告書が審議され、次回会合にて検討が行われることが確認された。 
 

* * * 
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付録 1.6 BLG 小委員会第 13 回 ESPH 作業部会審議概要 

 
１ 会合の概要 
(1) 平成 19年 10月 22日～26日（東京三田共用会議所） 
(2) 参加国又は機関 

デンマーク、仏、独、ギリシャ、イラン、イタリア、日本、マレーシア、蘭、ノルウェー、

シンガポール、スウェーデン、英国、米国、ICS、INTERTANKO及び IPTA 
(3) 議長等 

議 長：Mrs M.C. Tiemens-Idzinga（蘭） 
日本からの参加者： 中橋 亨（国土交通省総合政策局） 
（敬称略） 野中秀紀（国土交通省海事局） 
 安達裕司（環境省地球環境局） 
 岡村 敏（(財)日本船舶技術研究協会） 
 関口俊秀（東京工業大学） 
 石綿雅雄（(社)日本化学工業協会） 
 戸松憲治（全国内航海運組合総連合会） 
 上西 豊（(財)日本海事協会） 
 黒越 仁（(社)日本船主協会） 
 濵田高志（(社)日本海事検定協会）   他 
 
IPTA代表として参加： 谷 有三（東京マリン株式会社） 

 
２ 審議概況 

(1) 新規物質の評価 
11 物質の新規提案があり、下記修正を行ったのち全ての物質の輸送要件が承認された。こ

の結果は本年 12月に発行されるMEPC.2/Circ.13の List 1に掲載されることとなる。 
・ Calcium alkylsalicylate：Calcium long chain alkyl salicylate (C13+)の類似名として IBCコ

ード第 19章に記載されており、混乱を避けるため同品名を第 19章から削除すると共
に“alkyl”の後ろに“(C18-C28)”を加えたものを製品名とする。 

・ Alkenoic acid ester, borated：輸送要件の n欄（非常用設備）を“No”とする。 
・ Calcium long-chain alkyl phenate sulphide (C8-C40)：d欄（危険性）及び l欄（防火）を

それぞれ“P”から“S/P”及び“AB”から“ABC”に変更し、o 欄（特定及び作業
要件）に“16.2.9”を追加する。 

・ Alcohol (C10-C14)：3 種の alcohol のみからなる混合物であることから製品名を
“Decyl/Dodecyl/Tetradecyl alcohol mixture”とする。 

 
(2) タンク洗浄剤 

61の洗浄剤の評価が行われ 50の洗浄剤が基準に合致するものとして承認された。承認され
なかった 11の洗浄剤の中、10の製品はその使用方法に関する情報が十分ではなかったことに
よるものであり、残りの 1の製品については GESAMPによる評価が行われていないことによ
るものであった。 
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(3) MEPC.2サーキュラーの見直し 

Raw C5（英国）、Ethoxylated tallow amine（シンガポール）及び 3, 5-bis (1,1-dimethylethyl)-4- 
hydroxybenzenepropanoic acid, (C7-C9)-dranched alkyl esters（同）の 3種の物質の評価が行われ、
Raw C5及び 3, 5-bis (1,1-dimethylethyl)-4- hydroxybenzenepropanoic acid, (C7-C9)-dranched alkyl 
estersはそれぞれMEPC.2サーキュラーの List 3及び 5に掲載されることとなった。Ethoxylated 
tallow amineについては List 5への掲載を提案しているものの、安全上の危険性を有している
こと及び IBCコードの全ての要件を策定出来るだけのデータがそろっていることが指摘され、
今後この指摘に基づいた新たな提案が行われることとなった。 
また、事務局より MEPC.2 サーキュラーに記載された三国間合意物質のリスト改正案

（MEPC.2サーキュラー次回改正案）が示され、WGは関係各国に対し内容に誤り等がないか
確認するよう要請した。 

 
(4) バイオ燃料の運送要件 

バイオ燃料及びバイオ燃料混合物の輸送要件については、下記事項を考慮の上検討を進めて

いくこととなった。 
・ バイオ燃料混合物に関する詳細なデータが必要である。 
・ 境界値を設定するための油水分離器等の作動に関する技術データが必要である。 
・ 現在、産業界は混合比 15％という暫定境界値を限度として運用をしている。 
・ 少量の油を含有している化学品の取扱に関する指針が存在していない。 
・ 現行規則では、オイルを含有する化学品の排出一切禁止されている。 
なお、今後の検討のたたき台として、次の条件が提示された。 
Band1 85%以上の鉱物油と附属書 II物質の混合物：附属書Ⅰの要件を適用する（油水分離器

等の性能への影響確認が必要ではあるが）。 
Band2 1％以上 85%未満の鉱物油と附属書 II物質の混合物：附属書Ⅱ物質として汚染分類 X、

船型 2及び最も厳しい最低運送要件を適用する（分解ガソリン、ブチルベンゼン、脂
肪酸メチルエステルのような類似製品に基づいて）。 

Band3 1％未満の鉱物油と附属書Ⅱ物質の混合物：附属書Ⅱの要件を適用する。 
 
 

* * * 

- 67 -



 

付録 1.7 第 12 回 BLG 小委員会審議概要 

（議題 3関連：ケミカル物質の安全及び汚染危険性の評価並びにその結果による改正の準備、
議題 4関連：バイオ燃料の輸送要件及び議題 16関連：その他の議題（一部）） 

 

1 会合の概要 
(1) 平成 20年 2月 4日～8日（ロンドン：Royal Horticultural Halls） 
(2) 参加国又は機関 

アルジェリア、アルゼンチン、豪、バハマ、ボリビア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、

コロンビア、キューバ、キプロス、コンゴ、デンマーク、エジプト、エストニア、フィ

ンランド、仏、独、ギリシャ、インドネシア、イラン、アイルランド、イスラエル、イ

タリア、日本、ラトビア、レバノン、リベリア、マレーシア、マーシャル諸島、メキシ

コ、蘭、ニュージーランド、ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、ペルー、ポーランド、

韓国、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、スロベニア、スペイン、

スウェーデン、トルコ、ツバル、ウクライナ、英、米、ウルグアイ、ベネズエラ、香港、

クック諸島、EC、ICS、IUMI、ITF、IAPH、BIMCO、IACS、CEFIC、OCIMF、IMPA、
FOEI、IAIN、IFSMA、CESA、INTERTANKO、IUCN、SIGTTO、DGAC、CLIA、ICCL、
INTERCARGO、EUROMOT、IPIECA、IMarEST、IPTA、IMCA及び IBIA 

(3) 議長等 
議 長：Mr. Z. Alam（シンガポール） 
副議長：Mr. S. Oftedal（ノルウェー） 

 
2 審議概況 
2.1 議題 3関連 
(1) プレナリーでの審議 
① ESPH 13の報告（BLG 12/3） 

ESPH議長から 2007年 10月に日本で開催された ESPH 13の議事内容の報告が行われ、
特段の指摘事項も無くその内容が承認された。 

 
② 新規物質の評価（BLG 12/3/1及び BLG 12/3/2） 

同提案は本会議では審議されず、直接WGで検討されることとなった。 
 
(2) WGでの審議 

Mrs. M.C. Tiemens-Idzinga（オランダ）を議長とするWGが設置され、小委員会からの付
託事項に基づき審議が行われた。審議結果の概要は次のとおりである。 
 
① 新規物質の評価 
（ｲ） エトキシ化タローアミン（＞95％）（BLG 12/3/1）については、特別要件16.2.9

（凝固点を示すこと）が追加され、MEPC.2/Circ.に記載されることとなった。 
（ﾛ） ジアルキルチオ燐酸ナトリウム塩溶液（BLG 12/3/2）については、GESAMPの

HPの毒性データとの食い違いが見られることから今回は提案が取下げられ、デ
ータの確認を行った上で次回ESPH（2008年10月開催予定）に再度提案されるこ
ととなった。 
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なお、新規物質の評価提案を行う場合には、BLG Product DATA Reporting Formを使用
しなければならないことが確認された。 

 
② 新規タンク洗浄剤の評価 

26種類の新規洗浄剤の評価が行われ（日本からは提案なし）、23種類の洗浄剤が承認
された。承認されなかった 3 種類の洗浄剤は、用途が示されていなかったことによるも
のである。 

 
③ MEPC.2/Circ.に関する審議 
（ｲ） MEPC.2/Circ.13 List 1に掲げられた物質（次回IBCコード改正時にコードに取り

入れられるべき物質）については、次回ESPHにおいて検討される新規提案物質
の検討結果も併せてMEPC.2/Circ.14に記載することとした。 

（ﾛ） List 2に掲げられた物質について、その主成分として掲げられた物質名がIBCコ
ードに記載されていない物質名である場合がある（例：Cyclopentanol）。これ
らについては、IBCコードの第17章及び第18章、並びに、MEPC.2/Circ.のList 1
又はList 5に記載されている物質名を使用すべきであることが合意され、関係各
国が精査して次回ESPHに報告することとなった。 

（ﾊ） 混合物中のミネラルオイルの取扱いについては結論が得られなかったため、
MEPC.1/Circ.512の第5.7項及び第5.8項の適用を考慮しつつ、次回ESPHにおいて
検討されることとなった。なお、排出等の懸念はあるものの、ミネラルオイル

混合物中のミネラルオイルはその成分として存在しているため、MEPC.2/Circの
List 5にエントリーする手法もある、との指摘があった。 

（ﾆ） MEPC.2/Circ.14が2008年12月17日に発行されることにより同日に期限が切れる
こととなるMEPC.2/Circ.13に掲げられている物質であって、2009年1月1日に発
効する改正IBCコードにも掲げられている物質は、MEPC.2/Circ.14には掲げられ
ない。そのため、当該物質は2008年12月17日から2008年12月31日まで運送でき
ないこととなる。よって、それを解消するため、MEPC.2/Circ.13の有効期限を
2008年12月31日まで延長することが合意された。 

（ﾎ） MEPC.2/Circ.13において修正を必要とするものについては、次回ESPHで検討さ
れることとなった。又、3国間合意については、有効期日以前に削除されないよ
う注意喚起がなされた。 

 
④ IBCコード第 19章の見直しについて 

IBCコード第 19章の見直しについては、オランダが会期外に作業を行うこととなり、
WGはメンバーに対しオランダに情報提供を行うよう要請した。 

 
(3) プレナリーでの審議 

WGの報告書が審議され、特段の議論もなく報告書が承認された。 
 
2.2 議題 4関連 
(1) プレナリーでの審議 

ESPH WG議長より第 13回 ESPHにおけるバイオ燃料の輸送に関する検討結果が報告さ
れた。ブラジルより、混合比 25％のバイオエタノール混合物を陸上で使用しているため、
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混合比 25%までの混合物に附属書 I の運送要件を適用させたい旨の発言があったが、特段
の検討は無く、詳細についてはWGにて検討されることとなった。 

 
(2) WGでの審議 

ブラジルから混合比 25%という新たな基準が示されたが、ESPH 前回会合と同様、検討
を進める上でのデータが不足していることから、今後、次に掲げる事項を特に念頭に置い

て検討を進めることとなった。 
（ｲ） 船上での混合作業の取扱 
（ﾛ） 附属書 I及び IIの境界 
（ﾊ） 既に合意されている暫定ガイドラインの適用期限（2009 年 7 月 1 日）を考慮し

た情報の取りまとめ 
（ﾆ） 油排出監視装置の実効性の確認（バイオエタノール/ガソリン混合物、FAME/軽

油混合物及びパームオレイン/軽油混合物による。） 
（ﾎ） 混合比が異なる場合の ODMEの運用 
（ﾍ） 混合比 15％を境界とする現在の暫定ガイドラインの、附属書 I の要件への適合

性 
（ﾄ） BAND 2（石油燃料が 1%以上 85％濃度までの場合：BLG 12/3参照）を考慮した

3国間協議の可能性 
 
(3) プレナリーにおける審議 

WGの報告書が審議され、暫定ガイドラインの適用期限（2009年 7月 1日）は短すぎる

のではないかとの意見はあったものの、その他には特段の異議も無く、WG での合意に従

い今後検討が続けられることとなった。 
 
2.3 議題 16関連 
(1) MARPOL 附属書 II 第 12規則及び第 18規則の適用に関する BLG.1/Circ.策定の提案につい
て（BLG 12/16/3：INTERTANKO） 
同提案に対し、IPTA より、ケミカルタンカーは第 12 規則で要求されている設備は満足

しており、INTERTANKO の言うようなトラブルは報告されていないとの発言があった。
これに対し INTERTANKO から、2、3 のトラブルが報告されているとの回答があった。ま
た、ICS、キプロス等からはそのようなトラブルは地域的な問題であって Circ.の必要は無
いのではないかとの意見があり、小委員会は、今後、具体的な問題があれば検討すること

とし、今回はこれ以上の検討は行わないこととなった。 
 
 

* * * 
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付録２ UNCETDG&GHS 等審議概要 
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ー
ド
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。」
は
現
在

30
9
の
エ
ン
ト
リ
ー

に
割
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
科
学
の
進
歩
に
よ
り
多
く
の
物
質
の
危
険
レ
ベ
ル
を
下
げ
る
こ
と
を
可
能
と

し
た
。
従
っ
て
、
個
々
の
エ
ン
ト
リ
ー
に
特
別
要
件
を
割
当
て
る
よ
り
、
一
般
要
件
と
し
て
規
則
に
取
り

入
れ
る
こ
と
が
良
い
と
考
え
る
の
で
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
①

 
危
険
物
リ
ス
ト
か
ら

SP
22

3
を
削
除
す
る
。

 
②

 
2
章
（
序
論
）
に
新
し
い
パ
ラ
グ
ラ
フ

2.
0.

1.
6「

3.
2
章
の
危
険
物
リ
ス
ト
に
品
名
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
物
質
が
、
そ
の
危
険
性
が
ど
の
分
類
の
定
義
に
も
属
さ
な
い
と
い
う
科
学
的
根
拠
（
試
験
結
果
に

よ
る
）
が
あ
る
場
合
及
び
割
り
当
て
ら
れ
た
分
類
意
を
使
用
す
る
い
か
な
る
理
由
が
な
い
（

SP
27

9
の
要
求
事
項
の
よ
う
に
人
間
の
経
験
に
よ
る
）
場
合
は
、
こ
の
規
則
が
適
用
さ
れ
な
い
。」
を
作
成

す
る
。

 

適
宜

 
次
期
新
提
案

 
提
案
の
主
旨
は
支
持
さ
れ
た

が
、
多
く
の
問
題
点
が
指
摘
さ

れ
、
次
期
新
提
案
と
な
っ
た
。

 

07
/4

 
(ノ
ル
ウ
ェ
ー

) 
3(

a)
 

点
火
・
点
爆
装
置
付
又

は
同
梱
さ
れ
て
い
る
爆

発
物
品
の
隔
離
区
分

 

RI
D

/A
D

R
に
は
点
火
・
点
爆
装
置
付
の
爆
発
物
品
の
隔
離
区
分
の
規
定
が
あ
る
が
、
国
連
勧
告
に
は
な
い
。

整
合
性
を
図
る
目
的
で
次
の
改
正
を
提
案
す
る
。

 
2.

1.
2
表
（
隔
離
区
分
表
）
に
次
の
注
記
を
追
加
す
る
。

 
注
記

1）
 

隔
離
区
分

D
及
び

E
の
物
品
は
、
点
火
・
点
爆
装
置
の
偶
発
的
な
作
動
に
よ
る
爆
発
を
防
止
す
る
よ
う
設

計
さ
れ
た
少
な
く
と
も

2
個
の
有
効
な
安
全
装
置
を
有
す
る
点
火
・
点
爆
装
置
を
取
り
付
け
る
か
一
緒
に

包
装
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
包
装
品
は
隔
離
区
分

D
又
は

E
に
割
当
て
ら
れ
る
。

 
注
記

2）
 

隔
離
区
分

D
及
び

E
の
物
品
は
、
点
火
・
点
爆
装
置
が
偶
発
的
に
機
能
し
て
も
通
常
の
輸
送
状
態
で
物
品

が
爆
発
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
生
産
国
の
主
管
庁
の
見
解
が
あ
れ
ば
、

2
個
の
有
効
な
安
全
装
置
を
備

え
て
い
な
い
点
火
・
点
爆
装
置
で
も
一
緒
に
包
装
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
包
装
品
は
隔
離
区
分

D
又
は

E
に
割
当
て
ら
れ
る
。

 

賛
成

 
修
正
の
上
採
択
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07
/5

 
(W

N
TI

) 
7 

放
射
性
物
質
の
輸
送
維

持
に
つ
い
て

 
近
年
、
放
射
性
物
質
の
輸
送
が
拒
否
さ
れ
た
り
遅
延
し
た
り
す
る
案
件
が
増
え
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
ハ

ン
ド
リ
ン
グ
や
輸
送
書
類
に
関
す
る
要
求
事
項
が
複
雑
で
煩
わ
し
い
た
め
で
あ
り
、
こ
れ
を
解
決
す
る
た

め
に
、
政
府
機
関
、
政
府
及
び
産
業
界
が
協
力
す
る
必
要
が
あ
り
、

W
N

TI
も
協
力
を
す
る
と
す
る
提
案
。 

適
宜

 
継
続
審
議

 

07
/6

 
(IA

TA
) 

3(
b)

 

容
器
包
装
要
件

P0
99

の
割
当

 
容
器
包
装
要
件

P0
99
（
管
轄
官
庁
許
可
）
に
関
し
、
国
連
勧
告
と

A
D

R、
49

CF
R、

IC
A

O
 T

Iの
整
合
が

取
れ
て
い
な
い
の
で
、
整
合
性
を
図
る
た
め
に
次
の
提
案
を
す
る
。

 
①

 
A

D
R
と
整
合
さ
せ
、

P0
99
か
ら

P0
01
又
は

P0
02
に
改
正
す
る
。

 
U

N
11

94
, 1

22
2,

 1
26

1,
 1

86
5,

 3
09

4,
 3

09
5,

 3
09

6,
 3

12
4,

 3
30

1 
②

 
A

D
R、

IC
A

O
 T

I、
49

CF
R
整
合
さ
せ
、
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
U

N
31

23
: P

09
9 
→

 P
60

1 
U

N
31

25
: P

09
9 
→

 P
00

2 
③

 
A

D
R、

IC
A

O
 T

Iで
輸
送
禁
止
、

IM
D

G
コ
ー
ド
で
輸
送
禁
止
又
は

P0
99
が
割
当
て
ら
れ
て
い
る

物
質
に
関
し
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
を
す
る
。

 
U

N
21

86
, 2

24
9,

 3
09

7,
 3

10
0,

 3
12

1,
 3

12
7,

 3
13

3,
 3

13
7,

 3
25

5 

賛
成

 
一
部
採
択

 
①
 
は
採
択

 
②
 
は
採
択

 
③
 
は
継
続
審
議

 

07
/7

 
( ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
) 

6 

教
育
訓
練
の
要
件

 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
、

A
D

R
の
教
育
訓
練
に
関
す
る
規
定
に
違
反
し
て
い
る
企
業
を
発
見
し
た
が
、

現
行
の
規
定
で
は
将
来
教
育
訓
練
を
す
る
と
い
う
約
束
さ
え
す
れ
ば
規
定
を
満
足
す
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
国
連
勧
告
の
教
育
訓
練
の

1.
3
章
は

A
D

R
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
同
様
な
問
題
を
起
こ
さ
な
い
よ
う

に
、
教
育
訓
練
に
関
す
る
規
定
を
「
危
険
物
輸
送
従
事
者
は
教
育
訓
練
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

適
宜

 
採
択

 
現
在
の
規
定
も
同
様
の
趣
旨

で
あ
る
が
、
明
確
化
の
た
め

「
sh

al
l 

re
ce

ve
」
を
「

sh
al

l 
ha

ve
 re

ce
iv

ed
」
と
し
た
。

 
07

/8
 

( 英
国

) 
6 

開
放
型
低
温
容
器
の
要

件
 

開
放
型
低
温
容
器
に
関
し
て
は
、
国
連
勧
告
は

P2
03
で
主
管
庁
許
可
と
な
っ
て
い
る
が
、

A
D

R/
RI

D
、

IC
A

O
 T

Iは
主
管
庁
許
可
で
は
な
く
、
細
か
な
要
件
を
規
定
し
運
用
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
国
連
勧
告
と

A
D

R/
RI

D
、

IC
A

O
 T

Iと
の
整
合
性
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
各
規
則
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
、
規
定
の
概

略
案
を
作
成
し
た
の
で
、
生
産
者
、
使
用
者
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
に
広
く
意
見
を
求
め
、
検
討
し
て

い
く
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

賛
成

 
次
期
新
提
案

 

07
/9

 
(E

IG
A

) 
6 

容
器
の
定
期
検
査
及
び

試
験

 
ガ
ス
容
器
の
水
圧
試
験
に
関
す
る
規
定

6.
2.

1.
5.

1(
d)
の
注
記

2
に
「
主
管
庁
の
承
認
を
得
て
、
シ
リ
ン
ダ

ー
及
び
チ
ュ
ー
ブ
の
水
圧
試
験
は
音
波
放
出
又
は
超
音
波
に
よ
る
同
等
の
方
法
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。」
と
あ
る
。
音
波
放
出
又
は
超
音
波
試
験
は
一
般
的
と
な
り
、
多
く
の
主
管
庁
が
許
可
を
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
注
記
で
は
な
く
、

6.
2.

1.
5.

1(
d)
の
「
水
圧
試
験
」
を
「
水
圧
試
験
又
は
音
波
放
出

/超
音
波
試

験
」
と
し
、
主
官
庁
の
承
認
が
な
く
て
も
音
波
放
出
又
は
超
音
波
試
験
が
適
用
で
き
る
よ
う
に
提
案
す
る
。 

適
宜

 
次
期
新
提
案

 
提
案
の
主
旨
は
支
持
さ
れ
た

が
、
合
格
基
準
が
明
確
で
な
い

等
の
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
、
新

提
案
と
な
っ
た
。

 
07

/1
0 

( ド
イ
ツ

) 
10

(b
) 

G
H

S
に
未
規
定
の
爆

発
性
状

 
火
薬
類
の
暫
定
受
入
手
順
に
よ
り
爆
発
性
を
示
し
た
物
質
で
も
次
の
手
順
が
包
装
さ
れ
た
も
の
の
試
験

で
あ
る
た
め
火
薬
類
か
ら
除
外
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

G
H

S
は
生
産
、
貯
蔵
、
輸
送
等
全
て
の
領
域
に

適
応
さ
れ
る
の
で
、
物
質
が
爆
発
性
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
は
大
切
で
あ

る
。
従
っ
て
、
通
常
の
分
類
手
順
結
果
で
は
な
く
、
先
行
試
験
と
し
て
爆
発
性
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か

を
評
価
す
る
次
の
試
験
を
提
案
す
る
。

 
①

 
熱
感
度
試
験

 
②

 
衝
撃
感
度
試
験

 
③

 
摩
擦
感
度
試
験

 

適
宜

 
次
期
新
提
案

 
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
検

討
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
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07
/1

1 
( ド
イ
ツ

) 
10

(c
) 

G
H

S
引
火
性
液
体
類

の
物
理
化
学
的
危
険
性

の
明
確
化

 

引
火
性
液
体
類
の
物
理
化
学
的
危
険
性
の
明
確
化
に
つ
い
て
は
、

20
05
年
の
会
合
に
提
案
し
た
が
、
よ
り

詳
細
な
提
案
を
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
た
の
で
、

G
H

S
テ
キ
ス
ト
を
改
正
す
る
案
を
作
成
し
た
。
改
正
案
の

概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
①

 
分
類
基
準
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

2.
6.

2
の
燃
焼
継
続
試
験
に
関
す
る
注
記

2「
引
火
点
が

35
℃
を
超
え
る

液
体
は
」
を
「
引
火
点
が

35
℃
を
超
え

60
℃
以
下
の
液
体
は
」
に
改
正
す
る
。

 
②

 
混
合
物
の
引
火
点
計
算
の
手
引
き
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

2.
6.

4.
2.

2
の
「
関
連
す
る
分
類
基
準
よ
り

5℃
以

上
高
い
場
合
に
は
次
の
各
項
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
に
そ
の
引
火
点
を
実
験
で
測
定
す
る
必
要
は

な
い
。」
を
「
関
連
す
る
分
類
基
準
（

23
℃
及
び

60
℃
）・
・
・
・
」
と
改
正
す
る
。

 
③

 
パ
ラ
グ
ラ
フ

2.
6.

4.
2.

5
を
「
引
火
点
測
定
方
法
は
次
に
よ
る
。」
と
改
正
し
、
国
際
標
準
に

IS
O

27
19
、

IS
O

13
73

6
を
追
加
す
る
。

 
④

 
初
留
点
測
定
方
法
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
初
留
点
測
定
方
法
を
規
定
す
る
新
し
い
パ
ラ
グ
ラ

フ
2.

6.
4.

2.
5を
追
加
し
、国
際
標
準

IS
O

39
24

, I
SO

46
26

, I
SO

34
05
、各
国
基
準

A
ST

M
 D

86
, A

ST
M

 
D

 1
07

8
等
を
明
記
す
る
。

 

適
宜

 
一
部
採
択

 
①
 
は
新
提
案

 
②
 
は
採
択

 
③
 
は
採
択

 
④
 
は
採
択

 

07
/1

2 
(S

A
A

M
I) 

3(
a)

 

無
煙
火
薬
の
新
エ
ン
ト

リ
ー

 
現
在
、
無
煙
火
薬
に
は

2
つ
の
エ
ン
ト
リ
ー
、

U
N

01
60

 (
1.

1C
)、

U
N

01
61

 (
1.

3C
)が
あ
る
。
小
売
の
消

費
財
は
、
主
に
最
大
正
味
量

3.
7k

g
の
４

G
の
組
合
せ
容
器
で
運
送
さ
れ
て
お
り
、

1.
4C
で
あ
る
。（
主
管

庁
の
研
究
所
に
多
く
の
デ
ー
タ
が
あ
る
。）
従
っ
て
、
新
し
い
エ
ン
ト
リ
ー
を
設
け
る
次
の
提
案
を
す
る
。  

①
 
危
険
物
リ
ス
ト
に
新
し
い
エ
ン
ト
リ
ー

U
N

X
X

X
X
を
設
け
、
容
器
要
件
は
現
在
の
エ
ン
ト
リ
ー
に

あ
る

P1
14

(b
)を
使
用
す
る
。

 
②

 
内
装
容
器
は
最
大
正
味
量

3.
7k

g
に
制
限
さ
れ
る
旨
の
特
別
規
定

PP
X

X
を
設
け
る
。

 

適
宜

 
採
択

 

07
/1

3 
(S

A
A

M
I) 

10
(b

) 

G
H

S 
2.

1
章
の
改
訂

 
SA

A
M

Iは
、
危
険
区
分

1.
4
の

G
H

S
表
示
を
爆
発
し
て
い
る
爆
弾
の
絵
表
示
に
し
た
決
定
は
、

1.
4S
の

危
険
物
に
関
し
て
は
、
そ
の
定
義
及
び
航
空
輸
送
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
き
過
ぎ
た
警
告
で
あ
り
、

再
考
す
る
よ
う
昨
年
の
会
議
で
提
案
し
た
が
、
反
対
意
見
や

1.
4S
の
製
品
に
の
み
除
外
を
設
け
る
案
が
出

さ
れ
、
問
題
を
整
理
し
て
再
度
提
案
す
る
よ
う
依
頼
を
受
け
た
の
で
、
次
の
提
案
を
す
る
。

 
①

 
G

H
S
附
属
書

1
の
火
薬
類
の
表
に

1.
4S
の
欄
を
設
け
、爆
弾
絵
表
示
か
ら

1.
4S
記
号
に
変
更
す
る
。 

②
 

G
H

S
表

2.
1.

2
を
同
上
と
す
る
。

 

適
宜

 
新
提
案

 
火
薬
類
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
が
開
催
さ
れ
る

20
08
年

7
月
に
新
提
案
が
提
出
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

 

07
/1

4 
( 豪
州

) 
7 

放
射
性
物
質
の
輸
送
拒

否
に
つ
い
て

 
豪
州
が

IA
EA

 T
ra

ns
po

rt 
Sa

fe
ty

 S
ta

nd
ar

sd
s C

om
m

itt
ee
（

TR
A

N
SS

C）
に
提
出
し
た
放
射
性
物
質
輸
送

拒
否
の
解
決
策
策
定
案
を
小
委
員
会
が
検
討
す
る
よ
う
要
望
す
る
提
案
。

 
概
略
は
ア
ク
セ
ス
マ
ッ
プ
を
作
成
し
、
各
国
の
港
や
空
港
で
輸
送
さ
れ
て
い
る
放
射
性
物
質
の
種
類
の
把

握
、
規
則
や
禁
止
令
の
詳
細
の
検
討
、
よ
り
効
率
的
な
輸
送
の
検
討
等
を
実
施
す
る
こ
と
で
あ
る
。

 

適
宜

 
継
続
審
議

 
各
種
障
害
の
分
析
や
問
題
点

の
特
定
を
進
め
て
い
く
こ
と

と
な
っ
た
。

 
07

/1
5 

( 豪
州

) 
6 

非
開
放
型
貨
物
輸
送
ユ

ニ
ッ
ト
の
定
義

 
国
連
勧
告
の

14
訂
版
に
は
非
開
放
型
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
の
定
義
が
な
い
。

A
D

R
に
は
非
開
放
型
自
動
車

/
コ
ン
テ
ナ
と
い
う
定
義
が
あ
り
、
国
連
勧
告
の
非
開
放
型
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
と
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
考
慮
し
て
次
の
よ
う
な
定
義
を
提
案
す
る
。

 
非
開
放
型
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
：
耐
久
構
造
に
よ
り
内
容
物
が
完
全
に
閉
鎖
さ
れ
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
い
い
、
側
面

や
上
部
が
布
製
で
あ
る
貨
物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
は
非
開
放
型
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

 

適
宜

 
修
正
の
上
採
択

 

07
/1

6 
( 豪
州

) 
電
気
雷
管
の
正
式
品
名

の
改
訂

 
電
気
雷
管
及
び
電
子
雷
管
は
、
同
じ
点
火
玉
、
添
装
薬
を
内
蔵
し
、
電
子
雷
管
は
特
定
の
符
号
化
さ
れ
た

信
号
が
一
体
化
し
た
超
小
型
演
算
装
置
に
送
ら
れ
起
爆
さ
れ
る
の
に
対
し
、
電
気
雷
管
は
電
気
量
に
よ
り

賛
成

 
次
期
新
提
案

 
雷
管
の
定
義
変
更
を
再
検
討
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3(
a)

 
起
爆
さ
れ
る
点
、機
能
は
全
く
異
な
る
が
、安
全
性
に
関
す
る
違
い
は
極
め
て
少
な
い
。従
っ
て
、U

N
00

30
、

02
55
、

04
56
の
正
式
品
名
を
「
電
気
雷
管
又
は
電
子
雷
管
（
爆
破
用
の
も
の
）」
と
す
る
こ
と
を
提
案
す

る
。

 

し
、
新
提
案
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。

 

07
/1

7 
(豪
州

) 
3(

a)
 

爆
発
性
物
質
の
正
味
量

に
よ
る
分
類

 
20

02
年
に
豪
州
で
発
生
し
た
煙
火
貯
蔵
庫
の
爆
発
の
原
因
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、危
険
区
分

1.
3
及
び

1.
4

の
商
品
が
貯
蔵
さ
れ
た
コ
ン
テ
ナ

/火
薬
庫
も
大
爆
発
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
爆
発
の
原
因
は
、
様
々
な

要
因
か
ら
起
こ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
正
味
爆
薬
数
量
（

N
EQ
）
に
よ
る
危
険
性
の
増
大
も
考
え
ら
れ

る
。
従
っ
て
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
に
密
閉
さ
れ
る
煙
火
に
関
し
て
、
輸
送
単
位
で
の
分
類
シ
ス
テ
ム
や
輸
送
単

位
の
数
量
の
制
限
等
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

適
宜

 
次
期
新
提
案

 
議
論
す
べ
き
と
の
提
案
は
受

け
入
れ
ら
れ
、
英
国
及
び
フ
ラ

ン
ス
が
具
体
的
内
容
を
含
む

提
案
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

 
07

/1
8 

( 豪
州

) 
6 

貨
物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
の

定
義

 
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
と
貨
物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
の
定
義
が
明
確
で
な
い
の
で
、
次
の
よ
う
に
提
案
す
る
。

 
①

 
貨
物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
：
道
路
輸
送
用
タ
ン
ク
、
貨
物
運
送
用
自
動
車
、
鉄
道
輸
送
用
タ
ン
ク
、
貨
物

輸
送
用
貨
車
又
は
複
合
輸
送
用
貨
物
コ
ン
テ
ナ
又
は
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
を
い
う
。

 

適
宜

 
修
正
の
上
採
択

 

07
/1

9 
(フ
ラ
ン
ス

) 
6 

少
量
危
険
物
の
容
器
包

装
及
び
表
示

 
少
量
危
険
物
で
内
装
容
器
が
ボ
ト
ル
の
場
合
、
ボ
ト
ル
が
箱
に
入
れ
ら
れ
そ
の
後
外
装
に
入
れ
ら
れ
る
の

が
一
般
的
包
装
で
あ
る
が
、
現
在
の
規
定
で
は
、
ど
の
箱
が
外
装
で
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
な
の
か
明
確
で
な

く
、
ど
こ
に
何
を
表
示
す
べ
き
か
も
明
確
で
な
い
。
従
っ
て
、
中
間
包
装
と
い
う
概
念
を
取
り
入
れ
る
こ

と
に
よ
り
外
装
を
明
確
化
し
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
表
示
は
し
な
く
て
も
良
い
旨
の
提
案
を
す
る
。

 

適
宜

 
修
正
の
上
採
択

 
 

07
/2

0 
( フ
ラ
ン
ス

) 
3(

b)
 

マ
ニ
ュ
キ
ア
の
分
類

 
U

N
20

59
ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ス
（
溶
液
）（
窒
素
量
が

12
.6
質
量
％
以
下
で
ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ス
の
含
有
率

が
55
質
量
％
以
下
の
も
の
に
限
る
。）
に
割
当
て
ら
れ
て
い
る

SP
19

8
に
は
、
印
刷
用
イ
ン
ク
、
印
刷
用

イ
ン
ク
関
連
物
質
、
塗
料
又
は
塗
料
関
連
物
質
と
し
て
運
送
さ
れ
る
ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ス
（
溶
液
）
で
あ

っ
て
、
ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ス
の
含
有
率
が

20
％
以
下
の
も
の
は

U
N

12
10
、

12
63
又
は

30
66
に
該
当
す

る
と
あ
る
。
マ
ニ
ュ
キ
ュ
ア
は
ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ス
を

2～
17
％
を
含
み
、
エ
ン
ト
リ
ー
と
し
て
は
、

U
N

12
66
香
料
製
品
類
が
適
切
で
あ
る
。
従
っ
て
、

SP
19

8
の
本
文
に
香
料
製
品
、

U
N

12
66
を
追
加
し
、

危
険
物
リ
ス
ト
の

U
N

12
66
の
第

6
欄
に

SP
19

8
を
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

適
宜

 
採
択

 

07
/2

1 
(米
国

) 
3(

b)
 

U
N

17
44

(臭
素

)の
容

器
要
件

P8
04

 
第

29
回
会
合
で

U
N

17
44
臭
素
又
は
そ
の
溶
液
の
新
容
器
包
装
要
件
を
採
択
し
た
が
、
内
装
容
器
に
ガ
ラ

ス
容
器
を
使
用
し
、
内
装
容
器
と
外
装
容
器
の
間
に
緩
衝
材
や
吸
収
剤
を
入
れ
た
中
間
容
器
を
使
用
す
る

と
い
う
要
件
を
除
外
し
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

P8
04

 の
第

1
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
次
の
よ
う
に
訂
正

す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
重
量

25
kg
を
超
え
な
い
組
合
せ
容
器
で
、

 
1.

3
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
な
い
ガ
ラ
ス
製
内
装
容
器
で
あ
っ
て
容
量
の

90
％
以
下
に
充
填
さ
れ
、

 
輸
送
中
の
衝
撃
や
振
動
で
緩
み
等
が
生
じ
な
い
よ
う
に
蓋
が
さ
れ
、

 
緩
衝
材
と
ガ
ラ
ス
製
内
装
容
器
の
中
身
を
完
全
に
吸
収
で
き
る
十
分
な
吸
収
剤
と
と
も
に
金
属
製
容
器

に
入
れ
ら
れ
、

 
そ
の
後
、
外
装
容
器
 

1A
2,

 1
B2

, 1
N

2,
 1

H
2,

 1
D

, 1
G,

 4
A

, 4
B,

 4
C1

, 4
C2

, 4
D

, 4
F,

 4
G
又
は

4H
2
で
梱

包
さ
れ
る
こ
と
。

 

適
宜

 
採
択

 
15
訂
版
の
正
誤
表
と
し
て
周

知
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

 

07
/2

2 
( 米
国

) 
3(

a)
 

U
N

34
74
（

1-
H

O
Bt
）

の
正
式
品
名
の
改
正

 
第

30
回
会
合
で

1-
H

O
B

t 1
水
塩
を

U
N

34
74
に
含
め
る
と
い
う
提
案
（

30
/IN

F2
7）
は
、
デ
ー
タ
を
検

討
す
る
十
分
な
時
間
が
な
い
こ
と
及
び
１
水
塩
の
水
含
有
量
の
低
さ
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
る
と
し
て
採

択
さ
れ
な
か
っ
た
。
物
理
的
性
質
及
び

1-
H

O
B

tの
水
和
物
に
つ
い
て
行
っ
た
試
験
結
果
を
見
直
し
た
結

賛
成

 
次
期
新
提
案

 
提
案
主
旨
は
受
け
入
れ
ら
れ

た
が
、
多
く
の
問
題
も
指
摘
さ
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果
、
次
の
提
案
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

 
U

N
34

74
の
正
式
を
「

1-
H

Y
D

RO
X

Y
BE

N
ZO

TR
IA

ZO
LE

, A
N

H
Y

D
RO

U
S,

 W
ET

TE
D

 w
ith

 n
ot

 le
ss

 
th

an
 2

0%
 w

at
er

, b
y 

m
as

s o
r 1

-H
Y

D
RO

X
Y

B
EN

ZO
TR

A
ZO

LE
, M

O
N

O
H

Y
D

RA
TE
」
と
す
る
。

 

れ
た
。
米
国
が
新
提
案
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。

 

07
/2

3 
(米
国

) 
3(

b)
 

容
器
包
装
要
件

P6
20

の
改
正

 
U

N
33

73
診
断
用
標
本
に
規
定
さ
れ
る
容
器
要
件

P6
50
に
は
、
ク
ラ
ス

3、
8、

9
の

30
m

l以
下
の
物
質

は
同
梱
で
き
る
と
す
る
緩
和
規
定
が
あ
る
が
、

U
N

28
14
人
体
に
病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質
及
び

U
N

29
00
動
物
に
病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質
に
規
定
さ
れ
る
容
器
要
件

P6
20

 に
は
同
規
定
は
な
い
。

従
っ
て
、
次
の
規
定
を
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
「
他
の
危
険
物
は
病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質
の
生
育
を
維
持
し
た
り
、
危
険
性
の
退
化
を
防
ぐ
必
要
が

な
い
場
合
は
、
危
険
区
分

6.
2
と
し
て
同
一
の
容
器
に
包
装
し
て
は
な
ら
な
い
。
ク
ラ
ス
ク
ラ
ス

3、
8、

9
を
含
む
危
険
物
で
容
量
が

30
m

l以
下
で
あ
れ
ば
、
病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質
が
入
っ
た
一
次
容
器
と

同
梱
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
少
量
の
危
険
物
が
こ
の
要
件
に
従
っ
て
梱
包
さ
れ
た
場
合
は
、
他
の
要
求
事
項

に
合
致
し
な
く
て
も
よ
い
。」

 

適
宜

 
採
択

 

07
/2

4 
( 米
国

) 
6 

容
器
等
級
Ⅰ
の
固
体
用

ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク

 
昨
年
の
会
議
に
お
い
て
、
危
険
区
分

4.
2 

PG
Ⅰ
の
固
体
物
質
に
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
の
要
件

T2
1
及
び

危
険
区
分

4.
3 

PG
Ⅰ
の
固
体
物
質
に

T9
を
割
当
て
る
こ
と
が
採
択
さ
れ
た
。
し
か
し
、

T9
、

T2
1
は
底

部
の
開
口
部
を
許
可
し
て
い
な
い
の
で
、
現
在
の
条
件
で
は
実
質
固
体
物
質
の
揚
荷
が
で
き
な
い
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、

4.
2.

5.
2.

6
に
あ
る
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
要
件
に
次
の
注
記
ｂ
を
追
加
す
る
こ
と

を
提
案
す
る
。

 
「
こ
の
欄
に
認
め
ら
れ
な
い
と
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
物
質
が
液
体
で
輸
送
さ
れ
る
場
合
に
底
部
排

出
口
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。（

6.
7.

2.
6.

1
参
照
）
物
質
が
通
常
輸
送
時
の
全
て
の
温
度
に
対
し
て

固
体
で
あ
る
場
合
は
、

6.
7.

2.
6.

2
に
規
定
さ
れ
た
底
部
排
出
口
が
認
め
ら
れ
る
。」

 

適
宜

 
採
択

 

07
/2

5 
(米
国

) 
3(

b)
 

吸
入
毒
性
液
体
の
副
次

危
険
性

 
U

N
33

85
、

33
86
吸
入
毒
性
液
体
（
水
反
応
性
の
も
の
）
及
び

U
N

33
89
、

33
90
吸
入
毒
性
液
体
（
腐
食

性
の
も
の
）
の
物
質
で
引
火
点
が

60
℃
以
下
の
も
の
が
あ
り
、
又
、

U
N

33
83
、

33
84
吸
入
毒
性
液
体
（
引

火
性
の
も
の
）
の
物
質
で
腐
食
性
の
危
険
性
が
あ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
エ
ン
ト
リ
ー
を

カ
バ
ー
す
る
も
の
は
な
い
の
で
、
副
次
危
険
性
を
表
示
す
る
要
件
を
示
し
た

SP
32

9
と

SP
31

3
を
各
エ
ン

ト
リ
ー
に
追
加
す
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
提
案
す
る

 
①

 
SP

32
9
を
危
険
物
リ
ス
ト
第

6
欄
に
追
加
す
る

 
U

N
33

85
, 3

38
6,

 3
38

9,
 3

39
0 

②
 

SP
31

3
を
危
険
物
リ
ス
ト
第

6
欄
に
追
加
す
る
。

 
U

N
33

83
, 3

38
4 

③
 

SP
31

3
を

SP
32

9
と
同
様
な
書
き
ぶ
り
に
す
る
。

 
「
物
質
が
ク
ラ
ス

8
の
基
準
に
合
致
し
た
場
合
は
、
こ
の
規
則
で
要
求
す
る
標
札
に
加
え
副
次
危

険
性
腐
食
性
を
表
す
標
札
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（

5.
2.

2.
2.

2
参
照
）」

 

賛
成

 
採
択

 

07
/2

6 
(A

H
S)

 
4 

少
量
危
険
物
の
表
示
の

改
正

 
少
量
危
険
物
の
輸
送
に
関
し
て
は
、
モ
ー
ド
間
で
規
定
に
差
が
あ
り
、
混
乱
を
生
じ
て
い
る
。
昨
年
の
会

議
で
適
用
除
外
物
質
の
規
定
が
採
択
さ
れ
改
善
は
認
め
ら
れ
る
が
、
未
だ
問
題
は
残
っ
て
い
る
。
特
に
化

粧
品
、
香
水
、
エ
ア
ゾ
ー
ル
、
マ
ニ
ュ
キ
ア
、
排
水
ク
リ
ー
ナ
ー
、
接
着
剤
、
ヘ
ア
カ
ラ
ー
等
の
消
費
財

で
あ
る
。
従
っ
て
、
少
量
危
険
物
の
消
費
財
と
い
う
新
エ
ン
ト
リ
ー
を
追
加
し
、
輸
送
さ
れ
る
包
装
に
少

適
宜

 
次
期
新
提
案

 
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
纏

め
ら
れ
た
問
題
点
を
関
係
機

関
に
提
示
し
、
コ
メ
ン
ト
等
を
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量
危
険
物
表
示
を
す
る
よ
う
提
案
す
る
。

 
受
け
取
っ
て
新
提
案
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。

 
07

/2
7 

( オ
ー
ス
ト
リ

ア
) 

6 

少
量
危
険
物
の
上
向
き

表
示

 
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
少
量
危
険
物
に
上
向
き
表
示
が
な
か
っ
た
た
め
に
漏
え
い
事
故
が
生
じ
た
。
従
っ
て
、

少
量
危
険
物
規
定
の

3.
4.

8
に
「

5.
2.

1.
7
に
従
っ
て
上
向
き
表
示
を
し
、
表
示
に
従
っ
て
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
す

る
こ
と
。」
を
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

適
宜

 
不
採
択

 
現
在
の
規
定
で
明
確
で
あ
る

と
し
て
不
採
択
と
な
っ
た
。

 

07
/2

8 
(E

ur
ob

itu
m

e)
 

3(
b)

 

ビ
チ
ュ
ー
メ
ン
の
分
類

 
ビ
チ
ュ
ー
メ
ン
に
は
ビ
チ
ュ
ー
メ
ン
接
合
財
（
舗
装
用
ビ
チ
ー
メ
ン
）、
硬
化
舗
装
用
ビ
チ
ー
メ
ン
、
ポ

リ
マ
ー
ビ
チ
ュ
ー
メ
ン
、
酸
化
ビ
チ
ュ
ー
メ
ン
、
硬
化
工
業
用
ビ
チ
ュ
ー
メ
ン
が
あ
り
、

U
N

19
99
、

32
56

又
は

32
57
の
エ
ン
ト
リ
ー
と
し
て
輸
送
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ビ
チ
ュ
ー
メ
ン
と
は
米
国
等
で
使
用
さ

れ
て
い
る
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
こ
と
で
引
火
性
の
輸
送
基
準
に
は
合
致
し
な
い
。
ビ
チ
ュ
ー
メ
ン
は
輸
送
さ

れ
る
温
度
に
よ
り

U
N

32
56
又
は

32
57
で
運
送
さ
れ
る
べ
き
で
、

19
99
の
正
式
品
名
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

や
ビ
チ
ュ
ー
メ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
適
切
で
な
い
。
従
っ
て
、

19
99
の
正
式
品
名
を
改
訂
す
る
必
要

が
あ
り
、

19
99
の
正
式
品
名
を
「

TA
R,

 L
IQ

U
ID

, i
nc

lu
di

ng
 ro

ad
 o

ils
, a

nd
 c

ut
ba

ck
s」
と
す
る
こ
と
を

提
案
す
る
。

 

適
宜

 
修
正
の
上
採
択
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/2

9 
( カ
ナ
ダ

) 
3(

a)
 

1.
4S
の
分
類
に
関
す
る

追
加
試
験

 
1.

4S
の
分
類
を
決
定
す
る
た
め
の
試
験
を
追
加
す
る
べ
き
と
の
提
案
を
昨
年
行
っ
た
が
、
火
薬
類
作
業
部

会
は
試
験
及
び
判
定
基
準
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
加
え
る
本
文
を
作
成
し
、
再
提
案
す
る
よ
う
要
請
し
た
の

で
、
再
提
案
を
作
成
し
た
。
提
案
す
る
追
加
試
験
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。

 
①

 
シ
リ
ー
ズ

6
の
試
験
に
非
密
閉
単
一
包
装
試
験
を
追
加
す
る
。

 
②

 
試
験
で
次
の
証
拠
に
よ
り
、
物
質
又
は
物
品
が
機
能
し
て
生
じ
る
い
か
な
る
危
険
結
果
も
包
装
品
内

に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
隔
離
区
分
を

S
と
す
る
。（
以
下
の
証
拠
が
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
。）

 
・
 
包
装
品
真
下
の
証
拠
板
の
損
傷

 
・
 
包
装
品
か
ら

1m
を
超
え
て
広
が
る
火
柱
又
は
火
炎
噴
出

 
・
 
包
装
品
及
び
そ
の
内
容
物
の
破
裂
、
散
乱

 
・
 
距
離
―
質
量
関
係
に
よ
っ
て
評
価
し
た

8J
を
超
え
る
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
金
属

製
の
噴
出
物

 

適
宜

 
条
件
付
で
採
択

 
火
薬
類
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
の
報
告
書
の
一
部
を
修
正

し
た
内
容
で
提
案
を
採
択
し

た
が
、
採
択
内
容
の
検
討
は
今

年
次
も
可
能
で
あ
る
と
す
る

条
件
が
付
さ
れ
た
。
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/3

0 
(英
国

) 
3(

a)
 

国
連
試
験
シ
リ
ー
ズ

7
の
見
直
し

 
国
連
試
験
シ
リ
ー
ズ

7
は
、極
め
て
鈍
感
な
爆
発
物
と
そ
れ
を
内
蔵
す
る
物
品
の
試
験
と
し
て
使
用
さ
れ
、

主
に
軍
用
火
薬
類
を
対
象
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
軍
用
火
薬
類
は
試
験
シ
リ
ー
ズ

7
の
要
件
全
て
に
合

致
し
な
い
た
め
危
険
区
分

1.
6
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
こ
れ
は
テ
ス
ト

7a
雷
管
試
験
と

7b
ギ
ャ
ッ
プ
テ
ス

ト
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
軍
需
品
を
対
象
と
す
る
試
験
シ
リ
ー
ズ

7
の
検
討

を
提
案
す
る
。

 

適
宜

 
次
期
新
提
案

 
試
験
の
見
直
し
は
賛
成
さ
れ
、

英
国
が

W
G
を
開
催
し
、
議

論
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
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/3

1 
( 英
国

) 
3(

a)
 

煙
火
分
類
表

（
Ta

bl
e2

.1
.3

.5
.3
）
の

改
正

 

こ
の
提
案
に
は
次
の
内
容
を
含
む
。

 
①
 
前
回
の

30
回
会
合
で
煙
火
無
試
験
分
類
表
の
注
記
の
閃
光
組
成
物
の
定
義
修
正
が
採
択
さ
れ
た
。

修
正
さ
れ
た
内
容
を
こ
の
提
案
の
付
属
書
に
記
載
し
た
。

 
②
 
英
国
の
煙
火
業
界
は
煙
火
の
一
般
的
な
タ
イ
プ
で
あ
る
「

Co
m

et
」（
彗
星
）
が
表

2.
1.

3.
5.

5
の
煙
火

無
試
験
分
類
表
か
ら
削
除
さ
れ
て
い
る
の
に
気
付
い
た
の
で
、
表
に
彗
星
の
エ
ン
ト
リ
ー

1.
1G
、

適
宜

 
新
提
案

 
閃
光
組
成
物
評
価
の
た
め
の

時
間

/圧
力
試
験
に
関
す
る
追

加
情
報
を
提
供
し
、
提
案
の
根

拠
を
明
確
に
す
る
新
提
案
が
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1.
2G
、

1.
3G
を
挿
入
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
③
 
英
国
は
、
閃
光
組
成
物
の
評
価
の
た
め
の
時
間

/圧
力
試
験
結
果
の
標
準
偏
差
を
小
さ
く
し
て
、
閃
光

組
成
物
の
カ
ッ
ト
オ
フ
値
を
見
直
す
研
究
を
進
め
て
い
る
。
現
在
研
究
は
進
行
中
で
あ
る
が
、
研
究

に
関
す
る
情
報
論
文
を
会
合
に
提
出
す
る
予
定
で
あ
る
。

 

20
08
年

7
月
に
提
出
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

 

07
/3

2 
(IA

TA
) 

7 

副
次
性
危
険
の
あ
る

L
型
輸
送
物

 
L
型
輸
送
物

U
N

29
08

, 2
90

9,
 2

91
0,

 2
91

1
に
は
特
別
要
件

SP
29

0
が
割
当
て
ら
れ
て
お
り
、
物
質
が
他
の

ク
ラ
ス
又
は
危
険
区
分
の
分
類
基
準
に
合
致
し
、
そ
の
ク
ラ
ス
又
は
危
険
区
分
が
優
先
す
る
危
険
性
で
あ

れ
ば
、
優
先
す
る
ク
ラ
ス
又
は
危
険
区
分
で
正
式
品
名
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
又

SP
29

0 
は
危
険
物
リ
ス
ト
の
第

2
欄
に
あ
る
放
射
性
物
質
に
該
当
す
る
品
名
で
あ
る
場
合
は
、

L
型
輸
送
物
で
あ

る
こ
と
を
表
示
す
る
よ
う
規
定
し
て
い
る
。

 
輸
送
書
類
に
こ
の
よ
う
に
品
名
を
明
記
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

P2
90
は
容
器
包
装
に
も
同
様
の

品
名
を
記
載
す
る
こ
と
も
要
求
し
て
い
る
の
か
、
又
、
少
量
危
険
物
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
放
射
性
物
質
を

含
む
場
合
は
、
緊
急
対
応
の
た
め
の
情
報
提
供
と
し
て
容
器
包
装
に
追
加
表
示
を
す
べ
き
な
の
か
は
明
確

で
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
検
討
す
る
よ
う
提
案
す
る
。

 

賛
成

 
新
提
案

 
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
先
に

IA
EA
で
議
論
さ
れ
る
べ
き
と

の
意
見
が
一
致
し
、

IA
EA
の

結
論
を
待
っ
て
検
討
し
て
い

く
こ
と
と
な
っ
た
。
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(A

ER
O

B
O

L)
 

2 

エ
ア
ゾ
ー
ル
の
容
器
検

査
 

最
近
、
エ
ア
ゾ
ー
ル
用
の
温
浴
槽
試
験
に
つ
い
て
代
替
試
験
を
認
め
る
よ
う
な
規
定
の
改
正
が
始
ま
っ
て

い
る
。
し
か
し
。
現
在
考
え
ら
れ
て
い
る
代
替
試
験
は
、

3
片
構
造
で
あ
る
ブ
リ
キ
缶
に
は
適
合
し
て
い

る
が
、
１
片
構
造
で
継
ぎ
目
の
な
い
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
エ
ア
ゾ
ー
ル
缶
に
は
適
し
て
い
な
い
し
、
全
量
の
空

缶
試
験
は
経
済
的
な
負
担
を
増
加
さ
せ
る
。
従
っ
て
、

A
ER

O
BO

L
は
現
在
考
え
ら
れ
て
い
る
代
替
試
験

は
ブ
リ
キ
缶
の
み
に
適
用
し
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
缶
の
た
め
の
適
当
な
代
替
試
験
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
を

提
案
す
る
。

 

適
宜

 
提
案
取
り
下
げ
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/3

4 
(ID

G
CA

) 
6 

危
険
物
輸
送
の

10
m

3

大
型
バ
ッ
グ
使
用
の
可

能
性

 

ロ
シ
ア
、

CI
S、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
、
硫
黄
、
コ
ー
ル
タ
ー
ル
、
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
等

の
固
体
危
険
物
の
輸
送
に
容
量

10
 

14
ト
ン
の
特
別
な
大
型
バ
ッ
グ
を
使
用
て
い
る
。
こ
の
大
型
バ
ッ

グ
は

IB
C
容
器
の
規
定
３
 
を
超
え
る
上
、
国
際
的
な
承
認
を
受
け
て
い
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
種
の
危

険
物
の
輸
送
に
は
一
部
の
承
認
を
受
け
、
事
故
も
な
く
十
分
な
輸
送
実
績
が
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
大
型

バ
ッ
グ
使
用
の
承
認
を
得
る
た
め
、

IB
C
容
器
の
規
定

1.
2.

1
に
「
容
器
等
級
Ⅲ
の
固
体
用
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

IB
C
容
器
の
容
量
は
、

10
.0
 
以
下
と
す
る
。」
を
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

適
宜

 
新
提
案

 
提
案
内
容
に
つ
い
て
は
、
支
持

が
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
大
型

バ
ッ
グ
使
用
の
可
能
性
に
つ

い
て
は
、
検
討
を
続
け
る
こ
と

と
な
っ
た
。

 

  

* 
* 

* 
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付録 2.2 第 31 回国連危険物輸送専門家小委員会議事概要 
 
1. 会期、参加国、議題及び議長等 
 
1.1 会期及び開催場所 
   会期 ： 平成 19年 7月 2日～6日 
   場所 ： 国連欧州本部(Palais des Nations、ジュネーブ) 
 
1.2 参加国等 
1.2.1 国及び国際機関 
(1) 委員国：アルゼンチン､オーストラリア､オーストリア､ベルギー､ブラジル､カナダ､中国､フ

ィンランド､フランス､ドイツ､イタリア､日本､オランダ､ノルウェー、ポーランド､ポルトガ

ル､ロシア､南アフリカ､スペイン､スウェーデン､英国及び米国(出席：22カ国) 
(2) オブザーバー国：ブルガリア､アイルランド、ケニア､大韓民国、ルーマニア､スロバキア及

びスイス 
(3) 国連機関及び政府間機関： IMO及び OTIF 
   非政府国際機関 ： AHS、AISE、CEPE、CGA、COLIPA、COSTHA、DGAC、EIGA、EMPAC、

EUFIAS、EUROBITUME、IATA、ICCA、ICCR、ICDM、ICIBCA、ICPP、IDGCA、IFALPA、
IFDI、ISO、RCMASA、SAAMI、USFCC、VOHMA、及びWNTI 

1.2.2 わが国からの参加者(敬称略･五十音順)  
中島紀昭(産業技術総合研究所) 
濵田高志(日本海事検定協会) 
三宅庸雅(国連危険物輸送専門家小委員会委員､日本海事検定協会) 

 
1.3 議題の採択 
第 31回会合の予定議題(ST/SG/AC.10/C.3/61)は､期限後送付された Informal Documentsを今回会

合文書に含めることを承認して採択された。 
 
2. IBC容器を含む容器性能 
 
2.1 エアゾールの容器試験 

エアゾールの容器試験に関する提案は、取り下げられ、次期会合に新たな提案がなされる

こととなった。 
2.2 落下試験の合格基準 

パラグラフ 6.1.5.3.6.3 の容器合格基準が曖昧で容器試験機関等において混乱を起こしてい
るので、同パラグラフを明確化すべきとする提案は、修正の上採択された。 

 
2.3 大型容器の落下試験基準 

大型容器の落下試験方法及び合格基準が試験準備と試験条件の両パラグラフに記載され

ており試験方法が明確でないので、パラグラフを整理して新しいパラグラフを作成するこ

とにより試験の実施方法をより明確化すべきとする提案は、修正の上採択された。 
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3. 危険物リスト、分類及び容器包装 
 
3.1 クラス 1関連の提案 

火薬類の輸送に関する提案は､各提案趣旨が本会議において説明され､それに対する総括

的な議論を行った後､詳細な検討が火薬類W/Gで行なわれた。その検討結果の概要は次の
とおりである。 

3.1.1 点火・点爆装置付又は同梱されている爆発物 
RID/ADR には点火・点爆装置付の爆発物の隔離区分規定があるが国連勧告にはないので、
調和を図るため 2.1.2表（隔離区分表）に RID/ADRと同様の注記を追加すべきとする提案
は、若干の修正の上採択された。 

3.1.2 無煙火薬の新エントリー 
無煙火薬に 1.4Cの新しいエントリーを設けるとする提案は、採択された。 

3.1.3 電気雷管の正式品名の改正 
電気雷管の正式品名を電子雷管を含む品名に改正する提案は、雷管の定義変更等を再度検

討する必要があるとの意見で一致し、SAAMI（狩猟用武器弾薬製造者協会）は次期会合に
新提案することを申し出た。 

3.1.4 爆発性物質の正味量による分類 
爆薬正味量による危険性の増大が考えられるため、煙火に対して輸送単位の分類や輸送単

位の数量の制限等を議論すべきとする提案は、受け入れられた。英国とフランスは次期会

合に具体的内容を含む提案を提出することを申し出た。 
3.1.5 UN3474(1-HOBt)の正式品名の改正 

1-HOBt水塩を UN3474に含めるという提案は、内容の趣旨は受け入れられたが、問題点も
多いとして次期会合に改めて提案するよう決定された。 

3.16 1.4Sの分類に関する追加試験 
1.4Sの分類を決定するため、非密閉単一包装試験を追加すべきとする提案は、ワーキング
グループ内で意見が分かれたが、議論の末、提案を条件付で認めるという結論に達し、小

委員会に報告された。しかし、小委員会は、ワーキンググループは統一見解に達していな

いとして議論を重ね、ワーキンググループの報告書の一部を修正した内容で提案を条件付

で認め、ワーキンググループに参加しなかった火薬類の専門家も含め、決定内容の議論を

進めていくこととした。 
3.1.7 国連試験シリーズ 7の見直し 

試験シリーズ 7の見直しは賛成され、英国はさらなる見直しをしていくため会期外ワーキ
ンググループを開催することを申し出た。 

3.1.8 煙火無試験分類表（2.1.3.5.3表）の改正 
煙火無試験分類表に Comets のエントリーを追加し、閃光組成物の評価のための時間/圧力
試験に関する新しい情報を含む提案は、2008年 7月の会合に改めて提出されることとなっ
た。 

 
3.2 その他の提案 
3.2.1 危険物リストに記載された物質の分類 

リストにある危険物が分類基準に適合しない場合は規則から除くとする SP223を一般要件
として規定すべきとする提案は、多くの問題点が指摘された。ICCA は出されたコメント
を考慮して、次期会合に改めて提案することを申し出た。 

3.2.2 容器包装要件 P099の割り当て 
P099（主管庁許可）に関し、国連勧告と ADR/49CFR/ICAO TIとの整合性を図るべきとす
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る提案は、一部採択され、ADR 及び ICAO TI で輸送禁止、IMDG コードで輸送禁止又は
P099が割当てられている物質に関しては、さらなる検討をすることとなった。 

3.2.3 マニュキアの分類 
マニュキュアの分類を UN1266とするための SP198の改正及び関連規定の修正をする提案
は、採択された。 

3.2.4 UN1744（臭素）の容器要件 P804 
29 回会合で、P804 の容器要件からガラス製内装容器と外装容器の間に中間容器を使用す
るとする要件を誤って削除してしまったので、テキストを修正すべきとする提案は、採択

時十分な注意を払わなかったことにより生じた結果なので、15訂版の正誤表として復活さ
せるべきとして、修正の上採択された。 

3.2.5 容器包装要件 P620の改正 
感染性物質に規定される容器用件 P620には、クラス 3、8、9の 30ml以下の物質は同梱で
きるとする診断用標本に規定されている P650 のような緩和規定がなく、緩和規定を追加
すべきとする提案は、採択された。 

3.2.6 吸入毒性液体の副次危険性 
吸入毒性液体のエントリーには、エントリーにない副次危険性を持つ物質が存在するので、

これらのエントリーに副次危険性を表示する要件を示した SP313及び SP329を追加すべき
とする提案は、採決の上賛成多数で採択された。 

3.2.7 ビチューメンの分類 
UN1999（タール）の正式品名にアスファルト等が含まれるのは適切ではなく、品名を訂正
する必要があるとする提案は、修正の上採択された。 

 
4. 少量危険物（モード間の調和） 
 
4.1 少量危険物及び日用品の規定の全モードへの調和に関する問題は、問題点を絞り、ワーキン

ググループで議論されるべきであるとして意見が一致した。ワーキンググループは昼食時休

憩に開催され、議論内容がレポートとして報告された。小委員会はレポートを確認後、次回

会合により良い提案ができるようレポートを関係国際機関に送付し、意見やコメントを得る

よう事務局に要請した。 
 
5. 電子データを使用した文書作成・提出 
 
5.1 危険物輸送書類の電子データ化（EDI）を認めるべきとする提案は、多くの国で未だ電子デ

ータが輸送契約の証拠として認められていないため、危険物輸送書類を強制要件から外すこ

とができるかどうかを検討していくこと、EDIシステムが国により異なり、画一性に欠けて
いるため、システムの調和を目指し UN/CEFACT（貿易簡易化とビジネスのための国連セン
ター）と協力していく必要があるとの意見で一致し、継続審議とされた。 

 
6. モデル規則改正に関するその他の提案 
 
6.1 教育訓練規定 

教育訓練に関する規定の一部を「危険物輸送従事者は教育訓練を受けた者でなければなら

ない」と改正すべきとする提案は、現在の規定も同様な趣旨ではあるが、提案内容は趣旨

をより明確化できるとして採択された。 
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6.1 開放型低温容器の要件 
開放型低温容器の要件を検討するよう求めた提案は、小委員会に受け入れられた。英国は、

提案中に示した議論すべき問題点に対しコメントを出すよう要請し、次期会合に改めて提

案すると申し出た。 
 

6.3 容器の定期検査及び試験 
ガス容器の水圧試験に関する規定に新しい同等試験を追加し、「水圧試験」を「水圧試験

又は音波放出/超音波試験」とする提案は、新しい技術を認めるべきとする原則は支持され
たが、合格基準等が明確でないとして問題も指摘された。EIGA は寄せられたコメントを
考慮して次期会合に改めて提案すると申し出た。 
 

6.4 輸送ユニットの定義 
輸送ユニットの定義に関する提案は、非開放型貨物輸送ユニットと貨物輸送ユニットの定

義を IMDGコードに整合させることとし、若干の修正を加えて採択された。 
 

6.5 少量危険物の容器包装及び表示 
少量危険物の容器に中間包装という概念を取り入れて外装を明確化し、オーバーパックと

の混乱を避けるとする提案は、修正の上採択された。 
 

6.6 容器等級Ⅰの固体用ポータブルタンク 
危険区分 4.2及び 4.3の PGⅠの固体貨物用ポータブルタンクに底部排出口を認めるべきと
する提案は、全会一致で採択された。 
 

6.7 少量危険物の上向き表示 
少量危険物規定の 3.4.8 に上向き表示規定を明記すべきとする提案は、現在の規定で少量
危険物にも上向き表示が必要であることは明確であり、規定の修正は必要ないとして不採

択となった。 
 

6.8 10  大型バッグ 
10  大型バッグを容器等級Ⅲの固体用フレキシブル IBC容器に加えるとする提案は、この
ような大型容器を IBC容器に含めることはできないし、国際輸送に需要があるかどうか疑
問であるとして支持は得られなかった。しかし、大型バック使用の可能性（特に特別な要

件や容器試験方法等）については議論していくことで意見が一致した。 
 

6.9 国連勧告にある ISO規格の参照 
国連勧告に参照として記載されている ISO規格を適切な最新版にすべきとする提案は、内
容をチェックする時間が必要であるとして、次期会合に改めて正式文書で提出するよう要

請された。 
 
7. IAEA放射性物質安全輸送規則との調和 
 
7.1 放射性物質の輸送拒否について 

放射性物質の輸送拒否や遅延については、各種の障害の詳細な分析や問題がどこに存在す

るのか等の特定を進めていくことで意見が一致した。 
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7.2 副次危険性のある L型輸送物 
L型輸送物が他のクラスの危険性を有する場合は、特別要件 SP290に従って正式品名を決
定することとなるが、品名の特定、容器の表示及び輸送書類への記入事項等に関し混乱を

生じているので検討の必要があるとする提案は、まず IAEA で議論されるべきとの意見で
一致し、IAEAの結論を待ち議論していくこととなった。 
 

8. 国連モデル規則による危険物輸送規則の地球規模での調和 
 
8.1 事務局から提出された INF18に従い、他の危険物輸送規則との調和を図る改正及び問題点

の検討方法について討議がなされ、提案項目の全てが採択された。 
 
9. モデル規則の策定基本指針 
 
9.1 この議題に関する書類の提出はなく、議論されなかった。 
 
10. GHSに関する問題 
 
10.1 化学的不安定ガス 
10.1.1 ドイツ代表より第１回ワーキンググループの議事内容が報告され、第 2回ワーキンググル

ープの開催を準備している旨が伝えられた。 
10.1.2 議長は、ワーキンググループの参加者が少なく、報告書にあったとおりワーキンググルー

プが米国基準と同様の取り組を行うのであれば、ワーキンググループを召集することなく、

小委員会で議論していくよう提言した。ドイツ代表はこの見解に賛成した。 
 
10.2 爆発性を有する物質及び鈍感化爆薬 
10.2.1 鈍感化火薬類に関する提案は、火薬類ワーキンググループで検討され、GHS の Part2に鈍

感化火薬類に関する新しい章を設けることが決定された。又、ドイツがワーキンググルー

プで指導的役割を果たし、検討を進めていくことが決定された。ワーキンググループの決

定は、小委員会で了承された。 
 
10.3 その他 
10.3.1 GHS引火性液体類の物理化学的危険性の明確化 

引火性液体類の物理化学的危険性を明確化するため GHSテキストを改正するとする提案
は、提案項目ごとに議論された。議論の概要は次のとおりである。 

10.3.1.1 引火性液体類の判定基準 
引火性液体類の判定基準に関する注記 2を訂正する提案は、燃焼継続試験は GHS区分 4
の引火性液体類に適切でないことは認識されたが、さらなる検討が必要であるとして継

続審議していくこととなった。 
10.3.1.2 混合物の引火点の計算 

混合物の引火点計算の手引きに関するパラグラフ 2.6.4.2.2にある「関連する分類基準」
を「関連する分類基準（23℃及び 60℃）」に改正する提案は、採択された。 

10.3.1.3 引火点測定方法の標準規格 
引火性液体類の引火点測定方法の標準規格に ISO2719及び ISO13736を追加する提案は、
採択された。 
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10.3.1.4 初留点測定方法 
初留点測定方法を規定する新パラグラフを追加し、国際標準規格（ISO3924 等）及び各
国標準規格（ASTMD86等）を明記する提案は、採択された。 

 
11. その他 
 
11.1 オブザーバー参加要請 
11.1.1 EUFIAS（ヨーロッパ煙火協会）から提出されたオブザーバー参加要請は、工業会の代表は、

専門知識の面で助言を求められる機会が与えられるべきとして、参加要請に賛成する意見

と EUFIASの申請は、安全面の改善をしようとするのではなく、火薬類輸送の安全に関す
る先の 2年間の決定を元に戻そうとする意思が感じられ反対であるとする意見に別れ、採
決の結果、参加要請は承認されなかった。 

 
12. 次回会合 
 
      32SCETDG      2007年 12月 3日～12日(AM)  
      14SCEGHS      2007年 12月 12日(PM)～14日 
     
 
 

* * * 
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3
を

IS
O

71
95

:2
00

5
と
す
る
。

 

適
宜

 
採
択

 

07
/3

6/
Re

v.1
 

(IA
TA

) 
3 

容
器
包
装
要
件

P6
20

及
び

P6
50

 
容
器
包
装
要
件

P6
20
及
び

P6
50
の
要
件
の
中
に
「
他
の
危
険
物
は
病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質
の
生
育

を
維
持
し
た
り
、
危
険
性
の
退
化
を
防
ぎ
、
危
険
性
を
中
和
す
る
必
要
が
な
い
場
合
は
、
危
険
区
分

6.
2

と
し
て
同
一
の
容
器
に
包
装
し
て
は
な
ら
な
い
。
ク
ラ
ス
ク
ラ
ス

3、
8、

9
を
含
む
危
険
物
で
容
量
が

30
m

l
以
下
で
あ
れ
ば
、
病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質
が
入
っ
た
一
次
容
器
と
同
梱
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
少
量
の

危
険
物
が
こ
の
要
件
に
従
っ
て
梱
包
さ
れ
た
場
合
は
、
他
の
要
求
事
項
に
合
致
し
な
く
て
も
よ
い
。」
と
あ

る
が
、
危
険
性
を
中
和
す
れ
ば
規
則
に
依
る
必
用
は
な
い
と
の
専
門
化
の
指
摘
を
受
け
た
の
で
、
危
険
性

を
中
和
す
る
と
う
い
文
言
を
削
除
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

適
宜

 
W

H
O
の
専
門
家
に
ア
ド
バ

イ
ス
を
受
け
て
再
検
討
し
た

後
新
提
案
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

 

07
/3

7 
(IM

O
) 

11
 

放
射
性
物
質
輸
送
の

促
進

 
放
射
性
輸
送
物
の
輸
送
拒
否
や
遅
延
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ
は
Ｉ
Ｍ
Ｏ
事
務
局
内
で
取
り

組
ん
で
い
る
放
射
性
物
質
輸
送
の
困
難
解
決
法
及
び
放
射
性
物
質
の
輸
送
で
実
際
に
困
難
が
生
じ
た
場
合

の
報
告
書
書
式
を
紹
介
し
、
国
連
危
険
物
輸
送
専
門
化
小
委
員
会
で
検
討
す
る
よ
う
要
請
す
る
と
す
る
提

案
。

 

賛
成

 
IM

O
の
取
り
組
み
を
参
考
に

他
の
モ
ー
ド
機
関
も
内
容
を

検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

 

07
/3

8 
(IM

O
) 

9 

危
険
物
輸
送
規
則
の

基
本
原
則

 
国
連
勧
告
の
危
険
物
輸
送
規
則
の
基
本
原
則
に
は
「
勧
告
は
、
全
て
の
輸
送
モ
ー
ド
に
対
す
る
も
の
で
あ

る
。
単
一
の
輸
送
モ
ー
ド
の
み
に
緩
和
さ
れ
た
要
件
は
、
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
こ
の
勧
告
に
は

規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
航
空
輸
送
に
あ
っ
て
は
、
よ
り
厳
し
い
要
件
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。」
と
あ

る
が
、
よ
り
厳
し
い
要
件
を
課
す
の
は
航
空
輸
送
ば
か
り
で
な
く
、
海
上
輸
送
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

従
っ
て
、
今

2
年
次
に
内
容
を
検
討
す
る
よ
う
提
案
す
る
。

 

賛
成

 
「
危
険
物
輸
送
規
則
は
事
業

内
容
に
よ
り
他
の
要
件
が
適

用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。」
と

改
正
す
る
こ
と
で
採
択
さ
れ

た
。

 
07

/3
9 

( ベ
ル
ギ
ー

) 
3 

吸
入
毒
性
液
体
の
副

次
性
危
険

 
前
回
会
合
で
吸
入
毒
性
液
体
（
水
反
応
性
の
も
の
）
及
び
吸
入
毒
性
液
体
（
腐
食
性
の
も
の
）
の
物
質
で

引
火
点
が

60
℃
以
下
の
も
の
、
又
、
吸
入
毒
性
液
体
（
引
火
性
の
も
の
）
の
物
質
で
腐
食
性
の
危
険
性
が

あ
る
も
の
が
あ
る
あ
り
、
こ
れ
ら
に
副
次
危
険
性
を
表
示
す
る
要
件
を
示
し
た

SP
31

3
と

SP
32

9
を
各
エ

ン
ト
リ
ー
に
追
加
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

 
し
か
し
、
特
別
要
件
で
対
応
す
る
よ
り
新
し
い
エ
ン
ト
リ
ー
を
作
っ
た
方
が
わ
か
り
や
す
の
で
、

SP
32

9
と

SP
31

3
を
削
除
し
、
新
エ
ン
ト
リ
ー

11
物
質
を
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
対
象
物
質
は
次
の
通
り
。 

SP
31

3
関
連
：

U
N

17
48

, 2
20

8,
 2

88
0,

 3
38

3,
 3

38
4 

SP
32

9
関
連
：

U
N

13
91

, 1
64

9,
 3

38
5,

 3
38

6,
 3

38
9,

 3
39

0 

適
宜

 
採
決
の
上
採
択
さ
れ
た
。

 

07
/4

0 
(ベ
ル
ギ
ー

) 
6 

非
開
放
型
貨
物
輸
送

ユ
ニ
ッ
ト
の
定
義

 
前
回
会
合
で
非
開
放
型
貨
物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
の
定
義
が
次
の
と
お
り
決
定
さ
れ
た
。

 
「
耐
久
構
造
に
よ
り
内
容
物
が
完
全
に
閉
鎖
さ
れ
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
い
い
、
側
面
や
上
部
が
布
製
で
あ
る
貨

物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
は
非
開
放
型
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。」

 

賛
成

 
提
案
に「
側
面
や
上
部
が
布
製

で
あ
る
貨
物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト

は
、非
開
放
型
貨
物
輸
送
ユ
ニ
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し
か
し
、
こ
の
定
義
で
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
が
使
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
次
の
よ
う
な

定
義
に
訂
正
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
「
非
開
放
型
貨
物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
と
は
、
全
て
が
堅
牢
な
耐
久
構
造
に
よ
り
内
容
物
が
完
全
に
閉
鎖
さ
れ

る
ユ
ニ
ッ
ト
を
い
う
。」

 

ッ
ト
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。」

を
追
加
す
る
こ
と
で
採
択
さ

れ
た
。

 

07
/4

1 
( 英
国

) 
6 

2.
9
章
の
改
正
案

 
2.

9
章
を
全
面
改
正
す
る
提
案
で
概
略
は
次
の
と
お
り
。

 
2.

9.
1 
定
義

 
2.

9.
2 
ク
ラ
ス

9
へ
の
割
当

 
 
 
以
下
の
危
険
性
に
よ
り
国
連
番
号
及
び
品
名
を
明
記
す
る
。

 
・
 
微
粉
末
吸
入
に
よ
り
健
康
有
害
を
引
き
起
こ
す
物
質

 
・
 
引
火
性
蒸
気
を
発
生
す
る
物
質

 
・
 
リ
チ
ュ
ウ
ム
及
び
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池

 
・
 
救
命
器
具

 
・
 
他
の
ク
ラ
ス
に
属
さ
な
い
が
輸
送
中
に
危
険
性
を
現
す
物
質
及
び
物
品

 
・
 
火
災
時
に
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
を
発
生
す
る
物
質
及
び
物
品

 
・
 
高
温
輸
送
物
質

 
・
 
環
境
有
害
物
質

 
・
 
遺
伝
子
組
み
換
え
微
生
物
及
び
生
物

 

適
宜

 
一
部
の
危
険
性
の
定
義
を
修

正
の
上
採
択
さ
れ
た
。

 

07
/4

2 
( 英
国

) 
6 

開
放
型
低
温
容
器
要

件
に
関
す
る
提
案

 
前
回
会
合
で
提
案
さ
れ
た
開
放
型
低
温
容
器
要
件
（

07
/8
）
に
各
国
の
コ
メ
ン
ト
を
考
慮
し
て
作
成
さ
れ

た
改
正
提
案
で
あ
り
、
概
略
は
次
の
と
お
り
。

 
開
放
型
低
温
容
器
の
定
義
を
「
連
続
通
気
す
る
こ
と
に
よ
り
圧
力
を
大
気
圧
に
維
持
で
き
る
深
冷
液
化
ガ

ス
輸
送
用
の
断
熱
容
器
」
と
し
て
、
新
し
い
容
器
要
件

P2
04
を
制
定
し
、
深
冷
液
化
ガ
ス
と
し
て
エ
ン
ト

リ
ー
さ
れ
て
い
る
物
質
に
同
容
器
要
件
を
割
当
て
る
。

 

賛
成

 
提
案
内
容
は
基
本
的
に
合
意

さ
れ
た
が
、容
器
要
件
に
つ
い

て
は
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
指
摘
が
な
さ
れ
た
。次
回
新

提
案
。

 
07

/4
3 

(IF
A

LP
A

) 
3 

リ
チ
ュ
ウ
ム
金
属
電

池
の
再
分
類

 
リ
チ
ュ
ウ
ム
金
属
電
池
は
、
電
池
内
に
ク
ラ
ス

4.
3
の
リ
チ
ュ
ウ
ム
が
入
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

主
危
険
は
電
池
の
シ
ョ
ー
ト
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
ク
ラ
ス
９
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
事
故
は
シ
ョ

ー
ト
に
よ
り
起
き
て
い
る
が
、
ほ
と
に
ど
は
金
属
が
燃
え
て
火
災
と
な
り
消
火
活
動
に
問
題
を
生
じ
て
い

る
。
従
っ
て
、
リ
チ
ュ
ウ
ム
金
属
電
池
は
リ
チ
ュ
ウ
ム
と
同
じ
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
で
、
ク
ラ
ス

4.
3
と

す
る
よ
う
提
案
す
る
。

 

適
宜

 
全
く
賛
成
が
得
ら
れ
ず
、提
案

は
取
り
下
げ
ら
れ
た
。

 

07
/4

4 
( カ
ナ
ダ

) 
6 

ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク

及
び

M
EG

Cs
の
衝
撃

試
験

 

ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
及
び

M
EG

Cs
の
衝
撃
テ
ス
ト
は

20
04
年
の
第

26
回
会
合
で
採
択
さ
れ
た
。
そ
の

際
、I

SO
基
準
は
策
定
中
で
あ
っ
た
が
、2

00
6年

2月
に

U
N
の
規
定
と
同
様
な
内
容
を
含
ん
だ

IS
O

14
96

-3
と
し
て
標
準
化
さ
れ
た
。

IS
O
基
準
に
は

U
N
に
規
定
の
な
い
デ
ザ
イ
ン
変
更
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
る

の
で
、
国
連
の
試
験
方
法
及
び
判
定
基
準
に
取
り
入
れ
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
概
要
は
次
の
と
お
り
。

 
41

.2
 試
験
を
合
格
し
た
原
型
容
器
か
ら
次
の
デ
ザ
イ
ン
変
更
は
追
加
試
験
す
る
こ
と
な
く
認
め
ら
れ
る
。

 
41

.2
.1

 ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク

 
(a

) 
容
積
を

90
％
か
ら

12
0％
ま
で
と
す
る
。

 
(b

) 
最
大
許
容
総
質
量
の
減
少

 
(c

) 
板
厚
の
増
加
、
設
計
圧
力
と
温
度

 
(d

) 
試
験
済
み
タ
ン
ク
の
強
度
が
同
等
か
又
は
そ
れ
以
上
の
材
質
へ
の
変
更

 

適
宜

 
提
案
に
は
多
く
の
問
題
が
あ

る
と
し
て
賛
成
が
得
ら
れ
な

か
っ
た
。

 
そ
れ
に
よ
り
提
案
は
取
り
下

げ
ら
れ
た
。
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(e
) 
ノ
ズ
ル
と
マ
ン
ホ
ー
ル
の
位
置
及
び
型
の
変
更

 
41

.2
.2

 M
EG

Cs
 

(a
) 

10
％
を
超
え
な
い
個
々
の
要
素
に
よ
る
容
量
の
変
更

 
(b

) 
10
％
を
超
え
な
い
自
重
の
変
更

 
(c

) 
10
％
を
超
え
な
い
最
大
許
容
総
質
量
の
変
更

 
07

/4
5 

(ド
イ
ツ

) 
3 

ク
ラ
ス

8の
乾
電
池
の

適
用
除
外
規
定

 
U

N
30

28
乾
電
池
の
特
別
要
件

SP
30

4
に
は
、「
ア
ル
カ
リ
マ
ン
ガ
ン
乾
電
池
、
亜
鉛
炭
素
電
池
、
ニ
ッ
ケ

ル
金
属
水
和
物
電
池
及
び
ニ
ッ
ケ
ル
カ
ド
ミ
ウ
ム
電
池
は
、
危
険
物
に
該
当
し
な
い
。」
と
あ
る
が
、
ニ
ッ

ケ
ル
金
属
水
和
物
電
池
が
海
上
輸
送
中
ヒ
ー
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
タ
ン
ク
に
接
し
て
積
載
さ
れ
火
災
と
な
っ

た
事
故
が
生
じ
た
。
従
っ
て
、
新
し
い
エ
ン
ト
リ
ー
を
追
加
し
、

SP
30

4
を
改
正
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

概
要
は
次
の
と
お
り
。

 
・
 

U
N

xx
xx

 乾
電
池
、
水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
を
内
蔵
す
る
も
の
（
ニ
ッ
ケ
ル
水
和
物
携
帯
蓄
電
池
）

 
・
 

U
N

xx
xx
に
特
別
要
件
を
追
加
し
、
海
上
輸
送
の
み
危
険
物
と
す
る
。

 
・
 

SP
30

4
を
「
こ
の
エ
ン
ト
リ
ー
は
、
元
の
乾
燥
状
態
で
工
場
か
ら
出
荷
さ
れ
、
乾
燥
ア
ル
カ
リ
を
含

む
固
体
の
水
酸
化
カ
リ
シ
ウ
ム
を
内
蔵
す
る
蓄
電
池
と
す
る
。
水
は
最
初
の
使
用
前
に
電
池
に
加
え

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。」
に
訂
正
す
る
。

 

適
宜

 
乾
電
池
の
危
険
性
を
含
め
更

な
る
検
討
を
し
て
、次
回
新
提

案
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

 

07
/4

6 
( ド
イ
ツ

) 
6 

 

包
括
、

N
.O

.S
エ
ン
ト

リ
ー
の
正
式
品
名
及

び
化
学
名

 

包
括
、

N
.O

.S
エ
ン
ト
リ
ー
に
は
特
別
要
件

SP
27

4
が
あ
り
、
化
学
名
を
付
記
す
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質
や
遺
伝
子
組
み
換
え
微
生
物
に
は
不
明
瞭
な
場
合
が
あ
る
の

で
、
生
物
学
上
の
品
名
も
使
用
で
き
る
よ
う

3.
1.

2.
8.

1.
1
に
「
も
し
適
切
で
あ
れ
ば
、
生
物
学
上
の
品
名
」

を
追
記
す
る
よ
う
提
案
す
る
。

 

賛
成

 
採
択
。

 

07
/4

7 
(英
国

) 
6 

く
ん
蒸
中
及
び
冷
媒

用
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の

入
っ
た
貨
物
輸
送
ユ

ニ
ッ
ト

 

現
5.

5
章
「
特
別
要
件
」
全
体
を
削
除
し
、
新

5.
5
章
を
「
く
ん
蒸
中
の
貨
物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト

(U
N

33
59

)
及
び
冷
媒
用
の
ド
ラ
イ
ア
イ
ス

(U
N

18
45

)の
入
っ
た
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
」
を
挿
入
し
よ
う
と
す
る
提
案
で
、

概
要
は
次
の
と
お
り
。

 
・
 
貨
物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
に
国
連
番
号
は
表
示
し
な
い
。

 
・
 
く
ん
蒸
中
の
貨
物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
に
は
図

5.
5.

1
に
示
す
く
ん
蒸
注
意
用
表
示
を
す
る
。

 
・
 
冷
媒
用
と
し
て
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の
入
っ
た
貨
物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
に
は
図

5.
5.

2
の
示
す
ド
ラ
イ
ア
イ
ス

注
意
用
表
示
を
す
る
。

 
・
 
貨
物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
へ
の
ク
ラ
ス
９
の
標
識
は
必
要
と
し
な
い
。

 
・
 
運
送
書
類
に
は
、
国
連
番
号
、
正
式
品
名
及
び
分
類
を
記
載
す
る
。

 
・
 
関
連
文
書
、
特
別
要
件

SP
29

7、
SP

30
2
及
び
容
器
包
装
要
件

P6
20
、

P6
50
等
を
改
正
す
る
。

 

適
宜

 
提
案
に
は
多
く
の
問
題
点
が

あ
る
と
し
て
賛
同
が
得
ら
れ

な
か
っ
た
。問
題
点
や
指
摘
事

項
を
書
類
で
提
出
す
る
よ
う

各
国
に
要
請
が
な
さ
れ
た
。

 
次
回
新
提
案
。

 

07
/4

8 
(IA

TA
) 

3 

冷
媒
用
ド
ラ
イ
ア
イ

ス
の
容
認

 
IC

A
O
の

D
G

P
で

U
N

33
16
化
学
検
査
キ
ッ
ト
又
は
救
急
キ
ッ
ト
の
外
装
内
に
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
を
同
梱
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
提
案
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
キ
ッ
ト
を
冷
却
す
る
た
め
に
ド
ラ
イ
ア
イ
ス

を
必
要
と
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、

U
N

33
16
の
容
器
包
装
要
件

P9
01
に
「
外
装
容
器
の
許
容

容
量
に
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の
重
量
は
含
ま
な
い
こ
と
。」
、「
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
が
入
っ
て
い
る
外
装
容
器
は
圧

力
に
よ
る
損
傷
を
防
ぐ
た
め
二
酸
化
炭
素
が
放
出
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。」
を
追
記
す
る
。

 

賛
成

 
編
集
上
の
修
正
を
し
て
採
択

さ
れ
た
。

 

07
/4

9 
(IS

O
/E

IG
A

) 
6 

IS
O
標
準
の
引
用

 
前
回
会
合
で
提
案
し
た
ガ
ス
容
器
の
水
圧
試
験
関
す
る
規
定
は
、
賛
成
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
指
摘

さ
れ
た
点
を
考
慮
し
て
次
の
新
提
案
を
作
成
し
た
。

 
①
 

U
N
高
圧
容
器
要
件
の
設
計
、
構
造
並
び
に
初
回
の
検
査
及
び
試
験
中
の

6.
2.

2.
1.

1
に
次
の

IS
O
標
準

適
宜

 
①
 

IS
O

20
70

3:
20

06
及
び

IS
O

18
17

2-
1:

20
07

の

み
採

択
。
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を
追
加
す
る
。

 
・
 

IS
O

20
70

3:
20

06
（
再
充
填
可
能
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
溶
接
シ
リ
ン
ダ
ー
）

 
・
 

IS
O

18
17

2-
1:

20
07
（
再
充
填
可
能
ス
テ
ン
レ
ス
製
溶
接
シ
リ
ン
ダ
ー
、
試
験
圧
力

6M
pa
以
下
）

 
・
 

IS
O

18
17

2-
2:

20
07
（
再
充
填
可
能
ス
テ
ン
レ
ス
製
溶
接
シ
リ
ン
ダ
ー
、
試
験
圧
力

6M
pa
超
）

 
②
 
高
圧
容
器
の
定
期
検
査
に
関
す
る
要
件

6.
2.

1.
6.

1(
d)
の
注
記
中
の
「
超
音
波
試
験
」
を

「
IS

O
16

14
8:

20
06
は
音
波
放
出
試
験
方
法
の
手
引
き
と
し
て
使
用
で
き
る
。」
に
訂
正
す
る
。

 
③
 
初
回
の
検
査
及
び
試
験
中
の

6.
2.

1.
5.

1
に
注
記

3「
水
圧
試
験
は

IS
O

10
46

1:
20

05
+A

1:
20

06
及
び

IS
O

64
06

:2
00

5
に
従
っ
て
実
施
す
る
超
音
波
試
験
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」
を
加
え
る

 

IS
O

18
17

2-
1:

20
07

に

つ
い
て
は
提
案
を
取
り

下
げ
。

 
②
 
採
択

 
③
 
仮
採
択

 

07
/5

0 
(IC

CA
) 

3 

皮
膚
腐
食
性
試
験

 
腐
食
性
物
質
の
容
器
等
級
を
決
定
す
る
場
合
の
規
定
を
示
す

2.
8.

2.
4
に
は
「

2.
8.

2.
2
の
規
定
に
従
っ
て
容

器
等
級
を
決
定
す
る
場
合
､  
偶
発
的
暴
露
に
お
け
る
人
の
経
験
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
の
経

験
が
無
い
場
合
は
､ 
そ
の
決
定
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

 4
04
に
従
っ
た
実
験
で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
に

基
づ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡」
と
あ
る
。
近
年

O
EC

D
は
新
し
い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
た
の

で
、
次
の
新
し
い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

2.
8.

2.
4
に
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
・
 O

EC
D

-G
ui

de
lin

e 4
30
（

In
 v

itr
o 
皮
膚
腐
食
性
試
験
、
経
皮
電
気
抵
抗
試
験
）

 
・
 O

EC
D

-G
ui

de
lin

e 4
31
（

In
 v

itr
o 
皮
膚
腐
食
性
試
験
、
皮
膚
モ
デ
ル
試
験
）

 
・
 O

EC
D

-G
ui

de
lin

e 4
35
（

In
 v

itr
o 
皮
膚
腐
食
性
用
皮
膜
試
験
法
）

 

賛
成

 
金
属
腐
食
性
試
験
も
考
慮
に

入
れ
る
べ
き
と
す
る

IN
F4

9
（
米
国
）の
提
案
内
容
で
仮
採

択
さ
れ
た
。

 

07
/5

1 
(IC

CA
) 

6 

有
機
金
属
化
合
物
用

ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク

圧
力
安
全
装
置
の
可

溶
栓
の
任
意
使
用

 

有
機
金
属
化
合
物
は

40
年
以
可
溶
栓
が
作
動
す
る
よ
う
な
事
故
は
無
く
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
で
安
全
に
輸

送
さ
れ
て
い
る
上
、
可
溶
栓
は
開
閉
可
能
圧
力
逃
が
し
弁
の
予
備
装
置
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
が
現

状
で
あ
る
。
従
っ
て
、
可
溶
栓
の
規
定
を
緩
和
す
る
よ
う
提
案
す
る
。
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

 
・
 タ
ン
ク
特
別
要
件

TP
X

X「
主
管
庁
又
は
認
証
機
関
が
承
認
し
た
蒸
気
空
間
に
設
置
す
る
可
溶
栓
は
ポ

ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
を
策
定
し
、

U
N

33
91
か
ら

U
N

34
00
の
ポ
ー
タ

ブ
ル
タ
ン
ク
要
件
欄
に

TP
xx
を
追
記
す
る
。

 
・
 可
溶
栓
の
作
動
温
度
範
囲
が

11
0℃
か
ら

14
9℃
と
あ
る
が
根
拠
が
乏
し
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
物
質
が

分
解
し
て
ガ
ス
を
放
出
す
る
温
度
を
考
慮
し
て

10
0℃
か
ら

20
0℃
の
範
囲
と
す
る
。

 
・
 「
可
溶
栓
は
設
置
環
境
の
熱
か
ら
遮
蔽
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
を
「
可
溶
栓
が
主
の
逃
が
し
弁
と
し

て
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
」
と
の
条
件
を
設
定
す
る
。

 

適
宜

 
可
溶
栓
の
作
動
温
度
範
囲
を

10
0℃
か
ら

14
9℃
と
す
る
こ

と
及
び
条
件
を
設
定
す
る
提

案
は
採
択
さ
れ
た
。

 

07
/5

2 
(カ
ナ
ダ

) 
6 

U
N
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン

ク
及
び

M
EG

Cs
の
銘

板
 

U
N
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
と

M
EG

Cs
は
規
定
さ
れ
た
表
示
を
し
た
金
属
銘
板
を
取
り
付
け
る
よ
要
求
さ
れ

て
い
る
が
、
特
に

U
N
の
文
字
表
記
に
つ
い
て
は
曖
昧
で
あ
り
、
混
乱
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
統
一
す
る
必

要
が
あ
る
。
ま
た
他
の
標
記
す
べ
き
事
項
も
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
表
示
を
規
定
し
て
い
る

6.
7.

2.
20

.1
(ク
ラ
ス

1
及
び
ク
ラ
ス

3
か
ら

9)
、

6.
7.

3.
16

.1
(常
温
液
化
ガ
ス

)、
6.

7.
4.

15
.1
（
深
冷
液
化
ガ

ス
）
及
び

6.
7.

5.
13

(M
EG

Cs
)に
記
載
事
項
を
明
記
し
、
定
型
フ
ォ
ー
ム
を
規
定
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

賛
成

 
表
示
項
目
の
明
確
化
は
基
本

的
に
合
意
さ
れ
た
が
、そ
の
詳

細
に
つ
い
て
は
検
討
の
上
、新

提
案
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

 
07

/5
3 

(IE
G

A
) 

10
 

混
合
ガ
ス
に
関
す
る

酸
化
性
の
分
類
基
準

の
改
正

 

2.
2.

2.
1(

b)
非
引
火
性
非
毒
性
ガ
ス
の
定
義
の
一
つ
に
「
空
気
よ
り
も
､一
般
的
に
酸
素
を
供
給
す
る
こ
と
に

よ
り
他
の
物
質
を
燃
焼
さ
せ
又
は
燃
焼
を
助
長
さ
せ
る
酸
化
性
ガ
ス
」
と
あ
る
が
、
規
定
が
曖
昧
で
混
乱

を
起
こ
し
て
い
る
の
で
、
次
の
注
記
を
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
（
注
）
空
気
よ
り
も
酸
素
を
供
給
す
る
と
は
、
窒
素
中
の
容
積
が

23
.5
％
以
上
の
酸
素
、
又
は
、

IS
O

10
15

6
の
最
新
版
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
酸
化
力
が

23
.5
％
よ
り
大
き
い
ガ
ス
に
酸
化
性
ガ
ス
の
と
同
等
の
濃
度
を

有
す
る
混
合
ガ
ス
を
い
う
。

 

賛
成

 
仮
採
択
し
、

G
H

S
小
委
員
会

へ
送
ら
れ
た
。
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07
/5

4 
(D

G
A

C/
V

O
H

M
A

) 
6  

教
育
訓
練
規
定

 
前
回
の
会
合
で
、
危
険
物
輸
送
に
携
わ
る
者
は
、
教
育
訓
練
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
に
と
規
定
さ

れ
、
教
育
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
者
が
教
育
訓
練
期
間
中
訓
練
を
受
け
た
人
の
監
督
の
下
、
労
働
に
従
事

す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
の
認
識
で
一
致
し
た
。
従
っ
て
、

1.
3.

1
に
こ
の
旨
を
明
記
す
る
次

の
規
定
を
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
「
従
業
員
は
雇
用
後

90
日
以
内
に
訓
練
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
間
は
、
訓
練
を
受
け
た
人
の

監
督
の
下
、
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

 

適
宜

 
期
間
を
特
定
し
て
訓
練
を
受

け
る
べ
き
と
す
る
規
定
を
削

除
し
て
採
択
さ
れ
た
。

 

07
/5

5 
(C

TI
F)

 
10

 

絵
表
示
に
関
す
る
体

系
的
ア
プ
ロ
ー
チ

 
標
識
に
描
か
れ
て
い
る
線
や
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
が
黒
で
背
景
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
悪
く
、
消
火
時
に
危

険
性
が
適
切
に
伝
わ
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
以
上
よ
り
、
背
景
が
黒
、
緑
、
赤
及
び
青
の
場
合
は
シ
ン

ボ
ル
は
白
で
表
示
す
る
こ
と
を
提
案
す
る

 

反
対

 
支
持
が
得
ら
れ
ず
提
案
は
取

り
下
げ
ら
れ
た
。

 

07
/5

6 
( ベ
ル
ギ
ー

) 
6 

ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
の

充
填
率

 
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
の
充
填
率
に
関
し

4.
2.

1.
9.

6 
a)
に
「

20
℃
に
お
け
る
粘
度
が

2,
68

0
セ
ン
チ
ス
ト
ー

ク
ス
未
満
の
液
体
に
つ
い
て
は
、
容
量

7,
50

0
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
区
画
に
仕
切
り
又
は
サ
ー
ジ
板
に
よ
っ
て

区
分
け
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
充
填
率
は

20
％
を
超
え

80
％
未
満
で
あ
る
こ
と
。」
と
あ
る
が
、
充
填

す
る
者
に
に
と
っ
て
は
、
現
在
の
銘
板
の
表
示
だ
け
で
は
、
タ
ン
ク
が
仕
切
り
板
や
サ
ー
ジ
板
で
仕
切
ら

れ
て
い
る
か
ど
う
か
判
断
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
タ
ン
ク
が
仕
切
り
板
や
サ
ー
ジ
板
で
容
量

7,
50

0
リ
ッ
ト

ル
以
下
に
区
分
け
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
容
量
を
示
す
欄
に
「

S」
を
表
示
す
る
よ
う
提
案
す
る
。

 

適
宜

 
猶
予
期
間
を
設
定
し
、採
択
さ

れ
た
。

 

  

* 
* 

* 
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付録 2.4 第 32 回国連危険物輸送専門家小委員会議事概要 

 
1. 会期、参加国、議題及び議長等 
 
1.1 会期及び開催場所 
   会期 ： 平成 19年 12月 3日～7日 
   場所 ： 国連欧州本部(Palais des Nations、ジュネーブ) 
 
1.2 参加国等 
1.2.1 国及び国際機関 
(1) 委員国：アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中

国、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、ノルウェー、ポーラン

ド、ロシア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、英国及び米国(出席：21カ国) 
(2) オブザーバー国：ケニア、ルーマニア、スイス及びチュニジア 
(3) 国連機関及び政府間機関： EC、OTIF、IAEA、ICAO、IMO及びWHO 

非政府国際機関 ： AEGPL、AEROBAL、AHS、AISE、CEPE、CGA、COLIPA、COSTHA、
DGAC、EBSA、ECMA、EIGA、EMPAC、FEA、IATA、ICCA、ICCR、ICDM、ICIBCA、ICPP、
IDGCA、IEC、IFALPA、IFDI、IME、IPPIC、ISO、RCMASA、RECHARGE、SAAMI、USFCC、
VOHMA、及びWNTI 

 
1.2.2 わが国からの参加者(敬称略･五十音順)  

安部青吾(国土交通省海事局検査測度課) 
大野泰啓(ウシオ電機株式会社) 
中島紀昭(産業技術総合研究所) 
野上光造(電池工業会) 
濵田高志(日本海事検定協会) 
三宅庸雅(国連危険物輸送専門家小委員会委員、日本海事検定協会) 

IECメンバーとして出席  
森脇 和郎(三洋電機株式会社) 
西村 尉辞(松下電池工業株式会社) 
 

1.3 議題の採択 
第 33回会合の予定議題(ST/SG/AC.10/C.3/63)は､期限後送付された Informal Documentsを今回会

合文書に含めることを承認して採択された。 
 
2. IBC容器を含む容器性能 
 
2.1 エアゾールの容器試験 

エアゾール用温浴槽試験の代替試験に関し、提案を提出した AEROBALの代表は、FEA（欧
州エアゾール同盟）がエアゾール容器の代替試験の問題に取り組む特別委員会を設立し、

AEROBOLもその作業に参加するとして、提案を取下げた。 
 
3. 危険物リスト、分類及び容器包装 
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3.1 容器包装要件 P099の割当 
容器包装要件 P099が割当てられている危険物に関し、国連勧告と ADR、49CFR、ICAO TI 
との整合性を図るとする提案は、UN3123 及び UN3125 の容器包装要件を訂正する必要が
ないこと、又、UN2186、2249、3097、3100、3121、3127、3133、3137及び 3255は輸送禁
止にする必要はなく、現状どおり P099を割当てることが採択された。 
 

3.2 容器包装要件 P620及び P650 
容器包装要件 P620及び P650の要件の中にある「危険性を中和する」と言う文言を削除す
るとする提案は、WHO の専門家等のアドバイスを受けて再度検討した上、新提案がなさ
れることとなった。 
 

3.3 吸入毒性液体の副次性危険 
吸入毒性液体の副次性危険を特別要件で対応するよりも新しいエントリーで対応する方

が問題の解決となるとする提案は、採決の上採択された。 
 

3.4 リチウム金属電池の再分類 
リチウム金属電池はリチウムと同様クラス 4.3に分類すべきとする提案は、4.3への分類は
電池が示す危険性を反映したものでないという理由で、全く賛成が得られず、IFALPA は
提案を取下げた。 
 

3.5 クラス 8の乾電池の適用除外規定 
水酸化カルシウムを内蔵する乾電池を危険物とし、特別要件 SP304を改正するとする提案
は、提案の根拠となっている事故が通常輸送であったかどうかで意見が分かれ、乾電池の

危険性を含めさらなる議論をすべきとの結論に達し、ドイツは次期会合に新提案をするこ

とを申し出た。 
 

3.6 冷媒用ドライアイスの容認 
UN3316 化学検査キット又は救急キットの外装内にキットを冷却するためのドライアイス
を同梱できるとする提案は、編集上の修正を加え採択された。 
 

3.7 皮膚腐食性試験 
腐食性物質の容器等級を決定する場合の規定に OECDの新しいガイドライン IN Vitro皮膚
腐食性試験を追加するとする提案は、仮採択され、GHS小委員会に送られた。 

 
4. 少量危険物（モード間の調和） 
 
4.1 小委員会は、RID/ADR/AND合同部会及び IMO DSC小委員会が少量危険物規定の輸送モー

ド間の調和に妥協案を見つけるとする意思を表明したことを受け、表示と書類に関する問題

を検討する Lunch-Timeワーキンググループを設置し、協議した。協議内容を踏まえワーキ
ンググループの議長国であるフランスが次期会合に正式提案を準備することとなった。 

 
5. 電子データ (EDI) を使用した文書作成・提出 
 
5.1 書類に替わる EDI 技術の使用は、克服すべき問題点（電子書類及び電子サインの法的承認

等）が存在するにもかかわらず、コンテナによる危険物の複合輸送の発達を促し、現在生じ
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ている遅延や混雑等の問題を減少させているので、小委員会はこの分野に関するさらなる取

り組みを行うことを基本的に合意した。又、UN/CEFACT（貿易簡易化とビジネスのための
国連センター）による通知事項の標準化手順が UNECE の担当者により説明がなされた後、
小委員会は、多年にわたるプロジェクトとして検討する必要があることを確認した。 

 
6. モデル規則改正に関するその他の提案 
 
6.1 国連勧告にある ISO標準の引用 

国連勧告に参照と記載されている ISO規格を最新版にすべきとする提案は、採択された。 
 

6.2 非開放型貨物輸送ユニットの定義 
非開放型貨物輸送ユニットの定義に関する提案は、若干の修正を加え、「非開放型貨物輸

送ユニットとは、全てが堅牢な耐久構造により内容物が完全に閉鎖されるユニットをいう。

側面や上部が布製である貨物輸送ユニットは、非開放型貨物輸送ユニットとは考えられな

い。」とすることで採択された。 
 

6.3 2.9章の改正案 
2.9 章を全面改正する提案は、他のクラスに属さないが輸送中に危険性を現す物質及び物
品、高温輸送物質、遺伝子組み換え微生物及び生物に関する定義を一部修正の上採択され

た。 
 

6.4 開放型低温容器要件に関する提案 
開放型低温容器の定義等提案内容については基本的には同意が得られたが、新しい容器要

件については、更なる検討が必要であるとの指摘がなされた。提案国である英国は、次期

会合に各国のコメントを考慮し、訂正をした新しい提案をすることを申し出た。 
 
6.5 ポータブルタンク及びMEGCsの衝撃試験 

ポータブルタンク及び MEGCs の衝撃試験に合格した容器に追加試験をすることなく ISO
標準で認めているデザイン変更を国連の試験方法及び判定基準に取り入れるとする提案

は、多くの問題があるとして賛同が得られず、提案国であるカナダは、ISO がデザイン変
更を認めている理論的根拠を示した後に検討をすることとして、提案を取り下げた。 
 

6.6 包括、N.O.Sエントリーの正式品名及び化学名 
包括、N.O.S エントリーに化学名を付記するとする特別要件 SP274に生物学上の品名も使
用できるようにするとする提案は、採択された。 
 

6.7 くん蒸中及び冷媒用ドライアイスの入った貨物輸送ユニット 
くん蒸中及び冷媒用ドライアイスの入った貨物輸送ユニットの表示、標識、運送書類、特

別要件及び容器包装要件の改正に関する提案は、問題があるとして賛同が得られなかった。

提案国である英国は、次期会合に新提案ができるよう現提案の問題点、指摘事項等を書類

で提出するよう各国代表に要請した。 
 

6.8 ISO標準の引用 
UN 高圧容器要件の設計、構造並びに初回の検査及び試験の規定に ISO 規格を追加すると
する提案は、再充填可能ステンレス溶接シリンダー（試験圧力 6Mpa 以上）の規格は安全
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面からの検討が不十分であるとして認められなかったことを除き、採択された。 
 

6.9 有機金属化合物用ポータブルタンク圧力安全装置の可溶栓の任意使用 
可溶栓の作動範囲 110℃から 149℃を 100℃から 149℃とすること及び可溶栓は設置環境の
熱から遮断されてはならないとする規定に可溶栓が主の逃がし弁として設置されている

場合はとの条件を設定する提案は、採択された。しかし、新しいタンク要件を設ける提案

は、必要がないとして採択されなかった。 
 

6.10 UNポータブルタンク及びMEGCsの銘板 
タンク銘板に要求される表示項目を明確化し合理化するとする提案は、基本的に合意され

たが、表示項目等の詳細についてはさらなる検討が必要であるとして、小委員会はカナダ

に対し猶予期間の設定等を含めた再提案をするよう要請した。 
 

6.11 教育訓練規定 
教育訓練を受けていない者は、教育訓練を受けた者の監督下においては危険物輸送に従事

することができるとする提案は、修正の上採択された。 
 
6.12 ポータブルタンクの充填率 

ポータブルタンクの充填率に関し、タンクの容量がサージ板により 7500 リットル以下の
区画に仕切られた場合はタンク銘板に Sを表示するとする提案は、採択された。又、猶予
期間を設けることも採択された。 

 
7. IAEA放射性物質安全輸送規則との調和 
 
7.1 IAEA放射性物質安全輸送規則との調和 

小委員会は、事務局が準備した 2007年 9月 26-28日にウィーンで行われた国連モデル規則
と IAEA輸送規則の調和に関する IAEA CS会議（CS-72）の報告書(INF13)の内容を検討し
た。この報告書には国連モデル規則と IAEA 規則を調和するための多くの改正が含まれて
いるが、現在までに採択されている改正は、未だ IAEA参加国の協議如何であり、2008年
12月の委員会による最終的な採択は、IAEA規則 2009年度版発行のために行う IAEAの実
質的な決定によることを確認した。 
 

7.2 副次危険性のある L型輸送物 
L型輸送物が他のクラスの危険性を有する場合は、特別要件 SP290に従って正式品名を決
定することとなるが、品名の特定、容器の表示及び輸送書類への記入事項等に関し混乱を

生じているので検討の必要があるとする提案は、IAEA CS 会議（CS-72）の報告書に示さ
れた SP290 に参考例を追加するとする改正案を仮採択し、IAEA の最終決定を待つことと
した。 
 

8. 国連モデル規則による危険物輸送規則の地球規模での調和 
 
8.1 この議題に関する書類の提出はなく、議論されなかった。 
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9. モデル規則の策定基本指針 
 
9.1 危険物輸送規則の基本原則 

危険物輸送規則の基本原則に航空輸送にあってはより厳しい要件が適用されることがあ

るとしているのは適切ではなく、海上輸送においても同様であり検討を要するとする提案

は、危険物輸送規則は事業内容により他の要件が適用される場合があると改正することで

採択された。 
 

10. GHSに関する問題 
 
10.1 混合ガスに関する酸化性の分類基準の改正 

非引火性非毒性ガスの定義の一つ「空気よりも、一般的に酸素を供給することにより他の

物質を燃焼させ又は燃焼を助長させる酸化性ガス」の規定に注記を加え定義を明確化する

とする提案は、「空気よりも酸素を供給するとは、窒素ガス中の酸素の割合が 23%以上、
又は、ISO10156 により決定された酸化力が 23.5%であるガス中の酸化性ガス濃度が同量
(23.5%)で混合ガス」とする注記を加えることで仮採択された。採択事項は検討のため GHS
小委員会へ回された。 
 

10.2 絵表示に関する体系的アプローチ 
黒、緑、赤及び青の背景の標札及び標識は、白の絵表示及び数字のみを使用するとする提

案は、支持が得られず、取り下げられた｡ 
 
11. その他 

 
11.1 放射性物質輸送の促進 

小委員会は放射性物質の輸送拒否の問題を克服するために IMOがとった行動を確認し、他
のモードの機関もこの提案を検討するよう要請した。 

 
12. 次回会合 
 
      33SCETDG      2008年 6月 30日～9日(AM)  
      15SCEGHS      2008年 7月 9日(PM)～11日 
     
 

* * * 
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付録 2.6 第 13 回国連分類調和専門家小委員会審議概要 

 

1. 会期、参加国、議題等  

 

1.1 会期及び開催場所  

   会期 ： 平成 19 年 7 月 9 日～10 日  

   場所 ： 国連欧州本部(Palais des Nations、ジュネーブ ) 

 

1.2 参加国等  

1.2.1 国及び国際機関  

(1) 委員国：アルゼンチン､オーストラリア､オーストリア､ベルギー､ブラジル､カナダ､

中国､デンマーク､フランス､ドイツ､アイルランド､イタリア､日本､オランダ､ニュー

ジーランド､ﾉールウェー､ポーランド､ポルトガル、カタール、セネガル､南アフリカ、

スペイン､スウェーデン､英国及び米国  

(2) オブザーバー国：カンボジア､ジャマイカ、ケニア、ラオス、ナイジェリア、韓国、

ルーマニア、ロシア､スロベニア､スイス及びタイ  

(3) 国連機関及び政府間機関：UNITAR、 ILO、WHO 及び OECD 

(4) 非政府国際機関：AEGPL、AISE､CGA､CEFIC､EIGA､FEA、IFPCM､ICCA､ICPP、IPIECA、

IPPIC、 IPIECA、 ISO、RCMASA、SAAMI 及び SDA 

1.2.2 わが国からの参加者 (敬称略･五十音順 ) 

蔵方  美佐子 (経済産業省製造産業局化学物質管理課) 

城内  博 (日本大学大学院理工学研究科 ) 

中島  紀昭 (独立行政法人産業技術総合研究所) 

濵田  高志 (社団法人日本海事検定協会 ) 

三宅庸雅 (社団法人日本海事検定協会 ) 

森田 健 (国立医薬品食品衛生研究所安全情報部 ) 

 

1.3 議題の採択  

1.3.1 第 13 回小委員会の予定議題 (ST/SG/AC.10/C.4/25)は、期限後送付された INF. Paper

を含めて今回会合文書とすることを承認して採択された。  

 

2. GHS 勧告第 2 訂版の最新化  

 

2.1 物理化学的危険性  

2.1.1 爆発性を有しているかどうかの評価方法に熱感度試験、衝撃感度試験及び摩擦感

度試験を設けるとする提案は、各国に持ち帰り検討することが必要であるとして

次回会合に継続して審議していくこととなった。  

2.1.2 引火性液体類の物理化学的危険性を明確化するとする提案は、混合物の引火点の

計算、引火点測定方法の標準規格及び初留点測定方法に関する規定については採
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択されたが、引火性液体類の判定基準については、さらなる検討が必要であると

して継続審議していくこととなった。  

2.1.3 GHS2.1 章の改正に関する提案は、更なる検討が必要であるとして、2008 年 7 月

に開催される TDG 火薬類ワーキンググループに検討及び新提案をするよう要請

した。  

2.1.4 引火性エアゾールの判定基準に「規定され分類方法によらないエアゾール容器は

非常に危険性が高いものとして分類されるべきである。」とする注意書きを追加

すべきとする提案は、編集上の修正を行なった上、採択された。  

 

2.2 健康有害性、環境有害性等の評価に関する検討の進捗状況が OECD により報告さ

れた。  

 

3. ハザードコミュニケーション  

 

3.1 極小容器の表示に関する提案は、ワーキンググループを立ち上げ検討を重ねたが、

各国の意見が異なり統一見解に至っていないので、継続審議していくこととなった。 

 

4. GHS 基準の適用に関する指針策定  

 

4.1 石油製品に関する GHS 基準  

4.1.1 IPIECA より石油製品の GHS 基準に関するガイドラインを作成中であり、2008 年

に提案をする予定であることが報告された。  

 

4.2 GHS 基準に従った混合物の分類  

4.2.1 米国より GHS 基準に従って混合物を分類する場合の問題点等が指摘され、検討

するよう要請がなされた。  

 

5. GHS の実施  

 

5.1 GHS の採り入れの進捗状況及びこれに関連する事項について、EC、OECD、UNITAR、

WHO、南アフリカ、ブラジル、オーストラリアから報告がなされた。  

 

6. キャパシティ・ビルディング  

 

6.1 UNITAR は管理能力強化に関する活動報告をし、活動への継続的な財政援助を要請

した。  

* * * 
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付録 2.8 第 14 回国連分類調和専門家小委員会審議概要  

 

1. 会期、参加国、議題等  

 

1.1 会期及び開催場所  

   会期 ： 平成 19 年 12 月 12 日～14 日  

   場所 ： 国連欧州本部(Palais des Nations、ジュネーブ ) 

 

1.2 参加国等  

1.2.1 国及び国際機関  

(1) 委員国：アルゼンチン､オーストラリア､オーストリア､ベルギー､ブラジル､カナダ､

中国､デンマーク､フィンランド、フランス､ドイツ､アイルランド､イタリア､日本､

オランダ､ﾉールウェー､ポルトガル、カタール、セルビア､南アフリカ、スペイン､

スウェーデン､英国及び米国  

(2) オブザーバー国：カンボジア､ケニア、ラオス、ルーマニア、ロシア､スイス及びウ

ルグアイ  

(3) 国連機関及び政府間機関：UNEP/SAICM UNITAR、 IMO、WHO 及び OECD 

(4) 非政府国際機関：AISE､CGA､CEFIC､DGAC、EIGA､FEICA、 IFPCM､ ICCA､ IME、

IPIECA、 IPPIC、RCMASA、SAAMI 及び SDA 

1.2.2 わが国からの参加者 (敬称略･五十音順 ) 

蔵方  美佐子 (経済産業省製造産業局化学物質管理課) 

城内  博 (日本大学大学院理工学研究科 ) 

中島  紀昭 (独立行政法人産業技術総合研究所) 

三宅庸雅 (社団法人日本海事検定協会 ) 

森田 健 (国立医薬品食品衛生研究所安全情報部 ) 

 

1.3 議題の採択  

1.3.1 第 14 回小委員会の予定議題 (ST/SG/AC.10/C.4/27)は、期限後送付された INF. Paper

を含めて今回会合文書とすることを承認して採択された。  

 

2. GHS 勧告第 2 訂版の最新化  

 

2.1 物理化学的危険性  

2.1.1 爆発性の評価は試験シリーズ 1 及び 2 で行なうこととする GHS2.1 章の改正提案

は、さらなる検討が必要であるとして、TDG 小委員会に再度検討するよう要請し

た。  

2.1.2 混合ガスに関する酸化性の分類基準が曖昧であり、注記を加えて明確化するとす

る提案は、採択された。  

2.1.3 鈍感化火薬及び化学的不安定ガスに関するワーキンググループの活動内容が報
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告された。  

2.1.4 オランダは、火薬の量による分類基準も必要であることを提起し、この問題を検

討する会議が 2008 年に開催されるので、参加するよう各国に要請した。  

 

2.2 健康有害性  

2.2.1 急性毒性点推定値への変換値の使用についての非公式提案は、各国の専門家が十

分検討できるよう正式文書で提案をするべきとする意見で一致した。  

2.2.2 吸引性呼吸器有害性は液体のみに限定すべきとする非公式提案は、多くの支持が

得られが問題も指摘されたため、次回会合に正式提案されることとなった。  

2.2.3 試験管内皮膚腐食性試験に OECD のガイドラインを導入すべきとする提案は、各

国の専門家の意見を聞く必要があるとして結論を出すことを見送った。  

2.2.4 強弱を考慮した感作性の分類についての検討状況が OECD より報告された。  

 

2.3 環境有害性  

2.3.1 水生環境有害性に関する 4.1 章の改正案は、判定基準が複雑で実行可能性に乏し

いとの指摘はあったものの多くの指示が得られ、採択された。  

2.3.2 土壌環境有害性に関する検討状況が OECD により報告された。  

 

3. ハザードコミュニケーション  

 

3.1 極小容器の表示  

3.1.1 極小容器の表示に関する提案は、極小容器のサイズの定義、表示項目等について

議論がなされたが、統一した見解には至らず、継続審議していくこととなった。 

 

3.2 絵表示に関する体系的アプローチ  

3.2.1 背景が黒、緑、赤及び青の標識のシンボルは白のみにすべきとする提案は、全く

支持が得られず、提案は取り下げられた。  

 

4. GHS 基準の適用に関する指針策定  

 

4.1 石油製品に関する GHS 基準  

4.1.1 IPIECA は石油製品の GHS 基準に関する問題点を提起し、2008 年 7 月に提案をす

る予定であることを報告した。  

 

4.2 高生産量化学品への GHS 判定基準の適用  

4.2.1 OECD より高生産量化学品への GHS 判定基準の適用に関する検討状況が報告さ

れた。  
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5. GHS の実施  

 

5.1 GHS の採り入れの進捗状況及びこれに関連する事項について、EC、UNEP/SAICM、

WHO、ブラジル、日本、カンボジア、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒ

テンシュタイン、南アフリカ、ウルグアイ、カタール、オーストラリア、カナダ、

タイ、英国及び米国から報告がなされた。  

 

6. キャパシティ・ビルディング  

 

6.1  UNITAR は管理能力強化に関する活動報告をし、活動への継続的な財政援助を要請

した。  

 

7. その他  

 

7.1  参加要請  

7.1.1 IME（ Institute of Makers of Explosives）から提出されたオブザーバー参加要請は

承認された。  

 

7.2 会議の日程  

7.2.1 小委員会の開催を年 2 回から 2 年間で 3 回とする提案は、現行スケジュールの変

更は他の輸送に関連した会議や機関に影響があるため他の国際機関と協議しな

がら進めるべきとして、継続して検討していくこととなった。  

 

* * * 
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